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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 

  令和６年１１月１９日（火）午前１０時    開会 

               午後 ５時３９分 散会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 出口こうじ 副委員長 西谷 知美  委  員 村上 英明 

  委  員 弘 豊 委  員 松本 暁彦 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市長 嶋野浩一朗  教育長 若狭孝太郎  教育総務部長 安田 信吾 

  こども家庭部長 大橋 徹之  上下水道部長 末永 利彦   

教育総務部副理事兼学校教育課長 河平 浩一 

こども家庭部副理事兼出産育児課長 松田 紀子 

教育政策課長 小 西  仁  教育支援課長 武田 進介 

生涯学習課長 千葉 郁子  こども政策課長 飯野 祐介 

こども家庭相談課長 古賀 順也  保育教育課長 湯原 正治 

学校教育課参事 田中 大介  同課参事 羽田 行伸 

こども政策課参事 佐野 嘉宏  保育教育課参事 中川 資子 

   

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 森口 雅志   同局主査 松 木  愛 

 

１．審査案件 

  認定第１号 令和５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 
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（午前１０時 開会） 

○出口こうじ委員長 ただいまから文教

上下水道常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長 おはようございます。 

 まずは、このたび出口委員長と西谷副委

員長、就任おめでとうございます。いろい

ろとお世話をかけますけれど、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 そしてまた委員の皆様方におかれまし

ては、公私何かとお忙しいところ、文教上

下水道常任委員会をお持ちいただきまし

て誠にありがとうございます。 

 本日でございますけれども、令和５年度

摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所

管分ほか２件の審査を賜ります。何とぞ慎

重審査の上、認定いただきますようによろ

しくお願い申し上げます。 

 なお、私はこの場を一旦退席させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○出口こうじ委員長 挨拶が終わりまし

た。 

 本日の委員会記録署名委員は、西谷委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付している案のとおり行うことに異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○出口こうじ委員長 異議なしと認め、そ

のように決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○出口こうじ委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 安田教育総務部長。 

○安田教育総務部長 それでは、認定第１

号、令和５年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち、教育総務部が所管しております

事項につきまして、決算書の事項別明細書

の目を追って、その主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 ３６ページ、款１４使用料及び手数料、

項１使用料、目６教育使用料は、学校体育

施設等使用料及び公民館使用料などでご

ざいます。 

 ３８ページ、項２手数料、目７教育手数

料は、学校用地境界明示に係る手数料でご

ざいます。 

 ４６ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目７教育費国庫補助金は、理科

教育等設備整備費補助金などでございま

す。 

 項３委託金、目３教育費委託金は、こど

もを支える生徒指導調査研究委託金でご

ざいます。 

 ５４ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目８教育費府補助金は、スクールソ

ーシャルワーカー配置事業補助金などで

ございます。 

 ５６ページ、款１８寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、生涯学習課で受領いたしま

した指定寄附金でございます。 

 ６６ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入は、小・中学校給食費負担金、日

本スポーツ振興センター掛金などでござ

います。 

 次に、歳出でございます。 

 １３４ページ、款３民生費、項２児童福

祉費、目３児童福祉施設費は、市立認定こ

ども園の管理運営に係る経費で、給食に係

る賄材料費及び維持管理に係る修繕料な

どでございます。 
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 １９２ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目１教育委員会費は、教育委員に係

る経費でございます。 

 目２事務局費は、教育委員会事務局の運

営全般に係る経費で、校務補助に係る会計

年度任用職員報酬や交通専従員業務委託

料及び小学校・認定こども園の受付委託料

などでございます。 

 １９６ページ、目３教育センター費は、

心理相談及び教育支援に係る会計年度任

用職員報酬、施設維持管理に係る経費など

でございます。 

 １９８ページ、目４教育指導費は、学校

読書活動推進に係る会計年度任用職員報

酬や小・中学校での英語教育推進に係る英

語指導助手派遣委託料及び摂津ＳＵＮＳ

ＵＮ塾開催に係る学習指導委託料などで

ございます。 

 ２００ページ、目５人権教育指導費は、

教育研究会負担金などでございます。項２

小学校費、目１学校管理費は、小学校１０

校の施設維持管理などに係る修繕料や光

熱水費などでございます。 

 ２０４ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入費などでございます。目３保

健衛生費は、学校医等に係る報酬や児童に

対する各種健康診断委託料及び学校管理

下における児童の負傷等に対応するため

の日本スポーツ振興センター負担金など

でございます。 

 ２０６ページ、目４学校給食費は、小学

校給食に係る賄材料費及び給食調理業務

に係る委託料などでございます。 

 目５支援学級費は、小学校の支援学級運

営に係る経費でございます。項３中学校費、

目１学校管理費は、中学校５校の施設維持

管理などに係る修繕料や光熱水費などで

ございます。 

 ２１０ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入費などでございます。 

 目３保健衛生費は、学校医等に対する報

酬や生徒に対する各種健康診断委託料及

び日本スポーツ振興センター負担金など

でございます。 

 ２１２ページ、目４学校給食費は、中学

校給食に係る賄材料費及び給食調理業務

等委託料などでございます。 

 目５支援学級費は、中学校の支援学級運

営に係る経費でございます。 

 項５社会教育費、目１社会教育総務費は、

摂津市史編さんに係る会計年度任用職員

報酬や市史編さん史料撮影等業務委託料

など、社会教育事務に係る経費でございま

す。 

 ２１４ページ、目２青少年対策費は、学

童保育施設維持管理に係る修繕料及び二

十歳のつどいに係る経費などでございま

す。 

 ２１８ページ、目３公民教育費は、せっ

つ生涯学習大学事業や生涯学習フェステ

ィバル開催事業に係る経費などでござい

ます。 

 目４公民館費は、公民館に係る会計年度

任用職員報酬、講座開催、施設維持管理に

係る経費などでございます。 

 ２２０ページ、目５文化財保護費は、文

化財保護に係る経費でございます。 

 ２２２ページ、項６図書館費、目１図書

館総務費は、摂津市民図書館等協議会に係

る経費でございます。 

 目２図書館管理費は、市民図書館及び鳥

飼図書センターの管理運営に係る経費で

ございます。 

 以上、教育総務部が所管いたします令和

５年度摂津市一般会計歳入歳出決算につ

いての補足説明とさせていただきます。 
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○出口こうじ委員長 大橋こども家庭部

長。 

○大橋こども家庭部長 認定第１号、令和

５年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、こども家庭部が所管しております事項

につきまして、決算書の事項別明細書の目

を追って、その主なものについて補足説明

をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３２ページ、

款１３分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金は、私立保育園保育料、通

所給付費負担金、市立認定こども園保育料

などでございます。 

 ３４ページ、款１４使用料及び手数料、

項１使用料、目２民生使用料は、子育て総

合支援センター遊戯室使用料などでござ

います。 

 ３６ページ、目６教育使用料は、学童保

育室保育料でございます。 

 ３８ページ、項２手数料、目６民生手数

料は子育て総合支援センターに係る公共

用地境界明示手数料でございます。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、私立

保育園等の運営に対する教育・保育給付費

負担金のほか、通所支援等負担金、児童手

当負担金、児童扶養手当負担金などでござ

います。 

 目２衛生費国庫負担金は、未熟児の入院

に係る養育医療費負担金でございます。 

 ４２ページから４４ページ、項２国庫補

助金、目２民生費国庫補助金は、児童虐待・

ＤＶ対策等総合支援事業費補助金、子ど

も・子育て支援交付金、就学前教育・保育

施設整備交付金のほか、子育て世帯生活支

援特別給付金、ひとり親世帯分及びその他

世帯分に係る事業費補助金及び事務費補

助金は、食費等の物価高騰の影響を特に受

ける低所得の子育て世帯に対して支給し

た給付金などに係る補助金でございます。 

 ４４ページ、目３衛生費国庫補助金は、

出産・子育て応援交付金事業費補助金など

でございます。 

 ４６ページ、目７教育費国庫補助金は、

支援教育就学奨励費補助金などでござい

ます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金は、私立保育園

等の運営に対する教育・保育給付費負担金

のほか、通所支援等負担金、児童手当負担

金などでございます。 

 目２衛生費府負担金は、養育医療費負担

金でございます。 

 ５０ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金は、子ども・子育て支援交付金、

大阪府新子育て支援交付金、ひとり親家庭

及び子どもに対する医療費補助金などで

ございます。 

 ５２ページ、目３衛生費府補助金は、出

産・子育て応援交付金事業費補助金などで

ございます。 

 ５４ページ、目８教育費府補助金は、わ

くわく広場などに対する教育コミュニテ

ィづくり推進事業費補助金などでござい

ます。 

 ５６ページ、項３委託金、目１民生費委

託金は、地域児童福祉事業等調査委託金で

ございます。 

 款１７財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入は、私立認定こども園への

建物貸付収入でございます。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄付金

は、子育て支援のための指定寄附金でござ

います。 

 ５８ページ、款２０諸収入、項３貸付金

元利収入、目１奨学資金貸付金元金収入は、
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奨学資金貸付金の償還金でございます。 

 ６６ページから６８ページ、項４雑入、

目２雑入については、市立認定こども園に

係る職員等給食費負担金、児童主食費負担

金、各種予防接種負担金などでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 まず、民生費について御説明いたします。 

 １２６ページから１３２ページ、款３民

生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務

費は、家庭児童相談業務に係る経費、市立

児童センター及び市立児童発達支援セン

ターの運営委託料、児童福祉施設整備費補

助金、子ども食堂運営事業補助金、私立保

育園や障害児福祉サービス事業所等に対

する物価高騰対策支援金、物価高騰の影響

を特に受ける低所得の子育て世帯への給

付金、教育・保育給付費負担金、児童発達

支援事業等に係る通所給付費などでござ

います。 

 １３２ページ、目２児童措置費は、児童

手当、児童扶養手当の扶助費などでござい

ます。 

 １３２ページから１３６ページ、目３児

童福祉施設費は、市立認定こども園の施設

管理運営に係る経費、旧とりかい幼稚園解

体工事、私立保育園等の障害児保育補助金

などでございます。 

 １３６ページ、目４ひとり親家庭福祉費

は、ひとり親家庭の自立支援に係る経費な

どでございます。 

 目５子ども医療助成費は、子供の医療費

助成に係る経費、目６ひとり親家庭医療助

成費は、ひとり親家庭に対する医療費助成

に係る経費でございます。 

 続きまして、衛生費について御説明いた

します。 

 １４４ページから１４６ページ、款４衛

生費、項１保健衛生費、目３母子衛生費は、

乳幼児等の予防接種に係る各種予防接種

委託料、出産・子育て応援給付金などでご

ざいます。 

 続きまして、教育費について御説明いた

します。 

 １９２ページから１９６ページ、款９教

育費、項１教育総務費、目２事務局費は、

私立高等学校等学習支援金などでござい

ます。 

 ２０４ページ、項２小学校費、目２教育

振興費及び２１０ページ、項３中学校費、

目２教育振興費は、要保護及び準要保護の

児童・生徒に対する扶助費などでございま

す。 

 ２１２ページ、項４幼稚園費、目１教育

振興費は、私立幼稚園園児の保護者に対す

る施設等利用給付費負担金でございます。 

 ２１４ページから２１８ページ、項５社

会教育費、目２青少年対策費は、学童保育

室及びわくわく広場の運営に係る経費な

どでございます。 

 以上、こども家庭部が所管しております

令和５年度摂津市一般会計歳入歳出決算

内容の補足説明とさせていただきます。 

○出口こうじ委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、改めて令和５

年度の決算ということで、全部で２２項目

について質問させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず１番目、決算書の３２ページ、歳入

の部分でございます。 

 目１民生費負担金、節２児童福祉費負担

金があります。まず初めにこの収入未済額、

４３１万５，８７４円が決算額ですけども、

その内容について、また欠損にしない取組

といったものもある程度必要だと思いま
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す。６項目ほどありますけども、多分、こ

の収入未済額としては、保育園保育料が一

番計上されているかと思いますので、この

保育園保育料の収入未済額についてお尋

ねをさせていただきます。 

 ２番目、決算書の３４ページ、子育て総

合支援センター遊戯室使用料があります。

この総合支援センターは、エンゼル広場と

かパパ教室とか様々な形で、この遊戯も含

めて子育てを総合的に支援されていると

思います。そこで１回目は、予算額６０万

円に対しまして決算額が１００万６，２７

０円ということで、約４０万円ほど増額に

なっているので、その増額の内容について

お尋ねをさせていただきます。 

 ３番目、決算書の３６ページ、学童保育

室保育料で、収入未済額が１３９万９，７

００円かと思いますので、その内容につい

てお尋ねをさせていただきます。 

 ４番目、決算書の３６ページ、公民館使

用料です。公民館については、様々なクラ

ブや地域の方々も会議とかも含めて利用

されていると思います。この公民館の使用

料におきまして、決算が２８０万７，５０

８円で当初予算との関係においては、約１

３％の開差があります。この開差の内容と、

クラブの使用内容も含めて、この決算内容

をどう認識されているのかをお尋ねさせ

ていただきます。 

 ５番目、決算書の４２ページ、地域少子

化対策重点推進交付金です。これは様々な

国からの補助で、この事業に対しては、２

分の１の補助があったり、３分の１の補助

があります。これはこども家庭庁の交付要

綱にあるんですが、その中で地域少子化対

策重点推進交付金は２０万８，０００円で

す。複数のメニューがある中で、今回この

決算額は、どういう活用をされたのかと、

その活用に対して、こういう理由でこの事

業をしましたという、選択の考え方につい

てお尋ねをさせていただきます。 

 ６番目、決算書の１３０ページ、歳出の

委託料で、子育て支援員養成研修委託料が

３３万６，６００円であります。この研修

の受講対象者と研修の人数、そして三つ目

に受講後はどういう活用というか、現場で

活用されたのかをお尋ねをさせていただ

きます。 

 ７番目、決算書の１３０ページ、委託料

で、子どもの生活実態調査委託料がありま

す。これは小学校５年生、また中学校２年

生を対象にしたと思います。ネットで見ま

すと、回収率は自治体間で差が出ておりま

した。特に全体におきましては、大阪府内

平均の中で、特に中学校２年生の方々の保

護者なりの部分が回収率が低くなってお

りました。 

 その中で１回目の質問は、この調査委託

料の調査内容と回収状況について認識を

お尋ねをさせていただきます。 

 ８番目、決算書の１３０ページ、保育士

等宿舎借上支援事業補助金があります。こ

れは、当初予算では２，２０５万円だった

んですが、決算では約５７％の執行で１，

２７２万４，０００円が記載してありまし

た。この減額となった内容と認識を１回目

お尋ねをさせていただきます。 

 ９番目、決算書の１３２ページ、目３児

童福祉施設費の報酬で、会計年度任用職員

報酬があります。これは当初予算では５，

２６０万９，０００円だったんですが、決

算では約６８％の執行で３，５６３万８，

３０９円が記載してありました。１回目は、

この予算に対しまして減額となった決算

の内容と認識についてお尋ねをさせてい

ただきます。 
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 １０番目、決算書の１３４ページ、各種

健康診断委託料です。当初予算では７５万

９，０００円で決算が５６万５，４００円

で、当初予算比で７４％ほどの執行であっ

たと思います。当初予算と比較いたしまし

て決算が減額となっていることに対して、

この減額の内容と受診の状況についてお

尋ねをさせていただきます。 

 １１番目、決算書の１３４ページ、歯科

衛生士派遣委託料です。決算が２万１，７

８０円なんですが、この派遣事業を実施し

て、どういう認識でおられるのか、お尋ね

します。 

 １２番目、決算書の１３６ページ、目３

児童福祉施設費、節１８負担金、補助及び

交付金の研修参加負担金が、当初予算では

６０万円だったんですが、決算では項目が

見当たらなかったので多分、ゼロ円の決算

だったんだろうと思います。そのゼロ円決

算の理由についてお尋ねをさせていただ

きます。 

 １３番目、決算書の１４６ページ、産後

ケア業務委託料です。これは、当初予算が

３４７万円だったんですが、決算では当初

予算に対しまして約１８３％の６３３万

９，０００円と記載がありました。増額と

なった内容とこの事業を実施してどうい

う認識でおられるのか、お尋ねします。 

 １４番目、決算書の１４６ページ、母子

衛生費の備品購入費の中、庁用器具費があ

ります。これは多分、視力屈折検査機器の

購入だろうと思います。これに関しては、

歳入にも大阪府からの交付金で３０万円

があったと思います。１回目は、この検査

件数と治療を要したのがあるのかないの

か、もしあれば件数も含めて答弁をいただ

きたいと思います。 

 １５番目、決算書の１９４ページ、目２

事務局費、節１２委託料、そして各種健康

診断委託料が、決算では３４９万５，２５

０円で、この事業は、おおむね予算どおり

進められたんだろうと思います。１回目は、

この受診の状況です。もし未受診の方がお

られるのであれば、分かっておられれば、

その人数も含めて答弁をお願いします。 

 １６番目、決算書の１９６ページ、目２

事務局費の負担金、補助金及び交付金に、

三島地区教育長協議会負担金があります。

予算・決算ともに負担金で１万円とあった

んですが、この協議会の中で様々なことが

協議されていると思うんです。その協議内

容について答弁をお願いします。 

 １７番目、目４教育指導費の委託料で、

学力定着度調査委託料があります。１回目

は、この小学校、中学校の学力をどう認識

されているのか、過去には大阪府の平均に

なってきたという様な発言もあったんで

すが、１回目は、この学力の認識について

お尋ねさせていただきます。 

 １８番目、決算書の２００ページ、目４

教育指導費、節１８負担金、補助及び交付

金に、学校部活動対外競技参加費補助金が

あります。これは部活動に参加されて、対

外競技を行う補助と思います。当初予算で

２１万円、決算では３万円ということで、

当初予算に対しては、約１４％の執行だと

思います。この減額となった理由について、

１回目お尋ねをさせていただきます。 

 １９番目、決算書の２１６ページ、目２

青少年対策費で、会計年度任用職員報酬が

あります。当初予算では２億６，２９８万

１，０００円だったんですが、それに対し

て、予算編成をされて予算現額で１億８，

０００万円ほどになっていると思います。

一方で決算におきましては、１億５，０６

３万２，７９３円で、当初予算と比較いた
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しましても約５７％の執行であったと思

います。 

 減額となった内容と仕事や作業内容で、

この事業に影響があったのかなかったの

か、１回目お尋ねさせていただきます。 

 ２０番目、決算書の２１６ページ、青少

年対策費で、放課後子ども教室運営委託料

があります。当初予算が２９３万９，００

０円なんですが、決算が当初予算比で約５

４％の１５９万２，８８４円と思います。

報告書では６，４９６人が参加をされたと

思うんですが、決算では、当初予算と比較

いたしまして減額となっておりますので、

その減額の内容と影響があったのかなか

ったのかについてお尋ねします。 

 ２１番目、決算書の２２０ページ、公民

館費に、修繕料があります。当初予算２，

２１５万９，０００円だったんですが、決

算では当初予算比で５２％の決算で、約１，

１５９万１，５３２円の執行だと思います

が、この減額の内容について１回目お尋ね

します。 

 最後、２２番目、公民館費で、公民館予

約システム構築委託料です。当初予算のほ

ぼ同額の決算なんですが、システム構築の

利便性の向上とかも含めたこの事業に対

しての認識をお尋ねします。 

 １回目、以上でございます。 

○出口こうじ委員長 答弁を求めます。 

 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 それでは、児童福祉

費負担金のうち保育料に関して答弁申し

上げます。 

 まず、保育料の収入未済額に関しまして、

この保育料の調定額に対する収入済額の

割合は、私立保育園保育料では９３．２％、

市立認定こども園保育料では９１．５％と

なっておりまして、それぞれ収入未済額は、

私立保育園保育料で１６７万９，４７０円、

市立認定こども園保育料で２５８万４，８

５０円、合計として４２６万４，３２０円

となっております。 

 保育料滞納への対応としまして納付期

限翌月に督促状を送付しておりまして、ま

た電話による催告を集中的に６月、８月、

１２月、２月の年４回実施しております。 

 また、保護者から保育料に関して相談が

あれば分割納付等の相談に応じまして納

付勧奨を行っております。 

 保育料の滞納状況につきまして、まずは

納入義務者に確認いただきまして、必要に

応じて保育料を負担いただく重要性を説

明した上で納付いただくよう努めている

ところでございます。 

 続きまして、２番目の子育て総合支援セ

ンター遊戯室使用料に関して答弁申し上

げます。 

 まず、令和５年度の予算計上につきまし

ては、令和３年度、また令和４年度の使用

料の状況を勘案して計上させていただい

ております。令和４年度の利用件数は８０

０件、令和５年度の利用件数は８３３件と

なっております。増額の主な要因としては

利用件数の増加、また本来、令和４年度に

納入されるはずだった使用料が令和５年

度に納入されたことが令和５年度の決算

額の増額の主な要因となっております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 佐野参事。 

○佐野こども政策課参事 ３番目、学童保

育室における保育料の収入未済額１３９

万９，７００円となった内容でございます。

学童保育室における保育料につきまして

は、収入未済額の多くが過年度からの滞納

繰越となっております。内訳としましては、

現年度分では３４万４，８５０円、過年度
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からの滞納繰越額は１０５万４，８５０円

となっております。 

 未納となった理由でございます。保育料

の納付方法を口座振替とされた方が口座

残高不足等の理由から未納となり、その後

コールセンター等で督促を行った後にも

納付されず、滞納となった状況でございま

す。 

○出口こうじ委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、４番目、

公民館使用料において予算と決算の開差、

いわゆる差額が大きい理由についてお答

えいたします。 

 令和５年度公民館使用料の当初予算編

成時、新型コロナウイルス感染症に伴う公

民館の貸館の利用制限が緩やかになって

いたこともあり、コロナ禍前の令和元年度

の決算額３０６万円を参考に、令和５年度

も同程度予算額を見込んでおりました。 

 しかし、公民館利用者の多くは高齢者で

あることから、新型コロナウイルス感染症

が令和５年５月に５類感染症に移行した

後も、活動を自粛された結果であると考え

ております。また、使用内容につきまして

は、公民館には、集会所、講座室、和室な

ど様々ございます。こちらを借りたいと思

ってくださった方は、摂津市立公民館使用

許可申請書を提出していただいて、使用し

ていただく形になっております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 ５番目、地域

少子化対策重点推進交付金についてです。 

 どのように活用したのか、またその選択

理由についてです。この交付金につきまし

ては結婚・妊娠・出産・育児を中心とする

子育てに温かい社会づくり、またその機運

醸成の取組などを地域で少子化対策の推

進に資することを目的として付されるも

のでございます。 

 その上で、母親の育児負担の一つに母親

のワンオペ育児等が挙げられて久しくな

っております。父親の育児参加は大変に重

要であるため、父親向けの事業につきまし

て、この交付金を活用させていただいてお

ります。 

 また、令和５年度からは、この交付金の

目的にある子育てに温かい社会づくり機

運の醸成ということで、母子手帳の発行時

にお父さんにパパカードというものを一

緒にお渡しをさせていただいています。カ

ードの１枚目にはお父さんになるんです

ね、おめでとう！父親の世界にようこそ、

と題したカードがあり、全部で４枚セット

になっておるものです。 

 近年の社会において、子育てはしんどい

んだとか、大変なんだというようなネガテ

ィブメッセージが多いですが、少しでも親

になることに対して、おめでとうからスタ

ートできるポジティブメッセージとして

お渡ししております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 ６番目、歳出の子育

て支援員養成研修委託料につきまして答

弁申し上げます。 

 受講対象者でございますが、既に市内保

育所等で保育補助などで従事されている

方、または従事する予定の方が対象となっ

てきます。令和５年度の受講人数でござい

ますが、全部で１７人でございます。うち

市内保育施設で勤務している方が１６人、

勤務していない方はお一人となっており

ます。研修を受講していただいたのは１７

人ですが、研修修了者は１６人となってお

ります。 
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 修了者のうち、既に勤務していた方は引

き続き同じ法人で勤務をしていただいて

おります。また、勤務されていなかった方

も、この研修修了後、市内保育施設で一部

勤務していただいている状況でございま

す。 

 この子育て支援員養成研修を修了した

方は、朝夕など児童が少数となる時間帯に

おける保育士配置基準の特例として、最低

二人配置しないといけないという要件に

ついて、二人のうち一人はこの研修修了者

に代替可能とする措置がなされているこ

とから、保育人材不足への対応の一部を担

っていただいているものと認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 ７番目、子どもの

生活実態調査の調査内容と回収状況につ

いてお答えいたします。 

 子どもの生活実態調査につきましては、

令和５年７月に小学校５年生と中学校２

年生の全児童・生徒及びその保護者を対象

に大阪府と共同で実施したものです。児

童・生徒に関しましては、生活習慣や学習

環境、居場所の利用状況、悩み事、ヤング

ケアラーなどについて、保護者に対しまし

ては、就労状況や経済状況、子育て支援ニ

ーズなどについて調査をいたしました。 

 回収状況でございますが、児童・生徒の

回収数は３６６件で、回収率が２７．２％、

保護者の回収数は３５７件で回収率が２

６．６％でございました。両者を合計した

回収率は２６．９％であり、大阪府の全自

治体の合計回収率５４％と比較いたしま

して非常に低い結果となっております。そ

の理由といたしましては、全体の調査数の

うちの大きな割合を占めております大阪

市が学校配付、学校回収の形をとったこと

によりまして、全体の回収率を底上げした

ことが挙げられます。 

 先ほど委員からも市によって回収率の

ばらつきがあるとのことでございました。

やはり学校回収とされた自治体において

は高い回収率が記録されています。本市に

おきましては、今回学校配付、ウェブ、ま

たは郵送での回収という形をとりました。

次回の調査の際は学校回収につきまして

も検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 ８番目、保育士等宿

舎借上支援事業補助金に関しまして、当初

予算の計上額より執行率が低いという内

容でございます。 

 事業者が勤務する保育士のために借り

上げている宿舎に係る賃借料等がこの補

助金の対象となっておりまして、補助金の

額の上限につきましては月額４万５，００

０円となっております。予算を見積もる上

では、上限額で計上させていただいており

ますが、実際の賃借料等につきましては、

上限額に満たない場合もあることから、そ

の差額であったり、また対象人数の見積り

の差が主な要因となっております。 

 こちらの補助金につきましては、保育士

の確保であったり、離職防止を図ることを

目的としております。事業者に対して補助

しておりますので、必要な方につきまして

は、事業者で活用していただいていると認

識しております。 

 続きまして、９番目、会計年度任用職員

報酬予算額に対する執行額の差でござい

ます。 

 こちらの会計年度任用職員につきまし

ては、市立認定こども園でフルタイム以外
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のパートタイムで勤務していただく会計

年度任用職員、補助保育教諭また朝夕パー

ト職員の方が対象となっております。 

 当初、予算を計上するに当たって見込ん

でいた任用数を確保することができなか

ったため、このような決算額となっており

ます。 

 市立認定こども園が３園ございますけ

ども、全ての園で、補助保育教諭や朝夕パ

ート職員が充足できていない状況となっ

ております。運営につきましては、代替職

員で対応するなど大きく支障を来すこと

はなかったと認識しております。 

 続きまして、１０番目、各種健康診断委

託料でございます。 

 こちらの内容につきましては、市立認定

こども園職員に係る腸内細菌培養検査、及

び園児に係る尿検査となっております。 

 こちらにつきましては、予算計上に当た

っての腸内細菌培養検査受診対象者の見

込みを延べ２，１００名と見込んでおりま

したが、実績として１，６６３名が対象と

なったものでございます。 

 また、尿検査に係りまして、実際の契約

の単価が減額となったものを加えまして、

尿検査の園児の見込み人数を、延べ６４８

件見込んでいたものが、実績として４９１

件となったものでございます。 

 １１番目、歯科衛生士派遣委託料でござ

います。 

 市立認定こども園の園医として歯科医

師の方にお願いして、子供の歯科健診を実

施しております。この歯科健診の実施に当

たりまして歯科医師の派遣要請に基づき

まして、歯科衛生士を派遣していただいて

おります。 

 こちらは、一般社団法人摂津市歯科医師

会へ委託しておりまして、１園当たり６，

６００円で実施しております。 

 続きまして、１２番目、研修参加負担金

が執行ゼロとなっている理由でございま

す。 

 こちらの研修につきましては、令和５年

度から医療的ケア児を受入れるに当たっ

ての研修を予定しておりました。市立認定

こども園で医療的ケアを実施するために

は、看護師等を配置するか、もしくは保育

士でも一定の研修を受講し、認定を受ける

ことが必要となっております。 

 本市では、令和５年度に保健師を配置し

て医療的ケア児受入れの体制を整え、研修

受講は必要ではなかったため執行額がゼ

ロとなっているものでございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 １３番目、産

後ケア事業委託料が増額となった理由で

ございます。 

 この事業の発足当初の令和２年度は、年

間を通しても宿泊型が６名、デイサービス

型が２名という状況でございました。令和

３年度も宿泊型１１名、デイサービス型２

名となかなか世間での需要に対して進ん

でいない結果でございました。令和４年度

は、それぞれ宿泊型２９名でデイサービス

型１１名、ここから新たに訪問型が始まり

まして１３名の方の利用がありました。 

 この令和４年度の人数と利用日数に対

して予算を立てておったのですが、思って

いた以上の伸びとなりました。結果として

日数で１．７倍の伸びが増額の理由でござ

います。 

 なぜ、こんなに増えたのかと申しますと、

需要については昔からあったと思います

が、この事業自体が社会全体に広がって、

妊産婦にも浸透してきた結果であると考
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えております。 

 １４番目、視力屈折検査機器についてで

す。 

 視力屈折検査機器を用いた検査は、３歳

半健診で実施しております。３歳半健診を

受診された７０４名のうち、４名の方が機

械が怖い等の理由で受けれず、結果として

７００名の方がこの機器を用いた検査を

受けていただいております。 

 この検査後の受診と申しますか、私ども

で病院に紹介状を出させていただいてお

るんですが、この視力検査については、親

御さんが書く問診票とこの検査機器との

両方で選別しております。 

 問診票については、７０４名全員の方か

ら提出いただきまして、紹介状の発行が８

２件、この検査機器を用いた紹介状の発行

件数は５０件となっております。 

 また、３０万円の歳入は、大阪府からこ

の機器を導入したことに対して、健診等に

係る事務費を３０万円まで補助するとい

う内容です。購入費につきましては国費で

補助をいただいております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 羽田参事。 

○羽田学校教育課参事 １５番目、健康診

断委託料についてお答えいたします。 

 健康診断につきましては、教職員受診者

４５８名が胸部レントゲンを受診いたし

ました。その後、各校で定期健康診断を１

１月に受診をしています。その後、二次健

康診断が必要な者については受診をして

います。 

○出口こうじ委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 １６番目、三島地区

教育長協議会は、三島地区の教育長をもっ

て組織され、相互の連絡を緊密にし、親睦

を図るとともに、協力して教育行政の円滑

な推進を図り、教育の振興に寄与すること

を目的としております。 

 その目的を達成するため、教育委員会相

互の連絡及び情報交換、教育に関する調

査・研究、教育関係諸団体との連絡や提携

などの事業を行うとしております。令和５

年度の協議会は、７月と２月に開催され、

各市が抱える課題などについて闊達な情

報交換が行われます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 １７番目、学力定

着度調査委託料に関わって、小・中学校の

学力の認識について答弁申し上げます。 

 令和５年度までの全国学力・学習状況調

査や摂津市学力定着度調査、大阪府中学生

チャレンジテストなどの各種学力調査か

ら見ておりますと、小学校では年々向上し、

令和４年度には全国平均とほぼ同様の値

となり、その状況が続いております。 

 中学校につきましては、横ばい傾向が続

いており、全国や大阪府の平均と比べ、下

回る状況が続いております。 

 小学校中心に見られている学力向上の

結果は、子供たちのつけたい力を明確にし、

子供たちが学び合い、分かりやすい授業づ

くりに向け、研究授業や相互授業参観など、

授業力の向上の取組を行い、結果にもこだ

わり取り組まれてきた成果だと捉えてお

ります。 

 また、中学校について学力を向上させて

いくためには、授業改善はもとより、家庭

学習などで、いかに子供たち自身が学ぶこ

とを必要と感じ、自ら学習を進めていく力

をつけていくことが重要であると考えて

おります。 

 続きまして、１８番目、学校部活動対外

競技参加費補助金について答弁申し上げ
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ます。 

 この補助金については、摂津市に所在す

る学校について、全国大会に準ずる大会に

参加する場合の宿泊費等の補助を行うも

のでございます。 

 令和５年度の執行３万円につきまして

は、第一中学校の女子ソフトボール部にお

いて、全国大会に参加したことに対して交

付したものでございます。 

 令和５年度の予算額が減額となった理

由につきましては、近年、学校部活動で全

国大会に参加することが減少しており、決

算額の減少が続いていたことから減額に

なったものでございます。 

○出口こうじ委員長 佐野参事。 

○佐野こども政策課参事 １９番目、減額

内容と事業への影響でございます。 

 減額が発生した要因といたしましては、

当初予算時に想定した教室数、指導員の確

保ができなかった、または入室の申請者数

を踏まえて、確保を要しなかったといった

理由でございます。 

 その影響でございますが、学童保育室に

よっては、教室数、指導員の確保ができず

に待機児童が発生したことから、一定、影

響があったと認識しております。 

 一方、入室された児童につきましては、

保育に影響が出ないよう、人員不足等が予

想されるときには派遣指導員の配置を行

うなどの対応を行っておりました。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 それでは、２０番

目、放課後子ども教室運営委託料に関する

質問にお答えいたします。 

 減額の内容と影響ということでござい

ましたが、当初予算と決算の乖離で説明申

し上げます。 

 放課後子ども教室、いわゆるわくわく広

場でございます。毎週水曜日に各小学校で

実施をしておりますが、小学校の体育館等

をお借りしている関係上、学校行事等で利

用できない日が発生いたします。 

 令和５年度の当初予算におきましては、

年間で２２回開催することを想定し計上

しておりましたが、開催実績につきまして

は事務報告書にも掲載しておりますとお

り、多いところで別府小学校の２２回、少

ないところでは味生小学校、三宅柳田小学

校、鳥飼東小学校の９回であり、この実施

回数が当初見込みよりも減少した結果、予

算と決算の乖離が発生したものでござい

ます。 

 事業実施への影響でございますが、回数

が減ったという意味では影響があったか

とは思いますが、実際に運営したところで

は、問題なく実施しておりますので、運営

に影響はなかったものと認識しておりま

す。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、２１番目、

決算書２２０ページの修繕料が当初予算

比約５２％の決算である理由についてお

答えいたします。 

 まず、修繕料につきましては、二つあり

まして、一つが車両管理事業の修繕料、も

う一つが公民館管理事業の修繕料となっ

ております。 

 車両管理事業の修繕料は、約８０％の執

行率でございまして、残りの公民館管理事

業の修繕料にこの理由がございます。 

 まず、この公民館管理事業の修繕料は、

新鳥飼公民館消防設備改修工事におきま

して、当初予算１，８９９万２，０００円

を計上しておりましたが、工事に当たりま

して、再度消防と協議を行い、屋内消火栓
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設備を安価なタイプで改修しても問題な

いことが確認できました。そのため、仕様

書を一部変更した上で入札を行った結果、

３３６万６，０００円の契約金額となった

ことが大きな要因でございます。 

 続きまして、２２番目、公民館予約シス

テム構築委託料についてお答えいたしま

す。 

 公民館予約システム構築委託料につき

ましては、現在、市の公共施設で導入され

ておりますインターネット上で使用申請

ができる摂津市公共施設予約案内システ

ムを公民館に導入するための予算でござ

います。 

 これまで公民館での部屋の空き状況の

確認は、電話や窓口に直接お越しいただい

て確認するしか方法がございませんでし

た。しかし、利用者が直接公民館に来なく

ても申請ができるよう利便性向上に向け、

令和５年度にシステム構築が完了したと

ころでございます。 

 運用につきましては、現予約システムを

活用し、インターネットから貸室の空き情

報を確認できるように整備を進めている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 村上委員。 

○村上英明委員 １回目の答弁ありがと

うございます。 

 ２回目につきましては、質問項目もあれ

ば、要望させていただく項目もあるという

ことで、進めさせていただきます。 

 まず、１番目、児童福祉費負担金の収入

未済額です。保育園の部分で様々な収入未

済額を減額していこうという取組、年４回

の電話であるとか、また文書の送付とか

様々な取組をされていると思います。 

 この収入未済額が上がったんです。その

一方で、保育園保育料は当初予算比から見

れば若干、７００万円ほど増えています。

保育施設数は増えているかと思いますが、

払っておられる方と支払いができなかっ

たというか、家庭の状況なり、様々な要件

があるということは想定できるんです。し

かし、公平性を保つという観点では、収入

未済額は、収入ができなかったということ

でありますけども、これを今度、不納欠損

処理しないようにというか、なるべく避け

ていくことは、一つの取組として大切なん

だろうと思います。 

 ２回目の質問として、不納欠損も３２２

万円ほどが計上されています。これにつき

ましては、収納に対して督促云々はしませ

んというか、そういう処理になっていると

思います。この不納欠損としない取組も、

収入未済額の防止も含めてやっていかな

ければいけないと思います。令和５年度と

して、不納欠損としない取組は、どういう

取組をされたのかを２回目お尋ねをさせ

ていただきます。 

 ２番目、子育て総合支援センター遊戯室

使用料です。 

 これは、令和４年度の分が令和５年度に

納入されたとか、回数の増加もあったと思

います。後の質問にもかぶってくるかもし

れませんけども、２回目として、エンゼル

広場をここで開催されると思います。開催

について、どういう認識でおられるのか、

改めてこの点、お尋ねをさせていただきま

す。 

 次に、３番目です。 

 要望になります。学童保育室の収入未済

額をお尋ねさせていただいて、これも様々

な形で対応されているとお聞きをいたし

ました。これも、不納欠損とならない取組

が必要かと思います。一方で、保護者の生
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活状況もある程度加味していかなければ

いけない事象もあると思います。一方で、

払える資力がある方がおられれば、しっか

りと対応していくのも行政の一つの仕事

という面もあります。また市民の方々から

すれば公平性が必要な取組になってくる

と思います。そういう意味では収入未済額

とならない取組もこれからしっかりとや

っていっていただきたい。これは要望とさ

せていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 ４番目の公民館使用料です。 

 これは、新型コロナの関係もあって、特

にクラブ等々につきましては先ほど答弁

もありましたけど、年齢の高い方々の使用

が比較的高いのかと。令和５年度は、この

使用料が減ったと思います。 

 そういう中で、後でありますけど、修繕

料等も含めて、公民館の建物形状も使い勝

手をよくしていかなければいけないと思

います。 

 特に、私も一般質問等々でさせてはいた

だきましたけれども、トイレを和式から洋

式に変えていくことも本当に必要だと思

います。また１階から２階へのエレベータ

ーを１基つけるのも億単位の費用がかか

るとのことでした。 

 今、未設置のところを調査をされて、こ

れからを見据えていかなければいけない

のかと思うんです。公民館の利便性の向上

という観点では、建物形状はしっかりと利

用者ニーズに沿った形の建物にしていく

ことが一つかと思います。 

 後の質問にもかぶってくるかもしれな

いんですけども、味生公民館の建て替えも

近々あるということで、今の５館が今度４

館になってきます。身近な公共施設の一つ

としてこれからもしっかりと利用者ニー

ズも必要ですし、またこのクラブを増やし

ていくという取組も必要と思います。その

後の取組をこれからも地域の発展も含め

てやっていっていただきたいということ

で、要望とさせていただきます。 

 ５番目の地域少子化対策重点推進交付

金です。先ほど様々な子育て、少子化対策

という観点で、国からのメニューとしまし

てもこの結婚や子育て関係、また出産・妊

娠といったことに対しての支援事業があ

った中で、今回このパパ教室を開催された

ということでした。 

 ずっと過去からこういう事業を通しな

がら、ママ友などの広がりは増えてきたと

思うんです。しかし、お父さん同士は、な

かなか知り合いをつくる機会は、地域の中

では昔から多くはなかった現状の中で、こ

の教室をされておられるのは一つのいい

取組かと思います。 

 こういう事業をされていく中で、お父さ

んたちの人間関係を広めたり、つくってい

くところからさらに発展して、地域として

何か行事を一緒にやっていきましょうと

いう声かけができるとか。発展性も十分に

あると思いますので、こういう事業をしっ

かりと取り組んでいっていただきたいの

で、要望とさせていただきます。 

 ６番目、子育て支援員養成研修です。私

も本当に必要な研修はしっかりと受けて

いくのがいいと思います。 

 今回は全部で１７人でした。市内の方は

１６人で、その後、同じ法人で保育士をさ

れているとか、今度市内の法人に保育士と

して仕事をしようとされてる方とか、一つ

この事業としてやった効果はあるかと思

います。これからこういう研修も含めて保

育士確保という観点を本当に取り組んで

いくことが必要だと思います。 



- 16 - 

 

 ただ、子供の数が減ってきていることも

ありますけども、逆にニーズは高まってい

るギャップをどう捉まえていくのかもこ

れから様々な計画を立てながら、保育士確

保に取り組んでいっていただきたい。要望

とさせていただきます。 

 次に、７番目の子どもの生活実態調査委

託料です。 

 回収状況については、全体の２６．９％

で、大阪府平均と比べれば、直接配付、直

接回収はやはり回収率が高いということ

で、先ほどはこれから検討していくという

ことでした。 

 回収のやり方も含めて、回収率が高まれ

ば高まるほど、様々な情報を分析しやすい、

ニーズが把握しやすいということにもつ

ながってくると思います。しっかりと取り

組んでいっていただきたい。２回目の質問

として、この調査結果の中で、どういう施

策をこれから考えていかなければいけな

いとか、やり方も含めて検討されているこ

とがあれば、答弁をお願いします。 

 ８番目、保育士等宿舎借上支援事業補助

金です。人数の見積り差とか宿舎の契約の

金額のこととか、様々な形で決算は増減す

ると思います。 

 私も知り合いの保育士からこういう事

業について、本当に生活も含めて助かって

るという意見もお聴きをしております。本

当に必要な事業なんだと思います。 

 ２回目の質問として、この事業の継続の

認識についてお尋ねをさせていただきま

す。 

 ９番目、会計年度任用職員です。パート

タイム等々の方が対象ということで、市立

の３園の人数は、代替で対応していたとい

うことでした。代替で対応すると、代替と

なった方の業務量が増えてくることもあ

りますので、当初予算を立てた観点を一番

重視していただいて、人材の確保にこれか

らも取り組んでいただきたい。要望とさせ

ていただきます。 

 １０番目、各種健康診断委託料です。こ

れは検便とか、園児の尿の検査等々で、対

象人数が減ってきたこともありますし、単

価が下がったということと思います。 

 健康あってこそ、生活もしっかり充実で

きますし、地域の中でも生きると思います。

２回目は、このことを踏まえて健康維持の

取組についてお尋ねをさせていただきま

す。 

 １１番目、歯科衛生費です。 

 歯というのは、昔８０２０という言葉も

ありましたけれども、やはり歯をしっかり

と健康に保っていくことが内臓にもいい

とあります。しっかりと検査をしていただ

きながら取り組んでいただきたい。要望と

させていただきます。 

 １２番目、研修参加費です。今回はこの

研修をせずに保健師で対応したというこ

とでございました。研修は、先ほども言い

ましたけど必要なことだと思いますので、

今後の研修についての考え方について２

回目お尋ねさせていただきます。 

 １３番目、産後ケアです。当初比で１．

７倍ほどの需要というか要望があったと

いうことでありました。また令和４年度か

らは訪問も含めて、新たな対応をされてい

ます。現状、利用可能な施設は、１１施設

です。デイサービスの施設が１０施設、訪

問で１施設とか様々あるんですが、この需

要の増加も踏まえて今後の施設数の在り

方をどう考えておられるのか、２回目お尋

ねさせていただきます。 

 １４番目、庁用器具費です。視力の件で、

紹介状を５０件ほど書いたということだ
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ったかと思います。視力屈折検査機器の導

入をしたことに対して、感想とか親やお子

さんからどういう意見があったのか、確認

も含めて２回目お尋ねさせていただきま

す。 

 １５番目、健康診断委託料です。胸部レ

ントゲンとか、定期健診であったと思いま

す。教職員の方は現場を預かっている方な

ので、今、特に教職員不足もあります。一

人、二人、３人と、健康の関係で休職をさ

れると、さらに代替の方とか補充の方を考

えていかなければいけない。そういう悪循

環とならないようにしっかりと健康維持

をしていくという観点で、これからの健康

受診の増加も含めて取り組んでいただき

たい。要望とさせていただきます。 

 １６番目、三島地区教育長の会議です。 

 三島の中で様々な課題も含めて協議を

されているということでした。２回目の質

問として、現状、三島地区の中で、課題と

して挙げられていることがあれば、お尋ね

をさせていただきます。 

 １７番目、学力の定着度調査です。先ほ

ど、小学生は全国平均ぐらい、中学校は、

全国なり大阪府の平均を若干下回ってい

るということであったと思います。 

 学力は定着させることが本当に必要な

ことだと思います。一方で、学校で学ぶと

いうことも必要なんですが、家での予習・

復習が本当に必要なことだと思います。今

後の取り組む方向性について２回目お尋

ねさせていただきます。 

 １８番目、対外部活動です。部活は必要

なことだと思いますし、また全国を目指し

ていくことも本当に一つの目標として、ス

ポーツマンとしても必要なことだと思い

ます。 

 部活動に対しましての今後の在り方と

いうか、方向性について２回目お尋ねをさ

せていただきます。 

 １９番目、会計年度任用職員です。 

 学童保育でありますが、事務報告書によ

りますと、指導員の数も１００名であった

と思います。学齢期の子供たちが放課後の

時間をどう安全に過ごしていくのかが本

当に必要なことだと思います。２回目の質

問といたしましては、特に今、学童指導員

の人数の確保が、今までも課題でした。民

間委託と指導員の数の考え方について、２

回目、お尋ねをさせていただきます。 

 ２０番目、放課後子ども教室、いわゆる

わくわく広場でごす。 

 これは、地域の方々にも様々な協力をい

ただきながら取組をしている事業であり

ます。文部科学省の所管ではありますけど

も、地域住民の方々のボランティアという

か、お支払いもされているんですが、指導

員の数とか年齢などの課題についてどう

認識されているのか、２回目お尋ねをしま

す。 

 ２１番目、先ほど、公民館の修繕という

ことで、１回目お話もさせていただきまし

た。これは、本当に必要なことであります

けども、先ほどありました単価の見直しと

か、一部施工、工程の見直しで減額になっ

たということで、本当にいいことだと思う

んです。要は、現場で最小限の経費で最大

の効果を出すのは本当に事務手続のやり

方のいいことだと思います。そういう意味

では、先ほども申し上げさせていただきま

したけども、トイレの改修です。要は、和

式を洋式にしていく考え方について改め

てお尋ねをさせていただきます。 

 最後、２２番目ですが、令和５年度はシ

ステム構築をされていくという予算と、こ

れからは運用だと思います。そのシステム
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の運用も含めて、公民館の稼働率を向上さ

せなければいけないと思っております。 

 公民館も稼働率がそこそこある部屋と、

ない部屋と、様々なことが事務報告書でも

あったと思います。公民館の稼働率の向上

に向けての取組を２回目お尋ねをさせて

いただきます。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 ２回目、よろしくお

願いします。 

 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 １番目の保育料の

不納欠損の件でございます。 

 不納欠損につきましては、令和５年度に

おきまして全部で２０６件となっており

ます。金額としては３２２万１，２００円

でございます。例年、こういった２００件

近い不納欠損となっている状況でござい

ます。 

 不納欠損を生じさせないための取組と

いたしましては、重複しますけども、督促・

催告・納付相談によって納付勧奨していく

ことが基本であると考えております。 

 保育料につきましては、児童手当からの

充当も可能となっております。保護者の申

し出が必要ではございますけども、こうい

ったものも活用しながら、可能な限り不納

欠損とならないような取組に努めていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 エンゼル広

場につきまして、どのような認識かという

ようなお問いでございます。 

 エンゼル広場につきましては、公設とい

うこと、また子育て総合支援センターが設

立した当初より２階のあの場所に地域子

育て支援事業の拠点、中心としてやってき

たという背景がございますので、モデルと

してあるべきだと認識しております。 

 そんなエンゼル広場ですが、年々利用者

も増えておりまして、事務報告書で申しま

すと、延べで７，３３６人と書いてござい

ます。令和４年度が５，４７４人でしたの

で、さらにまた利用者数が少子化の中でも

増えているものと認識しております。 

 また、様々な相談事業を実施しておりま

すが、課題となりますのは、先ほどの村上

委員から指摘のあったお父さんへの支援

がやはり長年の課題でございまして、どう

してもお母さんの利用が多いという課題

がございました。 

 令和５年度は毎月第２土曜日をパパの

日として、お母さんは利用できない設定に

して、お父さんの行きにくいというお声に

対応させていただいた次第でございます。 

 結果として、お父さんの令和４年度の来

室数が１００人であったのが、１７３人と

なり、こちらは令和５年度のエンゼル広場

の成果であったと認識しております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 ７番目の子ども

の生活実態調査に関する質問でございま

す。 

 調査結果を踏まえた施策の検討につい

てでございます。今回、子どもの生活実態

調査の集計や分析につきましては、大阪公

立大学に委託いたしまして実施しており

ますが、非常に多岐にわたる内容の調査で

ございます。単純集計に加えて、クロス集

計も１８７種類実施いたしまして、調査の

報告書も４５０ページにわたる非常にボ

リュームあるものとなっております。 

 大量のデータにつきまして、いろいろな

結果を得られておりますけれども、現在策
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定に向けて取り組んでおりますこども計

画におきまして、本市の子ども・子育て施

策の方向性を決定するための資料として

活用させていただいております。 

 具体的な施策は、現在、申し上げる状態

ではございませんが、先ほどの分析結果で

得られた課題等につきまして、担当の各課

において、解決に向けた効果的な施策を検

討いたしまして、こども計画に反映してま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 ８番目の保育士等

宿舎借上支援事業補助金につきまして、事

業継続への認識というお問いでございま

す。 

 令和５年度におきましても、民間保育施

設１８園で３８名活用いただいておりま

す。今年度につきましても若干、活用して

いただいてる方は増加しております。 

 また、こちらは国の補助金も活用させて

いただきながら実施しておりますので、保

育人材の確保、また定着という点では有効

な方策の一つと考えておりますので、引き

続き実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、１０番目の各種健康診断委

託料に関しまして、健康維持の取組という

お問いでございます。 

 市立認定こども園における健康維持の

取組につきましては、保健師が配置されて

いますので、この保健師を中心として取り

組んでおります。子供、また職員の健康管

理であったり、また保健指導、感染症対策

指導も保健師が中心となって行っており

ます。 

 保育教諭のみならず、専門的な知識や技

術を持つ保健師が配置されることで、効果

的な健康管理をはじめとして円滑な運営、

また保育の質の向上に寄与するものと考

えております。 

 続きまして、１２番目の研修参加負担金

に関しまして、研修の考え方でございます。 

 保育教諭等に係る専門研修につきまし

ては、一定、受講をさせていただいており

ます。ただし、所管につきましては人事課

となっておりまして、参考までに事務報告

書の２６ページから２７ページに保育教

諭また認定こども園の職員が受講した研

修につきまして記載をさせていただいて

おります。こういったものも必要に応じて

毎年度予算要求を行っております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 産後ケア事

業の今後の施設の在り方についてです。 

 宿泊施設数につきましては、過去から申

しますと、令和４年度が宿泊７施設、令和

５年度が９施設、令和６年度は１０施設と

なっております。デイサービスにつきまし

ては、令和４年度が６施設、令和５年度が

８施設、令和６年度が９施設と、これまで

少しずつではありますが、利用可能施設を

増やすように努めてまいりました。 

 本年度は、利用料が半額となりましたの

で、利用者数も半年で昨年度と同等になっ

ており、需要が増えている状況でございま

す。 

 今後につきましても、他自治体との取り

合いにはなるんですが、できる限り利用で

きるように協力いただける施設を増やし

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、屈折検査機器です。親御さ

んの意見、また私どもの感想です。親御さ

んの意見等はアンケート等を取っており
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ませんので分からないのですが、担当課と

いたしましては、かなりいい検査機器であ

るという感想がございます。ランドルト環

検査、つまり上とか右とかいう検査でした

ら、子供によってできなかったり、いろい

ろな課題もあります。しかし、この検査機

器は、目の動きを測定して、正確な検査結

果を出します。 

 数字で申しますと、令和５年度、親御さ

んの問診結果からの弱視発見率は４．９％、

この検査機器を用いたものですと２０％

となっております。 

 乱視や弱視といったものの発見がしや

すくなっておりますので、大変ありがたい

検査機器であると考えております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 教育長協議会は、大

阪府内の各市で構成する大阪府都市教育

長協議会が行う国・大阪府への要望などに

ついて、各地区の課題等として協議いたし

ております。 

 三島地区教育長協議会では、令和５年度

は、子供の学力やいじめの重大事態への対

応をはじめ、教員不足への対応や教職員の

働き方改革、部活動の地域移行、学校給食

の無償化等が議題となっております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 １７番目、学力向

上に向けた今後の方向性についてお答え

いたします。 

 学力向上については、家庭学習習慣の定

着を含め、基礎的、基本的な学習内容の定

着を図ることはもちろん大切でございま

す。 

 またさらに、子供たち自身が将来の姿を

見据え、なぜ学ぶのか、何のために学ぶの

かを考え、学習意欲を高め自ら学びを進め

ていく力も育む必要がございます。 

 そのためにも、学校訪問やヒアリング等

を通して、各学校が現状や課題に正対した

授業改善を中心とした学力向上の取組を

しっかり支援していくとともに、自ら学び

を進めていく力など、いわゆる非認知能力

を育むための取組も進めてまいります。 

 今後についても、引き続き地域や事業所

等様々な大人と連携し、社会との関わりな

どを感じながら学ぶキャリア教育の充実

についても重点的に取り組んでまいりた

いと考えております。 

 続きまして、１８番目、部活動の今後の

方向性についてお答えいたします。 

 部活動につきましては、生徒の体力向上

はもちろんのこと、生徒間の連帯感や社会

性を育むことができ、生徒の人格形成に果

たす役割は大きいものと捉えております。 

 令和５年度にスポーツ庁より部活動の

地域移行について示されており、学校教育

課といたしましては、令和５年度より文化

スポーツ課と部活動地域移行準備委員会

で協議を行っております。 

 課題といたしましては、地域の受皿が課

題であります。学校教育課として、部活動

地域移行期間は、部活動の指導員、また学

校部活動補助員を活用し、部活動の円滑な

運営を支援してまいります。 

○出口こうじ委員長 佐野参事。 

○佐野こども政策課参事 民間委託と指

導員の考え方についてお答えいたします。 

 学童保育の民間委託の考え方でござい

ますが、令和２年度から鳥飼学童保育室、

鳥飼東学童保育室、三宅柳田学童保育室で、

令和６年度から摂津学童保育室で民間委

託をしております。 

 これは、延長保育や高学年保育の開始な
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ど、サービス向上を進める中で民間委託を

行っていることから、サービス向上のため

に必要であれば民間委託の拡大を検討す

る必要があると認識しております。 

 また、指導員の配置の考え方でございま

すが、通常、学童保育室を１教室運営する

に当たりましては、定員４０名ですと、２

名の職員配置を行っております。加えて、

支援児の方を受入れするために１名から

２名の支援児加配の指導員を配置するも

のでございます。 

 今後、市内全域で高学年保育などのサー

ビスを拡大していくためには、現状の１０

０名体制では、人員の不足が見込まれる状

況でございます。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 ２０番目のわく

わく広場に関する質問で、指導員の数や年

齢などについての認識でございます。 

 わくわく広場では、現在６９人の指導員

に活躍いただいておりますが、その平均年

齢は７０．２歳となっております。各校に

おいて学年ごとの分散開催ですとか工夫

しながら取り組んでいただいております

が、指導員の高齢化、また成り手不足は非

常に大きな課題であり、現在も人員の補充

に向けて募集を行っておるところでござ

います。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、２１番目

のお問いにお答えさせていただきます。 

 トイレの改修の考え方ということで、ト

イレにつきましては、各館で設置数は異な

りますが、全館配置されておりまして、一

定数確保できていると考えております。 

 昨今、家庭ですとか商業施設とかにおき

ましても洋式化が進んでいることから、利

用者のニーズを勘案しまして、今後の増設

については検討してまいりたいと思って

おります。 

 続きまして、２２番目のお問いにお答え

いたします。 

 公民館稼働率の向上についての取組で

ございます。令和５年度の全公民館の利用

状況は、延べ人数９万２，９１２人と、令

和４年度に比べまして約９，０００人増加

している状況でございます。また、公民館

講座の参加者も、令和５年度は５，０７５

人と令和４年度に比べまして、１，０２８

人増加しており、コロナ禍前の令和元年度

の参加者数５，３４２人に少しずつ戻って

きている状況でございます。 

 令和５年度は、オンライン講座を導入し

ており、時代に沿った講座開催方法を検討

しまして、講座参加者からのお声を踏まえ

た上で、今後も魅力ある講座を展開し、公

民館稼働率向上の取組を進めていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 村上委員。 

○村上英明委員 では、３回目です。 

 まず、１番目の保育料関係の不納欠損で

す。２回目に申し上げましたけども、払っ

ておられる方との公平性も含めて、また市

の財政や園の維持管理もあります。無理の

ないようにって言ったら語弊があるかも

分からないんですけども、支払ってもらえ

る取組をこれからもしっかりとやってい

っていただきたい。要望とさせていただき

ます。 

 ２番目の子育て総合支援センター遊戯

室の件です。 

 先ほど答弁もありましたけれども、特に

お父さんの関係です。私たちの時代のとき

は学校関係とか地域関係とか、ほとんど母
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親が出ていって、父親が学校に行くとすれ

ば、父親参観日とかしかなかった記憶はあ

ります。 

 子供とお父さんのつながりがなかなか

できなかったことも記憶として残ってる

んです。そういう意味ではこのパパ教室と

いったものは、本当に必要ですし、またニ

ーズも増えているということです。 

 ３回目の質問といたしまして、子育て総

合支援センターの駐車台数です。現状３台

が駐車可能だと思うんですが、パパ教室の

参加者の増加も含めて、駐車台数の確保が

本当に必要なんじゃないのかと思います。 

 特に雨のときもあります。参加人数の増

加もありますので、何らかの形で駐車台数

を増加させて、確保していくことが必要な

のかと私は思っております。３回目、その

辺の考え方についてお尋ねをさせていた

だきます。 

 ７番目、子ども実態調査の件です。しっ

かりと分析をしていただいて子育てする

のは摂津市だっていう感覚を持っていた

だけるような取組といったものは本当に

必要なことでございます。また転入・転出

の件でこれまでも答弁があったように、小

学校に入るときとか、幼稚園に入るときと

か、そういう転出のことが一つの課題でも

あったと思います。しっかりと子育てがこ

の摂津市の中でできるような施策への分

析も含めて、これからしっかりとやってい

っていただきたい。要望とさせていただき

ます。 

 ８番目、保育士等の宿舎の借り上げ支援

の件でございます。 

 人材確保といったことで取組がスター

トしたかと思いますので、しっかり確保に

つながるような施策を今後も、この宿舎の

借り上げも含めて検討していっていただ

きたいということで、要望とさせていただ

きます。 

 １０番目、健康維持の関係でございます。

２回目に申し上げさせていただきました

けども、健康維持は様々な業務にもできま

すので、健康第一という観点の下でこの施

策も取り組んでいっていただきたい。要望

させていただきます。 

 １２番目の研修の件です。研修は、それ

ぞれの保育士も含めて、自分の力量のアッ

プにつながってくると思いますし、次の人

材育成といったことにもつながってくる。

そういったことも含めて研修の在り方を

考えていただきたい。要望とさせていただ

きます。 

 １３番目、産後ケアの業務委託の件です。

このニーズも増えてきてるということで

す。これは摂津市だけではないと思います。

宿泊型にしても摂津市内の施設だけで賄

えるということではない。現状でも他市の

施設と契約をして進めていっていただい

ています。この利用者のニーズが増えてき

ている社会状況とかも踏まえて、今後もこ

の施設数の在り方を、また増加も含めて取

り組んでいっていただきたい。要望とさせ

ていただきます。 

 １４番目、視力屈折検査の件です。 

 これは、遠視とか近視とか乱視を、家族

との生活の中での問診というか、親の理解

とか、そうではなしに、機械的に近視とか

乱視といった発見ができるということで

す。そういう意味ではこの視力屈折検査機

器を活用していただいて、年齢の低いとき

から、もし何かあったときの治療につなが

っていく、そういった観点でこれからも取

り組んでいっていただきたい。要望とさせ

ていただきます。 

 １６番目、三島地区教育長協議会の件で
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す。子供の学力の件とか、いじめの件とか、

また働き方改革といったものも、摂津市の

みならず全国的にも同じようなニーズと

いうか課題もあると思います。少子化と言

われていますけども、これから１０年後、

２０年後、３０年後の摂津市を担っていっ

ていただける、また摂津市のみならず大阪

府内でも、これからの地域を担っていただ

いているという観点で、しっかりとこうい

う協議をしていただいて、次の施策に結び

ついていけるような協議をこれからもお

願いしたいと思います。要望とさせていた

だきます。 

 １７番目、学力の件です。 

 学力をしっかりと高めていくというの

は本当に必要なことだと思います。先ほど

答弁がありましたように、なぜ勉強するの

かをしっかりと押さえていく。そしてそれ

によって自分が自立して、自らが勉強して

いく、取り組んでいくといったことことが

本当に必要なことだと思います。 

 今日の新聞か何かで、学力テストの関係

で全国知事会が知事会議において現行方

法への問題提起があったことを受けて、４

７都道府県を対象にアンケートを８月に

実施した結果、今の公表方法については現

状維持が少数になったということでした。

実施頻度とか、対象範囲は現状を容認する

知事が多かったというようなことであり

ました。 

 それを受けて、文部科学省は２０２７年

度から全面オンライン化されるようなこ

とが新聞記事でも載っておりました。要は

趣旨は、教員の負担軽減も含めて、全国的

にオンライン化をやっていこうというの

がこの記事で載っておりました。しっかり

とこれから学力を伸ばしていくことは本

当に必要なことでございます。また教員の

負担軽減も見据えていかなければいけな

いと思うんですが、私はどっちかというと

アナログ派ですので、デジタル化はいい面

もあるんですけれども、紙を見ながら答え

ていく、そういったことも本当に必要だと

思います。 

 ただ、文部科学省なり都道府県から、こ

ういう形でやりますと決定がくれば、それ

に従わなければいけない部分もあると思

うんです。それが今後の子供たちのために

なるような施策として、摂津市として様々

吟味をしていただいて、やり方も含めて取

り組んでいっていただきたい。要望とさせ

ていただきます。 

 １８番目、学校部活動の件です。 

 先ほどもありましたけれども、スポーツ

は、同じ場所、同じグラウンドで土をかぶ

りながらやっていくっていうのは本当に

必要なことでございます。私も昔サッカー

をやっていたんですが、そのメンバーとは

今でも付き合いをさせていただいており

ます。チームワークも、人間関係を構築し

ていく上でもスポーツは本当に必要なこ

とだと思います。部活動は、指導員の努力

もあります。協力も得なければいけない部

分もありますけれども、これからもしっか

りと取り組んでいっていただきたい。要望

とさせていただきます。 

 １９番目、会計年度任用職員の学童保育

の件です。これから指導員の数の確保が課

題ということでございます。しかし、全て

が民間委託にしたらいいのかは、議論をし

ていかなければいけない部分でもありま

す。この辺のバランスを考えながら、学童

保育の民間委託の方向性については様々

な観点から検討していっていただきたい。

要望とさせていただきます。 

 ２０番目、放課後子ども教室、つまりわ
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くわく広場の件です。 

 地域のボランティアの方々も、やはり年

齢が高まってきていますが、日中動ける方

というのが一つの条件でもございます。週

１回というものの、時間確保が課題の面も

あるかと。そう考えれば、こういう年齢の

方となってしまうという側面もあるのか

と思います。 

 ３回目に質問させていただきたいんで

すけども、学童保育との一体化してやって

いく考え方について、お尋ねをさせていた

だきます。 

 ２１番目、公民館の修繕料で、トイレの

件でございます。 

 高齢の方々からすれば、公民館でなかな

か洋式が空かないので、１回自宅に帰られ

る方もおられます。利便性の向上というい

うことも含めて、トイレの改修にもこれか

ら取り組んでいっていただきたい。要望と

させていただきます。 

 ２２番目、公民館の予約システムです。 

 システムを活用して、さらに公民館の利

便性を向上させる。確かに今までは窓口に

行って紙に書いて申込みをするところを、

システム化していくということです。公民

館の稼働率向上、使いやすさも含めて、こ

れからこのシステムをしっかりと安定的

に運用していっていただきたい。要望とさ

せていただきます。 

 ２回目、以上でございます。 

○出口こうじ委員長 答弁を求めます。 

湯原課長。 

○湯原保育教育課長 子育て総合支援セ

ンターにおける駐車台数でございます。 

 認定こども園を利用されている保護者

の方からも、やはり送り迎えの時間帯、非

常に混み合いますので何とかならないか

という要望もいただくことがあります。し

かし、施設面ではなかなか駐車台数は限ら

れておりますので、譲り合って利用いただ

くようにお願いしているところでござい

ます。 

 特に雨の日とかどうしても車で送り迎

えする方が増えてくるんですけども、限ら

れた台数でございますので、周辺の時間貸

し駐車場を利用いただくとか、子育て総合

支援センターの近隣に新しく時間貸し駐

車場も整備されております。必要であれば

そちらの利用もお願いしていかないとい

けないなと考えてございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 ２０番目の質問

でございます。 

 放課後児童クラブと放課後子ども教室

の一体的な事業の考え方、つまり学童保育

とわくわく広場の一体的な事業というこ

とでございます。 

 令和５年１２月にこども家庭庁と文部

科学省が取りまとめました放課後児童パ

ッケージにおきましても、放課後児童クラ

ブと放課後子ども教室の校内交流型、連携

型の推進項目が盛り込まれており、取組が

求められているところではございます。 

 しかしながら、本市におきましては、わ

くわく広場の開催が週１回であることや、

先ほど申し上げましたわくわく広場の指

導員の課題もございます。また学童保育側

にも人員不足ですとか施設の課題もござ

います。そういったところから、現在では

十分な連携が図れていない状況でござい

ます。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 村上委員。 

○村上英明委員 子育て総合支援センタ

ーの駐車場確保がこれからも課題と認識
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をしていただいて、増設といったこともあ

りますし、どこかの民間駐車場を借り上げ

るとかいうことも含めて、駐車場台数の確

保をこれからも取り組んでいっていただ

きたいとお願いいたします。 

 ２０番目のこのわくわく広場と学童保

育の一体化につきましては、地域の方々の

これまでの努力、協力といったこともござ

います。これから放課後子ども教室の在り

方も含めて検討していっていただきたい。

要望とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 暫時休憩します。

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○出口こうじ委員長 再開します。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 それでは、引き続きまし

て、私から質問させていただきます。一部、

村上委員と重なるところは、省略もしくは、

細かいところをお聞きをしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 一応、各課でまとめておりますので、主

に、決算概要から質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 まず、１番目、保育教育課に関わるとこ

ろです。決算概要の８４ページで、保育体

制強化事業補助金とありますけども、この

補助金の内容について、どのようなものか、

お伺いいたします。 

 ２番目、同じく決算概要の８６ページで、

就学前教育・保育推進事業です。こちらで、

研修経費とありますけど、研修経費はどの

ようにされているのか。お聞かせください。 

 続きまして、３番目、決算概要９０ペー

ジの旧とりかい幼稚園の解体工事です。令

和５年度の取組状況について、お聞かせく

ださい。 

 続きまして、４番目、こども政策課です。

決算概要の８６ページ、市立児童発達支援

センター運営事業です。修繕料がございま

すけども、こちらの内容について、お聞か

せください。 

 続きまして、５番目、児童発達支援事業

の通所給付費についてです。通所給付費の

内容について、お聞かせください。 

 続きまして、６番目、子どもの生活実態

調査事業です。これは、先ほど、村上委員

と質疑がございましたので、要望だけにと

どめさせていただきます。 

 今の子供の実態をしっかりと把握・分析

して、子育て支援のニーズを見いだし、そ

れに沿った適切な対策、施策の実施につな

げるよう要望といたします。よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、７番目、決算概要９２ペー

ジ、ひとり親家庭自立支援事業です。こち

らの内容ですけども、自立支援員を配置し、

ひとり親からの相談に対応していると認

識しております。どのような相談等がある

のかお聞かせください。 

 続きまして、８番目、決算概要１３８ペ

ージ、私立高等学校等学習支援金支給事業

です。こちらの内容について、どのような

ものか、お聞かせください。 

 続きまして、９番目、決算概要の１５６

ページ、学童保育事業です。令和５年度の

取組状況を、総括的に聞かせてください。 

 １０番目、学童保育施設改修事業で、修

繕料の決算が予算のおおむね半分となっ

ておりますけども、これは、どのような理

由なのか、お聞かせください。 

 続きまして、１１番目、こども家庭相談

課に移ります。決算概要の８８ページ、家

庭児童相談事業です。令和５年度の状況に

ついて、令和４年度と比較して取組につい
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て、お聞かせください。 

 続きまして、１２番目、養育支援訪問事

業、執行率の低さが気になりましたので、

状況についてどのようなものか、お聞かせ

ください。 

 続きまして、１３番目、親支援プログラ

ム事業です。以前からも要望しております

し、また、一般質問で取り上げております

けれども、こちらの令和５年度の取組状況

と、その成果についてどのようなものか、

お聞かせください。 

 続きまして、１４番目、出産育児課に聞

きます。決算概要９８ページ、子育て世代

包括支援事業ですけども、令和４年１１月

以降、令和５年度からも伴走型支援が始ま

ってると思いますけども、この状況につい

てどうであったか、お聞かせください。 

 続きまして、１５番目、母子健康診査事

業の報償金の内容についてどのようなも

のか、お聞かせください。 

 続きまして、１６番目、母子健康診査事

業のブックスタート委託料についてです。

この事業の取組についてどのようなもの

か、お聞かせください。 

 続きまして、１７番目、決算概要１００

ページ、予防接種管理事業についてです。

市民の方から乳幼児への予防接種、ワクチ

ン接種が、昔に比べ、大幅に増加している

という指摘がございました。実際どのよう

なものか。予防接種の推移等について、現

状等も踏まえてお聞かせください。 

 続きまして、１８番目、事務報告書の３

５９ページに、妊娠届出数が７６０件と記

載されております。昨年の決算でも質問し

ましたけれども、それを踏まえて、令和５

年度の出生数の状況と参考に令和６年度

の予測もお聞かせください。 

 続きまして、１９番目、教育総務部に移

ります。 

 決算概要の１４６ページです。小学校施

設改修事業で、空調設備設置工事の実施状

況について、どのようなものか、お聞かせ

ください。 

 ２０番目、同じく小学校施設改修事業の

オートロック化の改修ということで、令和

５年度の状況について、まずは、お聞かせ

ください。 

 続きまして、２１番目、決算概要の１４

８ページ、小学校保健事業の健康観察アプ

リです。このアプリは、コロナ禍から始ま

ったと認識をしております。アプリの内容

等について、まずは、お聞かせください。 

 続きまして、２２番目、小学校給食事業

です。令和５年度も物価高の影響等があっ

たと思いますけども、そういった影響、課

題についてどのようなものか、お聞かせく

ださい。 

 続きまして、２３番目、決算概要１５２

ページ、中学校給食事業です。こちらも、

これまでも度々一般質問、本委員会等で質

問・質疑をしてまいりました。まずは、喫

食率の状況についてどう向上しているの

か。お聞かせください。 

 次は、２４番目、中学校給食センター調

査委託料です。令和６年４月に摂津市学校

給食センターに係る基本構想・基本計画が

できました。そういったところの調査委託

料だと思いますけど、中身についてどのよ

うなものか、お聞かせください。 

 続きまして、２５番目、生涯学習課に行

きます。 

 決算概要１５４ページ、摂津市市史編さ

ん事業です。まずは、中身について、どの

ようなものか、お聞かせください。 

 続きまして、２６番目、学校体育施設開

放事業です。実績状況について、どのよう
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なものか、お聞かせください。 

 続きまして、２７番目、決算概要１５８

ページ、家庭教育学級事業ということで、

この事業内容についてどのようなものか、

お聞かせください。 

 続きまして、２８番目、公民館まつり事

業に関してです。事業内容等について、お

聞かせください。 

 続きまして、２９番目、決算概要１６０

ページ、図書館運営事業です。市民の読書

活動の状況を、令和５年度と令和４年度の

比較も入れて、総括的にどのようなものか、

聞かせください。 

 続きまして、学校教育課に移ります。 

 ３０番目、決算概要１３８ページ、教職

員人事事業の広告料です。まずは、どのよ

うな内容か、お聞かせください。 

 続きまして、３１番目、決算概要１４２

ページ、学校部活対外競技参加費補助金に

ついてです。こちら村上委員の質問でもご

ざいました。今回は、第一中学校のソフト

ボール部が、大会で使用されたということ

です。こちらは、一律１回３万円とお聞き

しております。 

 しかしながら今回、１１月１７日に、第

一中学校で吹奏楽部のマーチングバンド

が、全国大会に出場をいたしました。保護

者から練習先の確保や、移動経費等々、

様々な負担が生じており、少しでも軽減で

きないか等の要望を受けております。実際

部員も３３人もいる中で、一律３万円は、

なかなかしんどいんではないのかと思い

ます。その点、見解をお聞かせください。 

 続きまして、３２番目、教育指導研修事

業です。まずは、中身についてどのような

ものか、お聞かせください。 

 続きまして、３３番目、学校読書活動推

進事業です。以前、お配りしていただきま

した令和６年度全国学力・学習状況調査結

果、公立小・中学校を取り上げたいと思い

ます。この調査は、令和６年４月に実施さ

れており、令和５年度の集大成の結果が表

れている資料として、認識しておりますの

で、活用したいと思います。ＳＮＳの時間

が記載されています。以前は、ここに読書

時間があったと思いますけども、その意図

はどのようなものか、令和５年度の学校の

読書活動の推進の取組と併せて、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 続きまして、３４番目、キャリア教育推

進事業です。こちらも以前から取り上げて

いて、しっかりと教育委員会とも進めてい

る事業だと思います。まずは、令和５年度

の取組状況等について、どのようなものか、

お聞かせください。 

 続きまして、３５番目、生徒指導体制推

進事業です。生徒指導を推進するための経

費ということですけれども、令和５年度の

総括がどのようなものか、お聞かせくださ

い。 

 続きまして、３６番目、学力向上推進事

業です。こちらは、先ほど村上委員からも

やり取りがありました。それと令和６年度

の調査結果を踏まえて、もう少し詳細を、

状況と傾向について、お聞かせいただけれ

ばと思います。 

 続きまして、３７番目、学校マネジメン

ト支援事業です。内容についてどのような

ものか。まずは、お聞かせください。 

 続きまして、３８番目、決算概要１４６

ページ、小学校教育用コンピューター事業

です。ＧＩＧＡスクール構想の推進で始ま

っている事業ですけども、まずは、令和５

年度の利用状況について、どうなのか、お

聞かせください。 

 ３９番目、決算概要１５０ページ、中学
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校教育用コンピューター事業です。これも

先ほどの小学校のコンピューター事業と

併せて、利用状況について、お聞かせくだ

さい。 

 続きまして、４０番目、事務報告書の２

９９ページにあります国際理解教育推進

事業です。こちらの内容について、まずは、

お聞かせください。 

 続きまして、４１番目、これも一部、村

上委員とも重なるところもあるかと思い

ますけども、事務報告書２９９ページに、

学校部活動等助成事業の記載があります。

その中身について、どのようなものか、お

聞かせください。 

 続きまして、教育支援課に移ります。 

 ４２番目、決算概要１４０ページの研修

事業です。この中身について、まずは、お

聞かせください。 

 続きまして、４３番目、教育相談事業で

す。こちらの内容についても、まずは、お

聞かせください。 

 続きまして、４４番目、適応指導教室事

業です。まず、取組、現状についてどのよ

うなものか、お聞かせください。 

 続きまして、４５番目、決算概要１４４

ページ、学校教育相談員配置事業です。こ

ちらも、まず、中身についてどのようなも

のか、お聞かせください。 

 続きまして、４６番目、英語教育推進事

業です。こちらも、まず、中身についてど

のようなものか、お聞かせください。 

 最後です。特別支援教育推進事業です。

こちらも、まずは、令和５年度の取組状況

等について、お聞かせください。 

 以上、４６項目になります。よろしくお

願いします。 

○出口こうじ委員長 答弁を求めます。 

 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 それでは、１番目の

民間保育所等入所承諾事業の保育体制強

化事業補助金に関しまして、答弁申し上げ

ます。 

 まず、保育体制強化事業につきましては、

保育士資格を有していない方で、保育に係

る周辺業務を行っていただく方、保育支援

者と呼んでおりますが、例えば遊具等の消

毒、給食の配膳・後片づけ、昼寝用の寝具

の用意・後片づけ等を担っていただいてる

方でございます。こういった保育支援者を

活用して、保育士の負担を軽減することに

よって、保育の体制を強化し、保育士の就

業継続及び離職防止を図り、保育士が働き

やすい職場環境を整備することを目的と

する事業でございます。 

 このような事業を行う民間保育施設に

対して、１施設ごとに月額１０万円を限度

に補助を行うものでございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 中川参事。 

○中川保育教育課参事 ２番目、就学前教

育・保育推進事業の研修経費についてお答

えいたします。 

 令和５年度は、令和４年度に就学前教

育・保育実践の手引きというものが改訂さ

れておりますので、その改訂記念のキック

オフ講演会ですとか、また、運動専門の先

生にも手引きの助言を依頼しておりまし

たので、その先生に幼児期の運動に関する

研修を実施していただく等、手引きを活用

しながら、２回実施いたしました。 

 そのほか愛着障害や発達障害に関する

合同研修会や、今、実際に気になっている

お子さんの事例検討会ですとか、あと、学

校園での防災研修会も実施してきたとこ

ろです。 

 以上です。 
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○出口こうじ委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 ３番目の認定こど

も園管理運営事業の旧とりかい幼稚園解

体工事に関しまして答弁申し上げます。 

 まず、とりかい幼稚園につきましては、

令和３年度から隣接する鳥飼保育所と統

合し、幼保連携型認定こども園とりかいこ

ども園として、旧鳥飼保育所の園舎を使用

し、運営を行っております。 

 そのとりかいこども園の園舎、旧鳥飼保

育所の園舎でございますけども、老朽化に

伴い建て替え工事を行うこととなり、その

一環として、旧とりかい幼稚園の解体工事

を行ったものでございます。 

 工事事業者の選定に当たっては、契約担

当課に事務執行を依頼し、一般競争入札に

て決定し、工事請負契約を令和５年９月２

０日付で締結しております。この工事期間

としましては、令和５年９月２８日から令

和６年３月１２日、工事概要としまして、

旧とりかい幼稚園鉄筋コンクリート造り

平屋建て３棟の解体撤去工事、杭解体撤去

工事、外構解体工事等となっております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 それでは、４番か

ら８番の質問について、お答えさせていた

だきます。 

 まず、４番目の児童発達支援センターの

修繕料についてでございます。こちらの修

繕料につきましては、児童発達支援センタ

ーでは、毎月、避難訓練を実施しておりま

すが、その訓練の際に、自動火災報知設備

のベルが鳴らないことが発覚したため、緊

急的に改修を行ったものでございます。 

 児童発達支援センターは、施設が老朽化

しており、当該自動火災報知設備につきま

しても、修繕が不可能であったため、設備

の取替工事を実施しております。 

 続きまして、５番目の児童発達支援事業

のうち、通所給付費の状況でございます。

通所給付費につきましては、児童発達支援

サービスですとか、放課後等デイサービス

を利用いただいた際の給付費になります。

令和５年度は一月当たり平均５６９人の

児童が通所支援のサービスを利用されて

おります。件数が年間５万２，６７４件、

給付費の額が５億５，２４１万２，０８０

円となっております。令和４年度と比較い

たしますと、件数が１４．０％、給付費が

７．９％の増加となっております。 

 ７番目、母子・父子自立支援員の相談対

応でございます。令和５年度は２名の母

子・父子自立支援員が、ひとり親家庭から

の様々な相談に対応いたしました。相談内

容の内訳につきましては、事務報告書にも

掲載しておりますが、就労に関する相談が

最も多く、次いで、母子・父子福祉資金と

いう貸付けの制度になります。こちらの相

談も全体の多くを占めております。これら

のことから、やはり生活が困窮していたり、

経済面に不安を抱えているひとり親家庭

が多数いらっしゃるということを表して

いるものと認識しております。 

 ８番目、私立高等学校等学習支援金の内

容は、経済的な理由により、私立学校への

進学や就学が困難な児童に対して、高校在

学中の３年間にわたり、年額４万２，００

０円の支援金を交付することで、経済的負

担の軽減を図ることを目的とした給付金

を支給する事業でございます。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 佐野参事。 

○佐野こども政策課参事 それでは、９番

目、学童保育事業の令和５年度の総括的な

内容について、お話しさせていただきます。 
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 令和５年度の学童保育室の状況でござ

いますけれども、共働き世帯等の増加もご

ざいまして、入室者数・入室率ともに、増

加傾向にございます。また、学童保育室指

導員の確保の問題から、摂津学童保育室、

三宅柳田学童保育室、別府学童保育室、鳥

飼西学童保育室、味舌学童保育室において、

待機が発生していた状況でございます。そ

うしたことから、令和５年度につきまして

は、学童保育施設改修事業の中で、摂津学

童保育室の増設工事を実施し、保育場所の

確保を行いました。 

 一方で、学童保育室のサービス向上の取

組ですが、令和５年度は土曜日保育を毎週

実施させていただいたところです。 

 続きまして、１０番目、学童保育施設改

修事業の修繕料の執行率が低い理由でご

ざいます。修繕料は、学童保育室の建設予

定地にございます花壇、倉庫の移設などの

予算を計上いたしておりました。学校との

協議を行う中で、倉庫内にある移設物の精

査であったり、建築確認申請が不要な大き

さの倉庫にするなどの対応によりまして、

減額となったことから執行率が低くなっ

ております。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 古賀課長。 

○古賀こども家庭相談課長 １１番目、家

庭相談事業の令和４年度の比較も踏まえ

て、令和５年度の取組状況についてお答え

いたします。 

 こども家庭相談課につきましては、事業

よりも、人件費に多く予算を占めておりま

すので、その観点でお答えさせていただき

ます。 

 児童虐待対応の体制でありますけれど

も、令和４年度は、ケースワーカーが８名、

令和５年度は、１名増員し、９名と体制の

強化を行っております。また、引き続きに

はなりますけれども、３名の外部スーパー

バイザーを招聘いたしておりまして、多角

的な観点で、助言・指導をいただきながら

職員が虐待のリスク認識を誤らないよう

な取組も進めてまいりました。 

 それと虐待の通報につきましては、令和

４年度が７４５件で、令和５年度は１，０

５０件と、約１．４倍に増加いたしており

ます。中でも、軽傷の案件の通報が増えて

おります。そのときには、通報内容ですと

か、子供の状況などを勘案しながら、特に、

軽傷の案件で新規のケースにつきまして

は、関係機関の協力も得ながら、保護者及

び子供への対応を行っている状況であり

ます。 

 次に、１２番目の養育支援訪問事業の執

行率が低い理由です。この事業については、

子育て経験のあるボランティアのアドバ

イザー派遣ですとか、専門のヘルパー事業

所に委託いたしまして、養育者の身体的、

精神的不調をサポートするために、部屋の

清掃であるとか、親が食事を作っている間

に子供の見守りを行ったり、あるいは保育

所の送迎など、簡単な家事援助等を行って

いる事業であります。利用が必要であると

判断した家庭につきましては、こども家庭

相談課の職員から、保護者へ利用を進めて

いる状況であります。 

 しかし、家の中に第三者が入ってほしく

ないといった理由などで、なかなか支援に

つながらないケースもありますことから、

結果的に、執行率の低さにつながっている

ものと考えております。 

 なお、執行率は低い状況にあるんですけ

れども、ここ３年間の利用状況を見てみま

すと、令和３年度が２世帯、延べ１６日、

令和４年度が３世帯、延べ１３日、令和５
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年度が７世帯、延べ７７日となっており、

昨年度は利用世帯・日数とも前年度より伸

びている状況でございます。 

 次に、１３番目の親支援プログラムの取

組状況と成果についてお答えいたします。

令和５年度は９月上旬から１２月中旬に

かけまして、１３回のプログラムを実施し、

子供に虐待をしてしまった保護者や子育

てがつらいと感じておられる保護者８名

の方が参加されました。プログラム終了後

に、参加者にアンケートを実施しておりま

して、その中で自分の怒りのポイントが理

解できて、意識して怒りを抑えることがで

きたとか、プログラムで学んだ育児技法を

実践することで、怒ることが減少して、子

供との関わり方が変化したとか、こういっ

た子供のしつけの際に、暴力によらず、解

決に至っているものと評価いたしており

ます。 

 また、グループセッションによるプログ

ラムでありますので、ほかの保護者との関

わりの中で、自分のことを客観的に見詰め

直すよい機会にもなっておると評価いた

しております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 それでは、１

４番目の質問にお答えいたします。 

 伴走型相談支援事業の状況でございま

す。伴走型相談支援として、保健師・助産

師による妊産婦との面談等を行っており

ますが、まずは、妊娠届出時に専門職によ

る全数面談を行っております。 

 次に、８か月時にアンケートを実施して

おりまして、その際には、希望者は面談に

応じるという形になっております。そして、

産後には、産後の赤ちゃんとお母さんを全

数訪問させていただきまして、それぞれの

状況を掴んでいるという状況です。これら

の面談等の中で、妊産婦、赤ちゃんの状況

やニーズを把握いたしまして、個々の相談

に応じた支援を行っているところでござ

います。例えば身近な支援につなげるとい

うことを行っておりますが、出産、育児に

対して不安をお持ちの妊婦には、プレママ

教室を紹介させていただいたり、産後、訪

問させていただいた様子を見て、かなりし

んどいと思いましたら、産後ケア事業があ

るよ、ヘルパーに家に来てもらうのはどう

かというような紹介もします。あるいは誰

ともしゃべってないというお母様もいら

っしゃいますので、地域の集いの広場を紹

介したり、そこには保育士や栄養士、心理

士等もおりますので、みんなで寄り添いな

がら伴走型支援を実施している状況でご

ざいます。 

 次に、１５番目の母子健康診査事業の報

償金の内容でございます。報償金につきま

しては、法定健診以外の２歳６か月健診、

２次健診に従事する専門職への謝礼とな

っております。法定健診、つまり４か月、

１歳６か月、３歳６か月健診につきまして

は、乳幼児集団検診委託として、医師会に

委託しており、そちらから各専門職への支

払いとなっております。専門職の内容につ

きましては、保健師、看護師、心理士、保

育士などでございます。 

 次に、１６番目、ブックスタート事業の

委託料の取組でございます。ブックスター

ト事業につきましては、４か月健診にお見

えになった保護者に対して、絵本の読み聞

かせや図書館の情報などを提供する事業

となっており、ＮＰＯ法人キッズぽてとに

委託をしているものでございます。取組の

内容といたしましては、まずは、赤ちゃん

の頃から本に触れ、親御さんについても、



- 32 - 

 

これをきっかけに本の楽しさ、本の世界を

知ってもらう。また、赤ちゃんにどんなふ

うに読み聞かせをしたらいいのか、赤ちゃ

んの反応を見ながらの声のかけ方など、い

わゆるハウツーについて知ってもらう内

容になっております。 

 この事業につきましては、実は、全国的

に見れば、図書館で司書が実施してること

が多く、保健師が実施の下、進めていると

いうのは珍しいものでございます。 

 ただ、この読み聞かせという行為が、お

子さんと親御さんが同じ本を見て、お星様

がきれいねとか、みんなでご飯を食べてい

るのおいしそうね、うれしいね、楽しいね

と一緒に感情を共有する。また、その思い

出や経験が愛着形成にとても大切なんだ

ということも踏まえて実施しております

ので、今後も、母子保健担当課で実施して

まいりたいと考えております。 

 続きまして、１７番目の予防接種管理事

業でございます。接種回数が増えているの

かというお問いでございます。昭和２３年

に予防接種の法律ができまして、予防接種

がスタートいたしました。予防接種には、

任意接種と定期接種がございまして、特に、

個人の重症化はもちろんですが、集団の予

防に力を入れたＡ類、こちらが推奨されて

おり、実施をしているところでございます。

令和６年４月現在、ただいま９種類が奨励

されております。過去の推移ということで

すが、１０年前と比べますと、平成２６年

の４月で８種類、１０月から一つ増えまし

て９種類になっております。２０年前の平

成１６年ですと、６種類となっております。

この種類が一つ増えますと、１回接種が増

えるというわけではなく、１歳の間に何回

も打って、さらに追加ということもござい

ますので、今、指摘があったとおり、ちょ

っと増えていると感じておられる保護者

の方はおられると認識しております。 

 次に、１８番目、令和５年度の出生数で

ございます。この５年間の推移を見ますと、

令和元年度が７６５名、令和２年度が７５

５名、令和３年度は７５９名、令和４年度

は７２５名と、この間だけで４０名の減少

となっておりました。ところが、この令和

４年度に対しまして、令和５年度は１年で

６５名減少し、６６０名となっておりまし

た。 

 しかしながら、妊娠届出者数は７６０件

と、前年度よりも１６件も増加しているた

め、令和６年度には持ち直すんだろうと見

込んでおります。 

 参考までに、９月末現在で３７９件の出

生届が当課にございましたので、掛ける２

にすると、７５０件強はいくかと見込んで

おります。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 １９番目、小学校施

設改修事業、小学校屋内運動場空調設備設

置工事の令和５年度実績についてでござ

います。設置工事は、鳥飼小学校、味舌小

学校、第四中学校の計３校について設置を

完了し、令和４年度に施工しました鳥飼北

小学校、第三中学校合わせて５校、各中学

校区に１校の設置が完了いたしておりま

す。 

 続きまして、２０番目、修繕料、小学校

通用門のオートロックの設置状況でござ

います。不審者の学校侵入を防止し、登下

校時以外の校門の施錠と、来校者管理の徹

底を図ることを目的に進めております。令

和５年度から令和７年度までの間、補助率

が２分の１にかさ上げされる国庫補助金

も活用しながら、集中的に進めることとし
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ており、令和５年度におきましては、味生

小学校の通用門に設置を完了いたしまし

た。 

○出口こうじ委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 それでは、２１

番目の小・中学校保健事業の健康観察アプ

リの内容について、学校現場の状況も踏ま

えてお答え申し上げます。 

 この健康観察アプリは、新型コロナウイ

ルス感染症が流行し、発熱をしていないか

体温を測り、家庭から学校に報告すること

などが、ガイドラインに示されたことに伴

い、導入されたものです。このアプリを導

入することによって、これまで保護者が紙

媒体で毎日記入し、学級担任などが保護者

の押印があるかないかも含め、確認し、毎

朝、健康観察を行っていましたが、このア

プリで入力してもらうことで、学級担任だ

けでなく、養護教諭とか、管理職などがデ

ジタルの一覧で確認することができるよ

うになり、格段に便利になったものです。

また、これまでは、発熱等欠席連絡を連絡

帳とか、電話連絡で行っていたために、例

えば子供伝いに連絡帳を渡して、なかなか

うまく渡せなかったという保護者であっ

たり、電話連絡をすることや、電話対応者

が学級担任にメモを渡す手間などが、省か

れるようになりました。朝の時間に少し余

裕ができ、丁寧に子供たちに関わることが

できるようになったものです。 

 コロナが明けまして、現在でも学校では

健康観察は行っておりますが、体温の報告

をする必要はなくなっております。保護者

の方々からの欠席連絡だけでなく、ほかの

連絡事項等も連絡することができるので、

このアプリが活用されています。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ２２番目の小・中学

校給食事業における賄材料費と物価高騰

についてでございます。 

 給食の賄材料費は、小学校では１食当た

り低学年が２４０円、中学年が２５０円、

高学年が２６０円、中学校では１食当たり

３２０円といたしております。 

 令和５年度は、小麦の価格高騰の影響に

よるパンの高騰で、ご飯の回数を増やすな

どの献立変更や食材の見直し、変更など、

工夫しながら、児童・生徒の健康増進、体

力向上を図る栄養バランスの取れた食事

を提供いたしました。 

 ２３番目の中学校給食事業における令

和５年度の喫食率でございますが、令和４

年度の６．８％から９．３％に上昇いたし

ております。 

 続きまして、２４番目、同じく中学校給

食事業、中学校給食センター調査委託料に

ついてでございます。給食センターの設置

に係る基礎調査及び整備のための基本構

想・基本計画策定業務のための委託料とな

っております。 

 なお、策定いたしました摂津市学校給食

センターに係る基本構想・基本計画では、

中学校給食の全員喫食はセンター方式と

し、給食センターについては、安全で安心

な学校給食の提供、小中一貫した魅力的な

学校給食の実現、食育の推進、災害や地球

環境配慮など他分野との連携の４点の基

本構想の下、整備を進めるとなっておりま

す。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、２５番目、

市史編さん事業の中身についてお答えし

ます。 

 摂津市の歴史を後世に伝えていくため、
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平成２３年度から摂津市史編さん事業を

行っており、摂津市の歴史を記した新修摂

津市史を刊行しております。新修摂津市史

は、昭和５１年に刊行した摂津市史以降、

編さん事業により収集した歴史資料を基

に、新しく作成したものとなります。 

 令和５年度の市史編さん事業につきま

しては、新修摂津市史第３巻の現代民俗編

の原稿作成を進めるとともに、第４巻、絵

図、地図、建築、美術編に関する資料調査

を行っております。また、啓発事業といた

しましては、令和４年度刊行の新修摂津市

史第２巻、近世近代編の執筆者による講演

を、昨年９月にコミュニティプラザで開催

いたしまして、６５名の方に来場いただき

ました。 

 以上でございます。 

 続きまして、２６番目、学校体育施設開

放事業の状況についてお答えいたします。 

 学校体育施設開放事業は、市民の方のス

ポーツ活動への参加を促進し、体力づくり

や健康増進を目的として、学校授業や行事

に支障のない範囲で、事前に登録をいただ

きました団体を対象に開放している事業

でございます。令和５年度は１３５団体で、

計７，４８６件の利用、延べ２０万９，０

４３名の方に使用いただいております。 

 続きまして、２７番目、家庭教育学級事

業についてお答えします。家庭教育学級に

つきましては、幼児家庭教育学級・家庭教

育学級・女性学級の３種類の学級がござい

まして、家庭教育などに関する学習の機会

を提供している事業でございます。 

 令和５年度は、９団体に委託をいたしま

して学級を開設しており、計８５３名の方

に参加いただいております。 

 続きまして、２８番目、公民館まつりの

状況についてお答えいたします。 

令和４年度の公民館まつりについては、新

型コロナウイルス感染症の影響によりま

して、新鳥飼公民館まつりのみの開催とな

りました。 

 しかしながら、令和５年度は、５館全て

で開催いたしました。公民館利用団体の日

頃の活動成果の発表として、絵画や書道等

の作品展示やダンス、楽器演奏等の発表を

実施すると共に、令和５年度より、軽食や

ドリンク等を提供するキッチンカーも導

入しております。 

 来場者につきましては、安威川公民館、

千里丘公民館、味生公民館、鳥飼東公民館

で各館約１，３００人から１，５００人、

新鳥飼公民館は、約２，５００名の方に来

場いただいており、少しずつコロナ禍前の

状況に戻りつつあるところでございます。 

 続きまして、２９番目、図書館運営事業

に関わる市民の読書活動の状況について

お答えいたします。令和５年度の図書館利

用の登録者は１万２，５６５人で、令和４

年度に比べまして、７０８人減少している

状況です。 

 本の貸出冊数は、令和５年度３３万７，

０９９冊で、令和４年度より２，１３４冊

減少しておりますが、うち電子図書の貸出

状況は、月の平均貸出冊数５４０冊と、令

和４年度に比べ６３冊増加しております。 

 また、本、絵本の読み聞かせなどを行う

おはなし会や、使用しなくなった図書館の

本を無料で配布するリサイクルブックフ

ェア、本の福袋等の啓発イベントに関する

参加者数につきましては、令和４年度に比

べまして１．３倍から２倍と、大幅に増加

している状況でございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 羽田参事。 

○羽田学校教育課参事 ３０番目、教職員
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人事事業、広告費の内容について説明をさ

せていただきます。 

 講師の募集が課題と捉えておりまして、

求人サイトであるリクナビネクストに、令

和５年度登録をいたしました。令和５年７

月２１日から９月２１日までの８週間、そ

れと、令和５年１２月２７日から令和６年

２月２８日までの１０週間、有料で案内を

掲載いたしました。また、令和５年１２月

２７日から令和６年２月２８日にかけま

しては、令和６年度講師を確保するために、

グーグルやヤフーなどの検索エンジンで

摂津市の講師募集案内がページの上部に

優先して掲載されるようにするために、追

加のオプションとして金額を支払ってお

ります。 

 講師募集案内の掲載が、合計１７万６，

０００円、追加オプションが１１万円、合

計２８万６，０００円が決算として報告さ

れております。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 ３１番目、学校部

活動等助成事業に関わる学校部活動対外

競技参加費補助金の今後の見解について

お答えさせていただきます。 

 現時点では、摂津市学校部活動大会競技

参加激励金交付要綱に基づき交付してお

ります。３名以上の団体であれば、全国規

模の大会・コンクールであれば３万円、国

際的規模になれば６万円を交付しており

ます。 

 部活動については、練習に励んだ結果と

して、全国大会等に参加できることは、か

けがえのない経験になることを踏まえ、今

後については、他市の状況も踏まえ検討を

いたします。 

 続きまして、３２番目、教育指導研修事

業の内容について答弁させていただきま

す。 

 本事業については、教員の資質向上を図

ることを目的にした事業でございます。入

場料は学校の校外学習時の教職員の入場

料でございます。また、著作物使用料は事

業等において、著作物を児童・生徒の端末

に送信したり、サーバーにアップロードす

るなど、著作物を公衆送信する際に関わる

補償金でございます。 

 また、教育研究会負担金は、大阪府三島

地区の各種教育団体に対する負担金等で

ございます。 

 続きまして、３３番目、学校読書活動推

進事業に関わります令和５年度の取組内

容、また、全国学力・学習状況調査の読書

のグラフがなくなった意図について説明

させていただきます。 

 全小学校に対して、学校読書活動推進員

を配置し、学校図書館の環境整備や授業時

間を中心とした本の読み聞かせなどを行

い、子供が行きたくなる図書室運営を図っ

ております。また、読書した本を記録する

読書ノートを小学校に配布し、子供の読書

意欲の向上を図っております。 

 また、令和６年度全国学力・学習状況調

査において、読書時間に関わるグラフの記

載がなくなったことに対しては、令和５年

度まであった学校の授業以外に、ふだん１

日当たりどのくらいの時間読書をします

かという質問項目が、令和６年度よりなく

なったためでございます。 

 続きまして、３４番目、キャリア教育推

進事業の令和５年度の状況について説明

させていただきます。 

 小学校では、摂津市商工会等と連携し、

子供たちが地域にある様々な業種の企業

の方から働くに当たっての思いなどを聴
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き、交流する機会を取っております。 

 中学校では、企業が抱える課題に対して、

自分たちの考えを提案する職種体験プロ

グラムに加え、少人数の生徒と社会人がグ

ループに分かれ、仕事のことや生き方につ

いて対話する社会人トークなど、各中学校

が学校の実態に応じたキャリア教育プロ

グラムを考え、実践いたしました。 

 続きまして、３５番目、生徒指導体制推

進事業の内容及び令和５年度の総括につ

いて答弁申し上げます。 

 事業内容につきましては、大きく３点ご

ざいます。１点目の会計年度任用職員報酬

はスクールソーシャルワーカーの報酬で

ございます。いじめ、不登校、暴力行為、

虐待等、様々な課題に対応するには、学校

だけでなく、家庭、警察、子ども家庭セン

ターなど、様々な関係機関との連携が必要

になります。社会福祉の専門的な知識や技

能を持つスクールソーシャルワーカーを

校区に１名配置し、様々な問題事象に対す

る見立てを行い、関係機関との連携を図る

ものです。 

 ２点目として、報償金は、緊急支援チー

ムの派遣でございます。生起する生徒指導

事案が重篤化しないよう、高度な知識を有

する専門家等を緊急的に派遣し、早期解決

を図ってまいりました。 

 ３点目として、スクールロイヤーの相談

委託でございます。学校で生起するいじめ

事案等を深刻なトラブルへ陥る前の段階

から、スクールロイヤーに対する助言を継

続的に受けることで、拡大防止、早期解決

につなげてまいりました。 

 令和５年度の状況は、暴力行為は、令和

４年度より増加、いじめの認知件数、つま

り児童・生徒１，０００人当たりに発生す

る認知した件数については減少、また、不

登校についても令和４年度に比べ、減少し

ておりますが、依然多い状況ではございま

す。今後も早期発見、適切に対応できるよ

う、進めてまいります。 

 続きまして、３６番目、学力向上推進事

業についての令和６年度の状況と傾向に

ついて説明させていただきます。 

 令和６年度の状況については、小・中学

校共に自分で考えて自分から取り組んだ。

また、話し合う活動を通じて、自分の考え

を深めたり、広げたりすることができる、

できているなど、学びに向かう姿勢に関す

る質問について、肯定的回答が増加いたし

ました。授業改善が進んできたと捉えてお

りますが、学校間に差が見られるような状

況でございます。各学校に対する校内の研

究を指導・支援する必要があると捉えてお

ります。 

 続きまして、３７番目、学校マネジメン

ト支援事業の内容について答弁申し上げ

ます。 

 会計年度任用職員報酬は、スクールサポ

ーター教育活動支援員、広報活動推進員の

報酬でございます。学校運営協議会委員報

酬は、コミュニティスクール設置校の学校

運営協議会委員の報酬でございます。また、

報償金については、有償ボランティアであ

る学習サポーターの報償金です。 

 さらに、学校マネジメント支援補助金に

ついては、小・中学校、こども園等校内研

究推進に対する補助金でございます。 

 続きまして、３８番目、小学校教育用コ

ンピューター事業に関わる令和５年度の

ＩＣＴ等の利用状況について答弁申し上

げます。 

 全国学力・学習状況調査において、授業

でＩＣＴ機器を、ほぼ毎日活用していると

答えた子供の割合は、昨年度より増加し、
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全国値を上回っております。日常的に授業

の中で子供たち自身が、ＩＣＴ機器を活用

している状況が見てとれます。 

 続きまして、３９番目、中学校教育用コ

ンピューター事業に関わる中学校のＩＣ

Ｔの活用状況について答弁申し上げます。 

 小学校と同じく、授業でＩＣＴ機器をほ

ぼ毎日活用していると答えた子供の割合

は、昨年度より増加し、全国値より上回っ

ております。また、中学校については、学

校の授業時間以外に勉強のためにＩＣＴ

機器を３０分以上使っている生徒の割合

も、全国より多く、日常的に授業内外を問

わず、ＩＣＴ機器を利用している状況が把

握できております。 

 続きまして、４０番目、国際理解教育推

進事業の事業内容について答弁申し上げ

ます。 

 児童・生徒につけるべき資質能力を育む

ため、具体的に言いますと、多文化共生で

あったり、文化理解についての資質能力を

育むために、本物に触れる機会と指導の充

実を目的に、国際理解教育に関わる事業や

取組等に対して、社会人講師を派遣してお

ります。全校に対して１０名を派遣してお

り、令和５年度は合計５１０時間の派遣時

数がございました。当事者からの学びの機

会として、国際理解教育に関する事業を実

施するとともに、課外授業における文化交

流や多文化共生教室、こども会活動等を行

い、ルーツのある児童・生徒のアイデンテ

ィティの確立を目指しております。 

 続きまして、４１番目、学校部活動等助

成事業の内容について答弁申し上げます。 

 会計年度任用職員報酬は、部活動指導員

の報酬、報償金は、学校部活動補助員の報

償金でございます。部活動指導員は、部活

動の顧問の負担軽減を目的に配置し、指導

員単独で指導することができます。 

 一方、学校部活動補助員は、部活動の顧

問教員のサポート的役割として、生徒に対

して専門的な技術指導を行うものでござ

います。部活動助成金は、生徒数掛ける７

００円を助成し、部活動運営に関する補助

費用に活用しております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ４２番目、研修事業

に関する内容に対してお答えいたします。 

 教職員に義務教育９年間を通して、子供

たちに生きる力を育むための指導力を育

成するために、教職員の経験年数に応じた

ステージ別研修や教育課題の内容に応じ

た、専門的な知識・技能の習得を図る課題

別研修を実施しております。また、市内全

教職員を対象とした、教職員全体研修や市

民の皆様と本市の教育について考える教

育フォーラム等の実施も行っているとこ

ろでございます。令和５年度は、合計１１

回の研修を実施しております。 

 続きまして、４３番目、教育相談事業の

内容についてお答えいたします。 

 この事業では、心理相談員が不登校や学

校生活、発達、家庭問題等、児童・生徒や

保護者、教職員の様々な相談に乗り、不安

を解消することを目的としております。各

小学校に週１回、摂津小学校のみ、規模が

大きいため週２回、スクールカウンセラー

を派遣するとともに、教育センターにも各

日、４名の心理相談員を配置しております。 

 令和５年度は、スクールカウンセラー全

体で児童に対して６２６回、保護者に対し

て４１８回、教職員に対して６回、カウン

セリングを実施するとともに、校内のケー

ス会議に合計５７０回参加いたしまして、

問題行動や不登校児童等のアセスメント
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や対応について、助言を行っております。 

 また、教育センターでは、児童・生徒に

対して２２６回、保護者に対して３４２回、

相談を実施するとともに、１７８件の発達

検査を実施しております。 

 相談内容につきましては、不登校、ある

いは集団生活への適応、心や発達の問題、

子育ての悩み等、多岐にわたっております。 

 続きまして、４４番目、適応指導教室事

業の内容と現状についてお答えいたしま

す。 

 適応指導教室では、不登校児童・生徒に

対する再登校や社会的自立に向けた支援

を実施しております。教育センターに設置

しているパルに加え、令和５年度からは、

鳥飼公民館にアミ、別府コミュニティセン

ターにメイトを開設し、支援を実施してお

ります。学校と積極的に連携をしながら対

応を進めておりまして、５年前、令和元年

度は、小・中学校合わせて８名の利用者で

したが、令和５年度は、小・中学校合わせ

て３８名の利用となりました。午前中は主

に学習面での支援、午後からは他者との関

係をうまく築くためのソーシャルスキル

トレーニング等を実施しているところで

ございます。 

 続いて、４５番目の学校教育相談員配置

事業の内容についてお答えいたします。 

 この事業では、初任者を初めとする経験

年数の浅い教職員の育成のため、１名の教

育指導嘱託員が市内の小・中学校を巡回し、

授業づくりや学級経営、あるいは生徒指導

等について、指導、助言を行います。令和

５年度は、年間１４２回、学校を訪問し、

指導、助言を行いました。 

 また、各校の初任者を指導する指導教員

にも、初任者への指導の仕方等について、

相談やアドバイスを実施しております。 

 続きまして、４６番目の英語教育推進事

業です。この事業ですが、内容といたしま

しては、主に２点ございます。 

 １点目は、子供たちが本物の英語に出会

う機会を設定するために、ＡＬＴを派遣し

ております。中学校は週３日間、１校当た

り年間１２２日程度。小学校は週１日、１

校当たり年間４０日程度、摂津小学校につ

いては、規模が大きいので、週２回、年間

８０日程度、派遣しているところです。 

 ほかにも、小学校全校で１つの学校に市

内のＡＬＴ全員が集まって、英語漬けにな

るイングリッシュデーという企画を実施

いたしました。このイベントで本当に子供

たちはＡＬＴとの英語でのコミュニケー

ションを楽しんでおりました。 

 また、中学生に向けては、夏休みに教育

センターでイングリッシュウイークを開

催し、希望者に対して、同様の取組を実施

しております。 

 ２点目は外国語及び外国語活動の授業

づくりに造詣の深い外部人材を小学校に

派遣し、具体的な授業づくりのための助言

を行っています。令和５年度は各校に４か

ら６回程度、年間合計５６回、派遣を実施

いたしました。 

 続きまして、４７番目、特別支援教育事

業について説明いたします。 

 主に３点ございます。 

 １点目は、特別支援教育に関して専門性

の高い人材、特別支援教育推進指導員や作

業療法専門員を学校に派遣し、児童・生徒

の観察及び助言を実施しております。令和

５年度は特別支援教育推進指導員が５４

ケース、作業療法専門員が１１ケース、助

言を行いました。 

 ２点目は、支援教育に係る教職員の研修

でございます。支援学級担当の教職員の専
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門性を高めるため、子供のアセスメントや

それに基づいた具体的な支援の方法、教室

の環境整備、自立活動の教材の開発等、年

間１９回、研修を実施しております。 

 ３点目は、適切な学びの場を選択するた

めの支援です。新就学の保護者に対して、

就学相談を実施いたしまして、お子様の様

子を丁寧に聴き取るとともに、作業療法専

門員を相談があったお子様が通う幼稚園

等に派遣して、実際に園での様子等も観察

しながら、支援学校に就学するのか、地域

の学校の支援学級に在籍するのか、あるい

は通常学級に在籍するのか、そういった子

供の学びの場の選択を支援しております。

令和５年度は合計９１件の相談に対応を

いたしました。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 それでは、引き続き２回目の質疑、一部、

要望等をさせていただきます。 

 まず、１番目、保育体制強化事業補助金

についてです。保育支援者を活用し、保育

士の負担軽減等につながっていると理解

いたしました。保育士資格のない人が周辺

業務に従事できるというところです。その

効果について、どのように捉えているのか、

お聞かせください。 

 続きまして、２番目、就学前教育での研

修経費です。手引き等を活用して、いろい

ろとやっているということは、理解いたし

ました。 

就学前教育については、以前から必要性を

ずっと提言をして、それも踏まえてしっか

りと進められていると思います。実際、就

学前教育の普及状況について、各園あるい

は小学校の理解は、どのように進んでいる

のか、どう捉えているのかをお聞かせくだ

さい。 

 続きまして、３番目、旧とりかい幼稚園

の解体について、解体工事請負契約等の内

容ということで、理解いたしました。 

旧とりかい幼稚園の解体工事につきまし

ては、近隣住民等とのやり取りがあったと

説明を受けております。近隣住民等への説

明、対応については、どのようにされたの

か、お聞かせください。 

 続きまして、４番目、市立児童発達支援

センター運営事業の修繕料です。自動火災

報知設備の取替えということですけれど

も、老朽化していると認識いたしました。 

そうなると、今後の建て替え、老朽化対策

は、どのように考えているのか、お聞かせ

ください。 

 続きまして、５番目、児童発達支援事業

の通所給付費です。こちらも増加傾向とい

うことで、件数で１４．０％、給付費で７．

９％の増加ということです。この増加傾向

について、担当部署としては、どのように

捉えているのか。その点が気になるので、

お聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、７番目、ひとり親家庭自立

支援事業です。就労、そして貸付金等とい

うことで、経済面に不安、課題が多いもの

と認識をしております。 

なかなか離婚等で養育費を支払っても

らっていないケースもあろうかと思うん

です。実際、担当部署として、ひとり親家

庭の経済的支援を、どのように考えている

のか、どのように対策を講じているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、８番目、私立高等学校等学

習支援金支給事業で、経済的な支援を行っ

ていると理解いたしました。 

 私立高等学校につきましては、大阪府で

授業料無償化をされております。その関係
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性について、どのように捉えているのか。

本事業と関係することもあろうかと思い

ます。その影響について、どのようなもの

か、お聞かせください。 

 続きまして、９番目の学童保育事業です。 

学童保育事業については、我々の会派もサ

ービス向上については、以前からもずっと

提言をしておりました。毎週土曜日の保育

だったり、待機児童の解消に向けた学童保

育室の増設は、評価したいと思います。 

 そういった中で、先ほどの毎週土曜日の

保育の実施だったり、いろいろとサービス

が向上する中で、運営面や子供へのサービ

スについての課題等もいろいろと見えて

きたかと思うんです。それについて、どの

ような課題や対策か、お聞かせください。 

 続きまして、１０番目、学童保育施設改

修事業の修繕料です。おおむね半額になっ

た理由は、ちゃんと精査したということで、

必要な倉庫等で、当初予想していたよりも

経費を削減できたと評価をいたします。 

引き続き、しっかりと精査をして、少しで

も、経費削減をしてもらえればと思います。

よろしくお願いいたします。この質問は、

以上です。 

 続きまして、１１番目の家庭相談事業で

す。令和５年度は１，０５０件と、令和４

年度の１．４倍だけれども、軽傷が多いと

いうことであったと思います。これも改革

をしっかりと取り組んできたと思うんで

す。我々の会派としてもしっかりと児童虐

待防止については、力を入れてまいりまし

た。チーム制とか体制強化をしっかりと取

り組んできたかと思いますけども、令和５

年度、実際このような件数が上がってきた

ことは、どう分析しているのか。そこをぜ

ひお聞きしたいと思います。 

 続きまして、１２番目、養育支援訪問事

業です。専門ヘルパー等の派遣、家事支援

等について、職員が保護者へ利用や相談を

進めているということです。 

 利用世帯等も伸びているということで

すけども、執行率の低さは気になります。

この事業の重要性、必要性について、担当

課としてはどのように捉えているのか、お

聞きしたいと思います。 

 続きまして、１３番目の親支援プログラ

ムです。こちらは、令和５年度も８名の参

加と、育児技法の変更等々で、いろいろと

効果はあると認識いたしました。その点、

評価をいたします。 

始まったところではございますけども、

他市の状況、昔はあったけども、なくなっ

たとか、北摂では摂津市だけというお話も

お聞きをしております。この親支援プログ

ラムの課題について、どのように捉えてい

るのかをお聞きしたいと思います。 

 続きまして、１４番目の子育て世代包括

支援事業です。伴走型支援の状況について

は理解いたしました。状況やニーズを把握

して、各種支援策の紹介等々しっかりとや

っているものと理解いたします。 

 こちらも、まだ比較的新しい制度でござ

いますので、課題等もいろいろと見えてき

たかと思います。それについてはどう認識

しているのか、お聞かせください。 

 続きまして、１５番目、母子健康診査事

業の報償金です。こちら法定健診以外で、

心理士、保育士、そして保健師等の報償に

充てているということです。 

市民の委託保健師の方々から物価高の

状況にもかかわらず、長年、報酬の水準が

制約されていることを踏まえて、見直し等

の要望があったかと思います。この報償金

が本当に適正なのか。その対応について、

お聞かせいただきたいと思います。 
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 続きまして、１６番目、ブックスタート

委託料です。 

赤ちゃんの読み聞かせの機会提供をし

っかりとやっている。他市では、図書館が

実施しているところを保健師がやってい

るという、摂津市でも特色ある制度だとい

うことで理解いたしました。 

この取組については、私も読書活動推進

を提言するに当たって、高く評価したいと

思っております。 

 併せて、絵本を配る必要もあるかと思っ

ておりますけども、ブックスタートに併せ

て、どのようにやっているのかとか含めて、

お聞かせいただきたいと思います。 

 続きまして、１７番目、予防接種管理事

業です。令和６年が９種類で、平成１６年

が６種類ということで、年々増えていると

認識しております。 

 これは、先ほどおっしゃったように、１

種類増えれば、例えば３回接種しなければ

ならない等々で、やはり接種回数が以前だ

ったら十何回が二十何回というように、非

常に多く膨れ上がっていると認識してお

ります。 

接種について、市民の方は接種を受ける

ことが義務ではないのか、拒否や接種をし

なくても大丈夫なのかという懸念の声を

お聴きしております。それについて、お聞

かせください。 

 続きまして、１８番目の出生数の状況で

す。令和５年度は６６０名で、私も決算の

ときには、びっくりした記憶がございます。

何とか令和６年度は持ち直し、約７５０名

近くということで、ほっとするところでご

ざいます。 

 出生数については、常に議会でも議論を

されております。しかし、出生数を増やす

少子化対策について、実際に市レベルで行

うことができるのかは、正直なところ、疑

問がございます。私も統計情報で確認をし

ましたけども、まず出生数と婚姻数には正

の相関があります。 

 また、日経ビジネスのある記事では、結

婚して婚姻が継続した夫婦からは、人口を

維持できる水準に近い子供が産まれてお

り、少子化の真の要因は、とりわけ男性で

目立つ未婚率の上昇と晩婚化と指摘され

ていると。 

 また、この未婚率と年収にも相関がある

と指摘されておりまして、賃金の横ばいと

社会保険の増加など、現役世代、結婚適齢

世代の手取り所得の少なさ、そのことが少

子化の根本的要因だと、この専門家は指摘

をしております。 

 また、明石市の事例でも、子育て支援の

充実で出生数が増えたことで有名であり

ますけども、その大きな要因としては、隣

の神戸市からの子育て世帯の流入による

ものが大きいと指摘をされております。 

 それを鑑みれば、一言で言えば、パイの

奪い合いであっても、少子化対策と子育て

支援は別物、そう判断せざるを得ないかと。

マクロ的視点で少子化対策とは、国レベル

での取組というのが分かります。 

 そういった実態を踏まえて、出生数を増

やすということに市としてどこまで取り

組めることができるのか。難しいところで

あると思うんですけども、部長に見解をお

聞きしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、１９番目、小学校施設改修

事業の空調については、各中学校区に１校

設置されたと認識いたしました。 

昨年は非常に猛暑も続いておりました。

まさに体育館での空調の効果が発揮され

たのかと思います。学校教育における空調
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の成果について、どう捉えているのか、お

聞かせください。 

 ２０番目です。オートロックの改修につ

いて、味生小学校で設置完了したというこ

とです。私も味生小学校にはちょこちょこ

訪問する機会があるんですけども、見守り

の方がおられます。 

 オートロックは中学校も全部している

と思うんですが、そこは見守りの方がおら

れない。味生小学校の事例を踏まえて、オ

ートロックと見守りの方々との兼ね合い

は、どのように考えているのか、お聞かせ

ください。 

 続きまして、２１番目の健康観察アプリ

です。 

これは、コロナが始まって、発熱してい

ないかを確認するというガイドラインの

もとで実施をしたということで、認識しま

した。 

 今も連絡等で使っているということで

すが、この健康観察アプリを維持する妥当

性があるのか。メール等でできるのではな

いのか。費用対効果について、健康観察ア

プリの当初の使用目的から少し違ってい

ると思うんですけども、どのように考えて

いるのか、お聞かせください。 

 続きまして、２２番目、小学校給食です。 

物価高騰の中で、ご飯の回数を増やすとも

ございました。 

泉大津市とか、幾つかの市が農家と直接契

約して、お米を購入しているという事例が

ございます。今、お米がまた高くなってい

るんですけど、直接、農家と契約して、必

要なお米を定期的に物価高に影響されな

い手法もあるのかとお聞きして思いまし

た。ぜひそういったところも今後検討して

いただきたいと思います。 

 併せて、昨年１０月に大阪府が給食にお

けるストロー削減方針を打ち出しており

ます。 

小・中学校ともに、私も現場でお聞きし

ました。ストロー廃止は難しいとお聞きし

ておりますけども、市として、どう対応す

るのか、お聞かせください。 

 続きまして、２３番目の中学校給食につ

いて、喫食率が９．３％に増加していると

いうことです。年々増加して、喫食率を高

めているということは評価をいたします。 

私も保護者から、子供がなかなか選択制

給食を選んでくれないという悩みから、い

ろいろと提言をさせていただきました。引

き続き、喫食向上の必要性はあろうかと思

います。その取組について、どのようなも

のかをお聞かせください。 

 続きまして、２４番目、給食センターの

調査委託料です。中身については、しっか

りと議論をしてきていると、私も認識して

おり、こうやって基本構想・基本計画がで

きた点は、高く評価をいたします。 

 基本構想と併せて、同時並行的に市民対

応というのも多くの課題があったと思い

ます。改めて、総括的に市民対応と、その

反映について、どうされているのか、お聞

かせください。 

 続きまして、２５番目、摂津市史編さん

事業の状況については、理解いたしました。

また、新修摂津市史第３巻の記念講演も１

２月に予定されているとお聞きしており

ます。 

今後の予定についてはどうされている

のか、お聞きしたいと思います。 

 続きまして、２６番目、学校体育施設開

放事業です。約７，４００件もの、大変多

くの利用がされているということです。 

先ほどの空調設備にも係るかと思うんで

すけども、実際、市民の方が空調設備が整
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った体育館を利用された状況について、お

聞きしたいと思います。 

 続きまして、２７番目の家庭教育学級事

業です。家庭教育というのは、よく私も教

育の中で親学習、家庭教育が必要だという

お話をさせていただいております。この家

庭教育学級の効果と、実際の取組状況の課

題等について、お聞きしたいと思います。 

 続きまして、２８番目の公民館まつりで

す。今年は全ての公民館が本当にまつりを

して、人もにぎわって、大変、地域のつな

がりに役立っていると思っております。 

 ただ、味生公民館の利用者の方から、今

後、味生公民館がコミュニティセンターに

変わっていく中で懸念があります。コミュ

ニティセンターと公民館との連携がなく

なるんではないかと、懸念の声をお聴きし

ております。 

別府地域では、別府公民館が別府コミュ

ニティセンターへと変わっております。そ

こでこれまでの公民館とのつながりが切

れてしまうのか、利用者等もそういった懸

念、これまでの人間関係、人脈、ネットワ

ークを生かしていきたいという声があり

ます。コミュニティセンターとの連携を、

どのようにお考えなのか、お聞きしたいと

思います。 

 続きまして、２９番目、図書館運営事業

で、先ほどの答弁によりますと、市民の読

書活動は向上しているということかと思

います。 

読書活動は、どんどん推進していかなけ

ればならない。今、第４次摂津市子ども読

書活動推進計画等はありますけども、今の

向上しているという状況と計画との整合

性について、どう考えているのか、お聞き

したいと思います。 

 続きまして、３０番目の教職員人事事業

です。リクナビネクストに登録、あるいは、

グーグル、ヤフー、いわゆるネットでの広

告というところで認識いたしました。 

それを踏まえて、人の確保の現状はどう

なのか。これも以前から非常に職員の確保

が難しいとお聞きしています。令和５年度、

効果があったのか。その現状について、ど

のような動向なのか、お聞きしたいと思い

ます。 

 続きまして、３１番目です。学校部活動

対外競技参加費補助金で、他市の状況を踏

まえて検討するということです。ぜひ前向

きに検討していただきたいと思います。 

 例えば、厚木市では、厚木市立中学校に

おける生徒の関東・全国大会等派遣費補助

金交付要綱をつくっております。そこでは

交通費だったり、宿泊費は、１泊につき一

人９，０００円を上限とする額で補助して

いると記載があります。 

ぜひ、本市でも参考にしていただきたい

と思います。小・中学校は、義務教育であ

って、地域の方が行っています。もともと

全国大会ありきの学校ではなくて、地域の

方が頑張って行ったというところで、しん

どい家庭も多くあろうかと思います。保護

者が気持ちよく全国大会に送り出すこと

ができる、そういった環境をぜひ整えてい

ただきたいと思います。 

 全国大会に行くことは、そんなに頻繁に

あるわけではないので、そこも踏まえて、

検討していただきたい。要望とさせていた

だきます。 

 続きまして、３２番目、教育指導研修事

業です。教職員の研修だったり、負担金等

と理解いたしました。 

私が気になっているのは、教師の資質向

上の必要性がすごくあるかと思っていま

す。各小学校でも、今どんどん教師が若返
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りと言いますか、若年化していて、中間層

が少なくなっている中で、教師の資質向上

が非常に重要であると考えます。総括的に

どう考えているのか、お聞かせください。 

 続きまして、３３番目、学校読書活動推

進事業です。 

読書推進員の配置、そして行きたくなる

図書室等を作って取り組んでいるところ

は理解しました。 

 また、調査結果についても、ほかの記載

が追記されたので、なくなったというとこ

ろも理解いたしました。それを踏まえて学

校での読書活動は極めて重要であると思

うんですけども、さらなる推進をどう取り

組んでいくのか、お聞かせください。 

 続きまして３４番目、キャリア教育推進

事業です。キャリア教育は、文部科学省か

らも表彰されたりと、年々向上していると

理解しており、高く評価いたします。実際

にやってみて、成果とか児童・生徒におけ

る心の変容についてはどう捉えているの

か、お聞きしたいと思います。 

 続きまして３５番目、生徒指導を推進す

るための経費です。私も保護者の方等から

多くの相談を受けております。 

いじめだったり不登校だったり暴力行為

だとかが、今も非常に多いと思っておりま

す。そういった中で、現体制で大丈夫なの

か、学校で四苦八苦している状況を見ると、

今の状況でいいのか。その点、どのように

考えているのか、お聞かせください。 

 続きまして、３６番目、学力向上推進事

業です。調査を見ても横ばいという中で、

各学校間で差が開いているというところ

もお聞きしております。以前から言ってま

した国語力もなかなか伸びていない。数値

としては表れていないですけども、現状を

今後に向けてどう分析しているのか、お聞

きしたいと思います。 

 続きまして３７番目、学校マネジメント

支援事業です。これはコミュニティスクー

ルというか小・中学校の校内研究等々をさ

れているというところでございました。先

ほどの学校の問題の話とかぶるんですけ

ども、今、学校のマネジメント力が、非常

に問われていると認識しております。学校

マネジメントの課題等について、どのよう

に捉えているのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 続きまして３８番目、３９番目、小・中

学校教育用コンピューター事業です。利用

状況について、小・中学校ともに全国値を

上回っているという状況を理解いたしま

した。実際、私は小・中学校で授業を見さ

せてもらったり、感想をお聴きしていると、

タブレット端末で授業とは全く違うこと

をしていたり、あるいは授業に沿った内容

だとしても、意味のない操作をしている。

退屈しのぎに近い操作をしている児童・生

徒が散見されると。教師にとってはタブレ

ット端末を操作するので授業できている

と認識があるかもしれないけども、実際身

についていない実態が多々あるのではな

いかと見ております。本市の学力課題等を

踏まえて、その精査は大事じゃないのかと。

そういったタブレット端末、電子ＩＣＴ教

育使用の精査、適切使用についてどう考え

ているのか、お聞きしたいと思います。 

 続きまして４０番目、国際理解教育推進

事業です。多文化共生、外国の方の児童の

アイデンティティを高めるということで

理解いたしました。国際理解を推進するこ

とを私も大切だと思っております。また併

せて、私たち日本人であることのアイデン

ティティを養うことも重要ではないかと

思います。自分たちの伝統、文化、誇り、
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はどうかと思います。海外に仕事等で行く

人は、そういったところを意識せざるを得

なかったと思います。私自身もそうでした。

しかし今、国内においても外国人と触れる

機会が多くなっており、この教育もそれが

ためであろうかと思います。それなら、国

内においてもぼんやりしたものでなく、し

っかりと日本人としてのアイデンティテ

ィを意識し、養うことが重要になってくる

と思います。そのことについてどう認識さ

れ、教育活動に反映し採用されているのか

お聞きしたいと思います。 

 続きまして４１番目、学校部活動等助成

事業です。部活動の指導員の報酬というこ

とで顧問の負担軽減、そして生徒たちの技

術指導を担っているという説明でした。実

際の成果はどのように捉えているのか。子

供たちに対する成果を実際お聞きしたい

と思います。 

 続きまして４２番目、研修事業です。ス

テージ別の技能の習得、フォーラム等々で

教育支援課として取り組んでいることは、

理解いたしました。先ほどの質問とも重な

るかもしれませんけども、今、多々課題が

生じる中で、教育支援課としてそのニーズ

をどのように把握して取り組んでいるの

か。 

教師の課題解決の強化だったり、管理職

のマネジメントの強化であったり、そうい

った様々なところをどうバックアップし

ていくのか、考えをお聞きしたいと思いま

す。 

 続きまして４３番目、教育相談です。こ

れも児童に約６００回保護者も４００回

等々と多くの相談があるかと思います。私

も保護者からどうどこに相談したらいい

とか、そういったお話もお聴きしておりま

す。この教育相談というのが非常に貴重に

なるかと思います。非常に多岐にわたる相

談事業の中で傾向とどのように多くなる

中、そういった状況等も対応についてはど

う考えているのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 ４４番目、適応指導教室です。パル、ア

ミ、メイトと充実してると理解いたしまし

た。私ども文教上下水道常任委員会で部長

も一緒に久留米市の指導教室へ視察に行

きました。そこでもいろいろと心がけてお

り、子供の体験をしっかり充実して文化祭

等もやっているということでした。摂津市

の指導教室で心がけていることはどのよ

うなものか、ぜひ一度お聞きしたいと思い

ます。 

 続きまして４５番目、学校教育相談員配

置事業です。初任者、経験年数の若い人に

対する技術指導ということで理解いたし

ました。最近学校を見ておりますと、若い

講師が多々いるのかと思っております。実

際の講師への対応は、この教育相談員はさ

れているのか、お聞きしたいと思います。 

 続きまして４６番目、英語教育推進事業

です。こちらもＡＬＴ等々またアプリの導

入等でしっかりとされていると理解いた

しました。本物の英語に触れることが大事

なのかと思います。基礎力をつければいず

れ本当に仕事で使うときにも活用できる

かと思います。 

そこで学力面と嫌いにさせない様々な

英語の課題があろうかと思いますけども、

今の英語教育推進における課題と評価に

ついて、どのように捉えているのか。お聞

きしたいと思います。 

 最後、４７番目です。特別支援教育推進

事業です。 

状況については理解いたしました。特別

支援教育は、以前も取り上げたかと思いま
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す。利用者が右肩上がりということでした

けども、近年のその傾向はどのようになっ

ているのか、お聞きしたいと思います。 

 質問は以上です。 

○出口こうじ委員長 答弁を求めます。 

 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 １番目、保育体制強

化事業補助金の効果に関するお問いでご

ざいます。 

 令和５年度の実績としまして、民間保育

施設１２園で保育支援者を２９人配置さ

れ、保育士の負担軽減等のために活用いた

だいているものでございます。 

 この事業を活用した、１２園において、

令和５年度の施設運営で必要となる保育

士、保育教諭の採用者の１年後の定着率を

見ますと、令和４年度に比べまして、定着

率が１００％となっている施設、１００％

で推移している施設及び改善されていた

施設は７園となっております。ただし、施

設ごとの採用者数は少数であるため、例え

ば１人の退職によっても、定着率は大きく

左右されるため、効果につきましては、も

う少し長いスパンで検証をしていきたい

とも考えております。 

 また令和６年度につきましては、あくま

でも申請段階ではありますが、さらに多く

の施設、多くの保育支援者を配置いただく

予定でございます。この事業を補助させて

いただくことによりまして、保育士の就業

継続及び離職防止を図り、保育士の働きや

すい職場環境の整備に資するものとして、

民間保育施設において活用いただいてい

るものと考えております。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 中川参事。 

○中川保育教育課参事 ２番目の就学前

教育・保育推進事業の普及状況についてお

答えいたします。 

 就学前教育・保育の普及の一つに民間も

含めた就学前施設と小学校の連携事業と

いうのが挙げられるかと思います。令和元

年度までは、主に公立の幼稚園と地域の小

学校で日程を１年に１日組んで、学校の探

検ですとか、職員同士の交流会もして、そ

れを民間園に周知するという方法で取り

組んでまいりました。令和２年度からコロ

ナ禍で一旦全面中止になりまして、令和３

年度以降は、まずは交流会について、アン

ケートをとりました。そのアンケートの中

で、交流会について、たくさんの民間園か

ら、コロナ禍でできないのは重々承知して

いるが、学校探検、交流会を何とかやって

もらえないかという意見をいただきまし

た。令和３年度の後半に、校庭だけでいい

から探検させてもらいたいということで、

各学校から許可をいただき、校庭探検から

スタートしました。令和４年度から令和５

年度にかけて、５歳児が教室に入って授業

の風景を見学させてもらえるような学校

探検をし、令和５年度からは、学校の規模

にもよりますが、園児・児童の交流会とか、

授業体験、校庭で一緒に遊ぶ等の取組も始

めているところです。 

また民間園も含めて、学校園の相互の参

観も令和４年度、令和５年度、令和６年度

と実施しているところでございます。 

 公立園だけでなく民間園にも同様の取

組が浸透し、少しずつ取組が普及してきた

と感じているところです。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 湯原課長。 

○湯原保育教育課長 ３番目の旧とりか

い幼稚園解体工事におけます住民の方へ

の説明に関するお問いでございます。 

とりかいこども園の建替え工事に関し
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ましては、令和５年度に２種類の工事説明

会を実施しております。１種類目は、建替

え工事は主に旧幼稚園解体、新園舎建設、

現園舎の解体、前面道路の拡幅等、令和８

年度にまで渡る工事となります。工事全体

に係る内容について、令和５年６月にとり

かいこども園の保護者、また近隣にお住ま

いの方を対象に各１回ずつ実施しており

ます。その上で２種類目として、解体工事

の開始にあたり、１０月に近隣にお住まい

の方を対象とした工事説明会、隣接の小学

校保護者を対象とした工事説明会、とりか

いこども園保護者を対象とした工事説明

会を各１回ずつ実施した上で、解体工事を

行っております。 

 旧とりかい幼稚園の基礎部分の解体工

事、また杭の解体工事を行っている時期に、

近隣にお住まいの方から振動に対する苦

情及び振動による家屋被害が生じたとの

申出がございました。住民の方から市へ連

絡をいただいた都度、市は工事請負業者と

情報共有を図り、契約上第一義的に対応を

行うこととなっている工事請負業者が申

出のあった方への対応を行っております。 

 住民の方から市に対する要望もいただ

いておりましたが、複数回にわたる直接の

話合いや現地での立会い、文書による説明

と可能な限り、丁寧に対応を行ってまいり

ました。基本的には工事の施工に関し、第

三者に損害を及ぼしたときの対応につき

ましては、工事請負契約また一般法となる

民法の規定に基づきまして、受注者である

工事請負業者において対応を行うことと

なっております。この解体工事と家屋被害

の因果関係は明らかとはなっておりませ

んが、住民からの申出に対して、当初請負

業者からは同社の下請け事業者が加入し

ている保険で対応することとなっており

ました。しかしながら途中で請負業者にお

いて弁護士を代理人として対応に当たる

こととなり、以降弁護士と申出があった住

民との話合い、現地確認を行っております。

こちらは、住民の方や弁護士からの要望に

よりまして、本市職員も立会いを行ってお

ります。最近になりまして弁護士からは申

出のあった住民の方と解決に向け、一定の

合意に至る予定であるとの報告を受けて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 ４番目の児童発

達支援センターの老朽化対策でございま

す。 

 児童発達支援センターは、障害児童セン

ターとして昭和５７年に開設され、既に４

０年以上が経過しており、所々に不具合が

生じている状況でございます。摂津市公共

施設総合管理計画に基づきまして、毎年施

設点検を行い、資産活用課と協議の上、優

先度を判定し、必要な修繕を行っておりま

す。今後も引き続き施設の適正な維持管理

により長寿命化を図ってまいります。 

 ５番目の児童発達支援事業の通所給付

費の増加傾向の捉え方でございます。 

 通所給付費は、児童福祉法の改正により、

平成２４年に制度が創設されましたが、そ

れ以降年々増加を続けている状況でござ

います。こちらは、本市に限らず全国的な

傾向でございますが、理由としては大きく

３点あると考えております。まず１点目が、

通所支援サービスを提供する事業所の整

備が進んだこと。２点目が発達支援の認知

の広がりにより、従来障害と認識されず、

育てづらさ生きづらさを抱えていた対象

者が、発達支援につながるようになってき

たこと。それから３点目が女性の就業率の
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上昇に伴い、預かりニーズが増加している

ことでございます。今後もこの傾向は続く

ものと考えており、児童発達支援センター

や相談支援事業所としっかり連携し、支援

が必要な児童には適切な支援を支給決定

し、適正な給付に努めてまいりたいと考え

ております。 

 それから７番目、ひとり親家庭に対する

経済的な支援策でございます。 

 ひとり親家庭に対する経済的な支援と

しては、現金給付である児童扶養手当。そ

れから医療給付であるひとり親家庭医療

費助成などがございます。令和５年度にひ

とり親家庭等自立促進計画の策定に係る

アンケート調査を実施しておりますが、調

査結果では、ひとり親家庭の半数以上が年

間総収入２００万円未満であり、また母子

家庭の母の約半数がパートやアルバイト、

臨時職員など不安定な収入、雇用状態であ

ることが分かりました。 

 経済的な安定のためには、就業状況の改

善が必要でございますが、現在就労に関す

る支援としては、ひとり親家庭自立支援給

付金事業を実施しております。今後もハロ

ーワークや産業振興課などと連携した就

労支援が必要であると考えております。 

 ８番目の私立高等学校等学習支援金に

ついて、大阪府の授業料無償化との関係性

でございます。 

 大阪府の私立高等学校の授業料無償化

の方針によりまして、授業料に係る毎年の

経済的な負担は確かに軽減されるものと

考えております。しかしながら入学金です

とか、制服代といった授業料以外のイニシ

ャルコストの部分は、当然発生してまいり

ますことから、私立高等学校等学習支援金

の在り方につきましても、そういった点も

含めて他市の動向も注視しながら検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 佐野参事。 

○佐野こども政策課参事 学童保育事業

におけます運用面の課題とサービス向上

への課題についての対応について答弁さ

せていただきます。運用面の課題につきま

しては、指導員数と教室数の不足がござい

ます。 

今後、市内全域で小学校４年生以上を対

象とした高学年保育を実施するためには、

教室及び指導員の確保が必要であること

から指導員の確保をいかにしていくかが

課題でございます。 

 次にサービス面の課題でございますけ

れども、先ほどお伝えしました教室数、指

導員数不足の課題から市域全域での小学

校４年生以上の保育の実施には至ってい

ない現状でございます。教室と指導員の確

保をいかに行っていくかですけれども、指

導員の確保は、指導員の処遇改善の取組を

行っていく必要があり、勤務体系の見直し

であったり、クラス担任の２名配置などの

体制の強化を進めていきたいと思ってお

ります。また、学童保育室の確保につきま

しては、三宅柳田学童保育室、味舌学童保

育室など、保育室が不足する場所につきま

しては、専用棟の建設などを通じまして、

保育室の確保に努めていきたいと考えて

おります。またサービス向上の新たな取組

といたしましては昼食の提供や学習面の

支援など、保護者の負担軽減、満足度の向

上となるような取組についても手法の検

討などを行いながら進めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 古賀課長。 

○古賀こども家庭相談課長 １１番目の
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令和５年度の通告件数が上昇してること

についての分析についてお答えいたしま

す。 

 令和５年度の通告が大幅に増えている

要因につきましては、関係機関ですとか、

また市民の児童虐待への意識の高まり、ま

た令和４年度から配置いたしております

幼保ソーシャルワーカーによる就学前施

設の情報収集によるものと考えておりま

す。小さな心配ごとでも通告とか情報提供

を頂けるようになりまして、これにより虐

待の早期発見、また早期対応につながって

いるものと前向きに捉えております。 

 しかしながら同じ家庭での虐待が繰り

返される再通告ケースもあることから、令

和５年度から親支援プログラムですとか、

経験豊富な臨床心理士による寄り添いカ

ウンセリングといった、再発防止にも現在

力を入れて取り組んでいるところであり

ます。 

 次に１２番目の養育支援訪問事業の必

要性についてです。養育支援訪問事業を利

用される家庭は、先ほど申し上げました片

づけができなくて家庭内の衛生状態が保

たれず、養育環境が不衛生であったり、ま

た保護者が精神疾患を抱えておられて、保

育所等の送迎ができなかったりなど、何ら

かの支援を行わなければ、ネグレクトとし

て虐待につながるケースがございます。こ

の養育支援訪問事業を利用することによ

り、一定子育て家庭の適切な養育環境確保

に寄与するとともに、虐待の未然防止にも

つながる重要な事業と捉えております。 

 １３番目の親支援プログラムの課題で

す。先ほども答弁申し上げましたように、

令和５年度は８名の方が参加、令和６年度

も現在実施中でありますけれども、７名の

方が参加されておられます。今のところ７

名の参加者がおられますので、このプログ

ラム、グループセッションで成り立ってお

りますけれども、他市の事例では参加者が

年々少なくなり、先ほど委員からもありま

したように、事業を中止された市もあると

聞いております。１市だけではなかなか参

加者が集まらないということで、他市町村

の保護者を受入れされて、プログラムを実

施されている市もあると聞いております。 

 将来的に本市におきましても、他市と同

様に参加者が少ない状況になった場合に

プログラムの継続のために他市がやって

るような他市町村の保護者を受入れてい

くのかどうか。また受入れにあたって例え

ば負担金を取るかどうかとか、そういった

検討が必要になってくると考えておりま

す。 

また現在は母親向けにしかプログラム

を実施しておりませんけれども、父親向け

についても何らかの支援を今後検討して

いく必要があると考えております。しかし、

先ほどの参加者の課題もありまして、５名

から１０名のグループセッションができ

るほどまで、参加者を集めるのはなかなか

１市だけでは難しい課題でもあります。こ

のあたりは、三島管内を広域的に管轄して

おられます吹田子ども家庭センターとも

協議を諮りながら模索していく必要があ

ると考えております。 

○出口こうじ委員長 松田副理事。 

○松田こども家庭部副理事 １４番目の

伴走型相談支援の課題についてです。 

 伴走型相談支援、母子保健の相談内容全

体について言えることでございますが、相

談内容は本当に多岐にわたっております。

中身はかなり重たい問題もあります。例え

ば望まない妊娠であったり、妊婦自身が

様々な課題を持っていて、生きづらさのあ



- 50 - 

 

る方や、経済的な問題であったり、家族全

体を支援しないといけないという課題も

ございます。 

相談を受ける専門職、主に保健師になり

ますが、人事異動もありますし、去年や今

年に入った若い保健師もおります。その一

つ一つの相談を受けた担当だけにとどま

らず、もちろん若い職員にはリーダーがつ

いたりもします。しっかりと課内で共有を

して、みんなで漏れなく相談していけるよ

うに、支援していくことがまず一つです。

それから出産育児課だけの問題では絶対

終わりませんので、子供が生まれた後のこ

とを考えて、生まれて以降も部内で連携を

重ねた連携、またこども家庭部外の関係課

との連携も、どこまでやっても課題である

と感じております。 

 次に１５番目の母子健康診査事業の報

償金の金額の適正についてのお問いであ

ると思います。近年の物価高騰の中で、社

会の至るところで賃金の見直し等がされ

ていることは、私どもも認識しております。

健診スタッフの報償金につきましては、職

種によって若干ばらつきがありますが、で

きる限り見直しをしてまいりたいと、検討

しているところでございます。 

 次に１６番目のブックスタート事業の

絵本についてです。絵本につきましては、

５種類の絵本を用意しております。その中

から一つ気に入ったものを持って帰って

いただくという形でお配りをさせていた

だいております。 

 １７番目の予防接種管理事業の接種の

義務についてです。昭和２３年当初は義務

であり、罰則等もございました。その後当

初と比べ、感染症の罹患や死亡率が減少し

たことや、副反応の発症等もございまして、

平成６年予防接種法の改正に伴い、接種は

義務から努力義務、現在は努力義務の推奨

になっており、義務ではございません。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 大橋部長。 

○大橋こども家庭部長 １８番目の出生

数のお問いです。過去、本委員会でも何度

か質問をいただいてなかなか的確な答弁

ができるか悩ましいところです。私が以前

から申し上げているのは、摂津市の場合は、

摂津市一くくりで出生数であったり、合計

特殊出生率を議論するのは絶対に良くな

いと、ずっと申し上げております。これは

もともと鳥飼地域の問題は、平成２０年代

からあって、平成３０年に初めて地区別年

齢別の人口推計、人口状況というのを調査

しました。その客観性は、より明らかにな

ったわけで、それを踏まえると当然一くく

りで議論するのは全くナンセンスな話で

す。しかも安威川以北の人口増、児童数の

増、出生数の増は、民間主導でまちづくり

が進んだ結果が、一番大きいと思います。 

もともと摂津市駅のところにあった株

式会社ダイヘンが移転するところからス

タートしています。摂津市駅ができて、マ

ンションができて、周辺のミニ開発が進み、

子育て世帯、新婚世帯の流入があって、人

口増になった。 

またその後は、健都のまちづくりで、１，

０００戸規模のマンションや公園もでき

ました。駅も近いということで、子育て世

帯、新婚世帯の方々が流入していただいて、

現在も千里丘地区の出生数は確実に増え

ていると思います。摂津市駅付近の摂津小

学校区は、若干ピークアウトした感があり

減ってきています。それでも安威川以北は、

それなりの人口の維持ができると思いま

す。正確に数字を見たわけじゃないですけ

ど、安威川以北の出生数は全国的にもかな
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り高いと思います。一方、安威川以南は平

成３０年に非常に低いということが分か

りました。市全体としては、北摂の中でも

合計特殊出生率が高いと言われており、コ

ンマ幾つの数字がどこまで高いか、個人的

には疑問だと思ってるんですけど、非常に

高い数値でプラスの状況をつくっている

のは、安威川以北であると思います。やは

り安威川以南と安威川以北の問題のアプ

ローチの仕方は、当然同じであってはいけ

ないわけです。例えば、安威川以北でこれ

から出生数をまだ少しでも増やしていこ

うと考えたときに、これもしっかり分析し

てるわけじゃないんですけども、令和３年

度の数値で全国と比較したとき、摂津市内

の１８歳未満の児童がいる世帯の割合と、

１８歳未満の児童がいる中で、一人しか子

供がいない世帯の割合は、児童がいる世帯

の割合は低くて、子供が一人しかいない世

帯の割合は全国比較すると高く、そうする

と二人目、３人目を産んでもらうことがで

きるんじゃないか。それは例えば昨年度に

摂津市子ども・子育て支援事業計画の関係

で調査をしたんですけども、アンケート結

果では理想の子供数が二人よりも３人が

多かったものの、実際は一人が多いんです。

理想が二人よりも３人が多いということ

も考えると、ひょっとすると今、子供が一

人しかいない世帯が、どれだけあるか調査

していないんですけども、二人目、３人目

を生んでいただくための施策ができるん

じゃないか。それはどこまで効果があるか

は分かりません。しかし、ここ五、六年で

保育所そして学童の入室状況の需要の高

まりを見ると、就学前施設等で何らかの独

自施策を展開して魅力をつくることは、非

常に重要になってくるんじゃないか。その

ために今年度から学童保育室では３期の

休業中の昼食であったり、学習支援にどこ

まで効果があるかは不透明ですけども、取

組をスタートさせました。 

 本来、安威川以南の取組は、もともと鳥

飼まちづくりグランドデザインがスター

トしたときには、まちづくりなので、学校

の問題は、まちづくりの中で考えようとス

タートしたんです。ただ結果的に、なかな

かそれがうまくまちづくりとリンクでき

なかったのが正直なところだと思います。

ただ、まちづくりとリンクをさせることは、

もう少し議論をして、考えるべきだったと

思います。 

今後も鳥飼地域、つまり安威川以南は、

何らかのまちづくり、例えば株式会社ダイ

ヘンと摂津市駅みたいなことがあれば、一

番いいんでしょうけど、なかなか難しいと

思いますが、行政主導のまちづくりとセッ

トで考えたい。鳥飼小学校と鳥飼東小学校

は令和８年度に統合しますが、その先も恐

らくなかなか改善が難しいと思います。当

然味生小学校と別府小学校の問題、第五中

学校の問題は考えていかなければならな

い。そこと、まちづくりの問題は、切り離

さずに考えていくべきです。もちろん鳥飼

地域の人口が増えるとは思わないですけ

ど、魅力があれば流入であったり、子供が

いない家庭が子供を生むことは十分考え

られると思います。市として、しっかり議

論をして、こども家庭部が施策を打てばい

いんですけども、市として議論をして、方

針決定をすることが非常に重要なのかと

思います。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 暫時休憩します。 

（午後３時 ８分 休憩） 

（午後３時３０分 再開） 

○出口こうじ委員長 再開します。 
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 小西課長。 

○小西教育政策課長 １９番目、小学校施

設改修事業の小学校現場における空調設

備設置の成果についてでございます。 

 学校現場における設置の成果でござい

ますが、屋内運動場は高温多湿になりやす

く、屋外よりも高温になることがございま

す。室温も２８度以上になると熱中症の可

能性が高まると言われており、空調設備の

設置は、屋内運動場内の教育活動における

熱中症予防対策に寄与しているものと考

えております。 

 なお、学校現場からも暑い日でも体育館

で授業ができると好評をいただいている

ところでございます。 

 続きまして、２０番目、今後のオートロ

ック化と受付ボランティアの見通しにつ

いてでございます。 

 受付ボランティアは、地域で子供たちの

安全を守ることを目的とし、地域の方に校

門に立っていただき、高い防犯効果を期待

するものでございました。 

 制度が始まった当初から、従事いただい

ている受付ボランティアの方々は高齢化

で活動を続けることが難しくなっている

ことに加え、新たに活動に参加いただける

方もほとんどおらず、成り手不足が課題と

なっております。そういった意味では、オ

ートロック化の必要性は増している状況

にございます。 

 しかしながら、オートロック化により受

付ボランティアをなくすのではなく、子供

たちが安全・安心に登校できるよう、通学

時間、下校時間、コアな時間帯は見守りサ

ポートをするという意味で受付ボランテ

ィアを継続し、オートロックと両立しなが

ら進めていくことが必要であると認識い

たしております。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 ２１番目の小・

中学校保健事業の健康観察アプリについ

て、メール等でも代替できるのではないか

という質問について答弁申し上げます。 

 このアプリについては使用することで

保護者から学校への連絡がスムーズにな

り、朝の慌ただしい時間帯に電話連絡等の

必要がなくなるために、保護者や学校側に

も大変メリットのあるものだと捉えてお

ります。 

 またこのメッセージのやり取りは記録

でも残すことができまして、過去に振り返

り確認することができるため、様々な対応

等にも活用できるものとなっております。 

 加えて、例えば欠席している個別の児

童・生徒の保護者に対して個人懇談等の重

要な案内等を、個別に送付することもでき、

利便性の高いものとなっております。 

 またメールと違う点としては、クラスや

学年も一覧で見ることができます。また一

覧や記録はタブレット端末で見ることが

できますので、教室であったり、職員室で

あったり、同時に別の場所で見ることがで

きます。 

 またグループ化することもできますの

で、例えば特定の部活動の部員に対して部

活動の案内等を送ったりもできます。 

 また欠席の日数を集約し、長期欠席調査

などの別の調査にも活用することが容易

になっておりますので、費用対効果の高い

ものであると考えております。 

以上です。 

○出口こうじ委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ２２番目、給食の牛

乳パックについて、令和５年に大阪府から

示されたストローレス化の対応について
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でございます。 

 令和４年度にプラスチック資源循環促

進法が施行され、大阪府においても学校給

食用牛乳パックのストローレス化の方針

が示されました。 

 ストローレス化の対応につきましては、

環境対策にとっても、また教育的な観点か

らも有意義な取組である一方、開封や直接

飲用にもコツが必要であり、また、乳アレ

ルギーのある児童・生徒の配慮なども必要

となります。 

 本市におけるストローレス化導入検討

のため、まず小学校教職員の方々に実際に

ストローレスで牛乳を飲用いただき、アン

ケート調査を実施いたしました。 

 本市が導入しております牛乳パックは、

家庭で用いられる屋根型ではなく、れんが

型のため、子供には手で開けることが難し

く、大人でもこぼすことが多いという意見

も多数頂きました。 

 学校現場では、これまでの間に乳アレル

ギー児童への配慮などしっかりとアレル

ギー対応を行ってきたことも勘案し、スト

ローレスの導入について、現在のところは

見送る方向としております。 

 続きまして、２３番目、中学校給食事業

の喫食率を上げるために取り組んだこと

でございます。 

 喫食率を上げるための取組といたしま

しては、まず電子マネー決済に対応した給

食費の払込みの導入、予約忘れに対応する、

ずっと予約サービスの開始、全生徒への利

用案内パンフレットの配布、生徒に対する

リクエスト給食のメニュー募集、それから

生徒から導入してほしい料理のレシピ募

集など利便性の向上と給食が生徒たちに

とってより身近なものになるよう、日頃よ

り工夫をいたしております。 

 続きまして、２４番目、給食センター設

置に向けての市民対応の総括についてで

ございます。 

 これまで給食センターは、鶴野地域公共

施設再編計画として、計５回の説明会を開

催すると共に、近隣にお住まいの方々、皆

様方に対しましても、令和５年９月及び令

和６年６月の計２回、住環境や施設につい

ての要望等をお伺いするなど意見交換を

実施してまいりました。 

 しかしながら、現在におきましても、近

隣にお住まいの皆様方から様々な思いを

聴かせていただいているところでござい

ます。 

 今後も近隣住民の方々との懇談等によ

る対話など丁寧な対応を図りながら、事業

を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、２５番目、

市史編さん事業についてお答えいたしま

す。 

 今後の市史編さん事業につきましては、

令和６年度に新修摂津市史第３巻を刊行

し、令和６年１２月２１日に刊行を記念し

た講演会をコミュニティプラザで開催す

る予定でございます。 

 令和７年度には、「新修摂津市史第４巻 

建築・美術編及び索引編」を刊行いたしま

して編さん事業は終了となりますが、市史

編さんの過程で収集した郷土の歴史資料

を将来に向けて適正に保存管理するため

の整理事業につきましては今後も必要と

考えます。他市の状況も踏まえて、体制に

ついて検討してまいります。 

 続きまして、２６番目、学校体育施設開

放事業の空調設備の利用状況についてお

答えいたします。 
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 令和５年度の冷暖房の使用状況につき

ましては、冷暖房を設置している５校にお

ける体育館の使用件数１，６０１件のうち、

冷暖房の使用につきましては、１６６件あ

りました。 

 これは７月から９月中心で冷房を使用

していただいているほか、１２月から２月

は暖房も使用いただいている状況でござ

います。昨今の想定外の気温上昇もござい

まして、スポーツ活動を行う中で、冷房を

多くの団体が使用している状況でござい

ます。 

 続きまして、２７番目、家庭教育学級事

業の効果と課題についてお答えいたしま

す。 

 家庭教育学級につきましては、行政主導

ではなく、子育てなど身近な話題につきま

して、同じ課題を考える者同士でテーマを

決めて講座や勉強会を行うとともに、情報

交換の場として活動を行っていただくた

めに、自主的な企画運営を基本とし、業務

委託という形で財政面の支援を行う、学び

の機会を支援しております。 

 学級数及び受講者にやや減少傾向が認

められることから、引き続き団体を対象と

した学習会及び合同交流会を開催すると

ともに、新規加入団体を募るため、ホーム

ページや広報紙にて団体及び参加者募集

の周知を行ってまいります。 

 続きまして、２８番目の公民館まつりに

絡みまして、別府コミュニティセンターと

連携していることはあるのかにお答えい

たします。 

 平成２８年の別府コミュニティセンタ

ー開設に伴い、別府公民館は閉館いたしま

したが、コミュニティセンターとなって以

降も、他の公民館と協働した活動を継続し

て実施しているところでございます。 

 令和５年度は利用団体同士の交流や社

会教育に関する学びの場としてクラブ交

流研修会を開催しているほか、活動してい

る子供たちを対象としました作品展示や、

ダンス等を発表するキッズなかよし発表

会、味生公民館と別府コミュニティセンタ

ーの合同講座として外部研修も実施して

おります。 

 続きまして、２９番目の図書館運営事業

に絡みまして、第４次摂津市子ども読書活

動推進計画との整合性についてお答えい

たします。 

 第４次摂津市子ども読書活動推進計画

は、計画の基本的な考え方としまして、家

庭、地域、学校などにおける子供の読書活

動の推進ですとか、子供の読書活動の啓

発・広報活動の推進で子供の読書環境整備

と充実とかをうたっております。 

 図書館にお越しいただくイベントとし

まして、おはなし会やぬいぐるみお泊り会

を実施いたしました。 

 これらのイベントでの参加者の増加に

つきましては、新型コロナウイルス感染症

が令和５年５月以降、５類感染症に移行し

たことが大きな要因であると考えており

ます。 

 また、電子図書につきましては増加傾向

にあることから、今後電子図書の使用に応

えるための環境整備をさらに進めていく

必要があると考えております。 

 図書館につきましては、教育振興基本計

画の基本目標、学びを支える環境づくりの

根幹をなすものと考えておりますので、今

後、図書館と地域とのより一層の連携を図

りまして、子育て支援や学校との連携など、

地域における読書教育の推進を進めてい

きたいと思っております。 

以上でございます。 
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○出口こうじ委員長 羽田参事。 

○羽田学校教育課参事 ３０番目、人の確

保の現状、効果も含めて答弁をいたします。 

 まず先ほど答弁させていただきました

リクナビネクストの登録で、講師の応募は

４２件ございました。そのうち、面接の実

施に至ったのが１３件、採用に至ったのは

３件という結果になっております。 

 講師の確保につきましては、面接を実施

し、その適性等を見極めた上で採用をする

ところが非常に重要なポイントとなって

おります。 

 面接件数を多く実施するということに

つきまして、求人サイトの活用は非常に効

果があったのではないかと考えておりま

す。ただ、リクナビネクストは、登録をし

ている人しか見ることができません。より

広く講師を募集するためには、別のサイト

を利用する必要があるのではないかとい

うことで、今年度はインディードに登録を

し、有料の求人広告を掲載させていただい

ております。 

 講師の確保につきましては、先ほども申

し上げましたとおり、適性をしっかりと見

極めていくことに加え、中学校においては

教科と保有している免許との整合性をし

っかりと学校のニーズと合わせていく必

要がございます。したがいまして、面接を

したからすぐに任用に至るわけではござ

いませんけれども、根気強く面接を実施す

ることで、確保には十分努めていけるので

はないかと考えております。 

 実際、令和５年度は、下半期で面接をた

くさん実施した結果、令和６年度当初欠員

はゼロでスタートを切ることができまし

た。しかし、その後の産休・育休等の取得

であったり途中講師の退職があり、欠員が

生じているのが今の状況でございます。 

 しかし、つい最近も面接を実施して任用

に至っている現状もございます。面接をた

くさん実施できるようにしっかりと情報

発信していきたいと考えております。求人

サイトの掲載に加え、これまでも行ってい

る市ホームページへの情報掲載であった

り、教育委員会ユーチューブチャンネルの

発信に加えて大阪府で講師台帳が掲載さ

れていますので、そちらを確認させていた

だき、こちらから積極的に連絡を取り、講

師の任用に至るよう努力を続けてまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 ３２番目、教育指

導研修事業に関わって若手教員が増える

中での教員の資質向上の取組について答

弁申し上げます。 

 若手教員が増える中、資質の向上には大

きく二つの方法がございます。一つは研修、

もう一つは校内におけるＯＪＴでござい

ます。 

 ＯＪＴの推進において、校内における人

材育成に対する管理職の意識、またミドル

リーダーの意識は非常に大切でございま

す。管理職やミドルリーダーの意識次第で、

校内人材育成体制が大きく変わってまい

ります。そういったことから、管理職研修

にミドルリーダーも呼び、管理職及びミド

ルリーダーの学校マネジメント力の向上

に向けた研修を行っております。 

 続きまして、３３番目、学校読書活動推

進事業に関わって、学校読書活動のさらな

る推進を図るための方策でございます。 

 子供自身が自分の推薦する本を紹介し

て、その後ディスカッションを通して多数

決で一番読みたくなった本を決め書評合

戦をする、いわゆるプレゼンテーション型
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のイベントであるビブリオバトルを実施

したり、絵本作家を実際に学校へお招きし

て、作家自身から直接読み聞かせをしてい

ただいたり、お話を聴いたりする取組を市

内でも実施いたしました。 

 今後も引き続き、子供たちが本と触れ合

う機会を増やし、読書活動を推進してまい

ります。 

 続きまして３４番目、キャリア教育推進

事業における成果でございます。 

 令和６年度全国学力・学習状況調査の生

徒質問紙等において、地域や社会をよくす

るためには何をすべきかという地域社会

への関わりに関する質問について、肯定的

回答が小・中学校共に、令和５年度より大

幅に増加いたしました。 

 また、将来の夢や目標を持っているかに

ついては、小学校で増加、中学校では減少

したものの、全国平均並みとなっておりま

す。 

 続きまして、３５番目、生徒指導体制推

進事業に関わって、保護者対応を含めた学

校体制についてお答えいたします。 

 学校では様々な事案が起こります。事案

によっては、学校からの報告に基づき、学

校の指導、支援を続けている状況でござい

ます。 

 具体的には、指導主事が学校へ直接訪問

し、対応方法を決めるケース会議等にも直

接入り指導・支援をしております。 

 また、保護者対応の背景には、保護者を

含めた家庭が抱える課題がある場合もご

ざいます。そのため、スクールソーシャル

ワーカーが早期で支援し、法的なことが関

係する場合は、スクールロイヤーが相談に

乗るなど、専門家を活用し対応をしておる

状況でございます。 

 続きまして、３６番目、学力向上推進事

業に関わって、国語力を含めた学力等の分

析について答弁申し上げます。 

 委員がおっしゃいました国語力につい

てもう少し詳しく分析してみますと、全国

学力・学習状況調査において、小・中学校

ともに必要な情報を読み取って、必要に応

じてまとめる。全国学力・学習状況調査で

必要となっておるのは、様々な条件下でま

とめて作文するという力でございます。ま

た他者の発言を聴いて、自分の考えを表現

することに課題が見られます。 

 国語科は、全ての教科に共通する言語活

動の充実のための基盤となると捉えてお

ります。小学校１０校のうち３校が国語を

中心に授業改善の研究を行っている状況

ではございますが、ほかの学校も含めて、

今後も国語力の向上に向けて各校を支援

してまいります。 

 続きまして、３７番目、学校マネジメン

ト支援事業に関わり、学校マネジメント力

の強化をどのように図るかに答弁申し上

げます。 

 授業の改善をするにせよ、人材育成をす

るにせよ、組織力の向上、学校マネジメン

ト力の向上が何よりも大切であると考え

ております。 

 学校マネジメント支援事業に関わる学

校マネジメント支援補助金は、組織力の向

上を通して、中心取組テーマの実現を目指

す学校を研究重点校と位置づけ、補助金額

に差をつけております。 

 特に重点校については、その研究の成果

を発信し、共有する仕組みをつくっており

ます。 

 続きまして、３８番目、小学校教育用コ

ンピューター事業に関わって、一人１台端

末の使用の精査について答弁申し上げま

す。 
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 ＩＣＴの活用については十分進んでき

ている状況でございます。今後問うべきこ

とは、いかに一人１台端末を授業の中で効

果的に活用できているかということでご

ざいます。 

 学習の中で、一人１台端末を使うほうが

効果的である場面で、一人１台端末を活用

すべきであると考えております。指導主事

が学校訪問をし、授業などにおいて、ＩＣ

Ｔを活用している場面を踏まえて助言す

ることにより指導・支援してまいります。 

 続きまして、４０番目、国際理解教育推

進事業に関わるアイデンティティに答弁

申し上げます。 

 異文化を理解する際には、自国の文化、

つまり日本の文化と比較することが必要

となってまいります。日本はこうだけれど

も、他国ではこうという形で異文化を理解

する。異文化を理解することで、自国のよ

さを客観的に認識でき、アイデンティティ

を育むことにもつながると考えておりま

す。 

 今後も引き続き、異文化理解と本物に触

れるための体験活動を踏まえ進めてまい

ります。 

 続きまして、４１番目、学校部活動等助

成事業に関わる学校部活動補助員、また学

校部活動指導員の子供への成果について

答弁申し上げます。 

 顧問の中には、競技に対する専門性が十

分でない教員もございます。その中で学校

部活動指導員、また学校部活動補助員を活

用することで、子供にとってみれば専門的

な指導を受けることができ、子供たちの部

活動への意欲、また技術力の向上が図られ

ると考えております。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ４２番目の研修事

業につきまして、どのように課題を把握し

て対応しているかにお答えいたします。 

 委員が御指摘のとおり、昨今の教育課題

は、非常に多岐にわたっております。的を

絞って研修の実施をしていくことが肝腎

と捉えております。教職員のニーズにつき

ましては、アンケート等を実施して把握す

るとともに、他課とも相談しながら昨今の

教育課題や本市の学校の情報を鑑みて内

容を設定しております。 

 令和５年度は、子供理解や経験の浅い教

職員を対象とした内容に重点を置いて実

施いたしました。特に経験の浅い教職員対

象の研修では、８月に開催しましたサマー

セミナーにおいて、本市の４名の指導教諭

に授業づくりや生徒指導等をテーマに研

修を実施してもらいました。 

 指導教諭は、教科指導、学級づくり、生

徒指導対応など、特定の領域において高い

専門性を持つ教諭のことです。同じ摂津市

の学校で共に働く指導教諭の指導は、若い

先生方にとってやはり心に響くものでご

ざいますし、検証を受けた後のフォローア

ップも可能になっております。 

 このような工夫をしながら、摂津市の

小・中学校の現状に応じた研修を実施して

いきたいと思ってるところでございます。 

 ４３番目の教育相談事業について、傾向

と対応という質問であったと思います。 

 教育相談を実施する教育心理相談員、い

わゆるカウンセラーですけども、カウンセ

ラーというのは基本的に相談に来た人と

の相談内容を外部に一切漏らすことはし

ない。そしてカウンセリングというのは、

２年、３年、場合によっては５年、１０年

と長い期間をかけて改善していくという

考え方を持って対応される方が多いです。 
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 また教育センターに相談に来られる保

護者の中には、学校に相談内容を知られた

くないという方も若干おられます。 

 教育相談に関しましては、相談の内容は

先ほど申し上げたように非常に多岐にわ

たるのですけれども、お子さんが、学校で

何らかのことで困っている、親として、あ

るいは学校の教員として、あるいは子供自

身が学校生活とか、家庭生活で悩んでいる

ことを、とにかく解決したい、そういう思

いで相談に来られているところは一致し

ていると捉えています。 

 私どもといたしましても、そこに寄り添

いながら話を聴きまして、場合によっては

相談者の了解を得て、学校と情報共有をし

ながら共に解決を図っていく方法を模索

する相談を実施しているところです。 

 また教育センターで実施しております

発達検査は、保護者同意の下、検査結果を

学校と共有することで、お子様の得意なこ

とや不得意なことを客観的見て、学校でど

ういうふうに支援をしていけばいいかを

考えていける、非常に効果的なものだと思

ってます。実際に、令和５年度は１７８件

検査を実施いたしましたが、そのうち１５

０件について保護者同意の下、学校と検査

結果を共有し、支援の方法を考えていった

ということでございます。 

 ４４番目の適応指導教室で心がけてい

ることについてお答えいたします。 

 適応指導教室に通っている子供たちが、

学校に行けなくなった原因は本当に様々

ですが、他人との関係をうまくつくること

を苦手としているお子様が多いかと感じ

ております。 

 そのため、適応指導教室では、人と人の

関わりをつくるということを大切にして

おります。例えば午前中、学習の時間では、

タブレット等ももちろん活用して学習も

行っていますが、加配教員１名、それから

教育支援の嘱託員が３名、合計４名の大人

のスタッフと、大学生のさわやかフレンド

が毎日、複数名来ています。そういった大

人が、一人一人の子供と丁寧に関わりなが

ら、学習を進めることを大切にしておりま

す。そんな中で、先生、ここ分からないん

で教えてくださいとか、自分の気持ちを話

すことができるようになっていくんじゃ

ないかと考えています。 

 また、午後の時間は、小学校低学年のお

子様から中学生、大学生、大人のスタッフ

まで含めて、みんなでわいわいと本当に笑

い合いながら、カードゲームとかそういっ

たもので遊んでおります。時には大正川の

河川敷で遊んだりとかもします。安心でき

る空間の中で、子供たちは徐々に自分の気

持ちを素直に表現したり他者を慮ったり

することができるようになるんではない

かと考えております。 

 また、学期ごとに振り返りの会で調理実

習をしたり、令和５年度は校外学習で読売

新聞社の見学も行いました。こういった体

験を通して子供たちは、いつもエネルギー

を充電すると表現してるんですけども、少

しずつエネルギーを充電しまして、学校復

帰や社会的自立のための力を蓄えていっ

てくれると考えております。 

 ４５番目の学校教育相談事業で経験の

ない講師への対応についてです。教育指導

嘱託員は講師にも指導を行いますが、経験

の浅い教員が増加しており、どうしても初

任者の教諭を中心とした指導となってお

り、全てに対応することが難しい状況とは

なっております。 

 経験の浅い講師につきましては、研修事

業でも申し上げました、教育センターが実
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施している研修等に積極的な参加を呼び

かけてまして、対応を行っているところで

ございます。 

 ４６番目の英語教育推進事業です。 

 英語の課題とその対応についてお答え

いたします。 

 英語学習の定着を課題と捉えておりま

す。英語に限らず、どの教科でもどうして

も学習が進んでいる子とつまずいてる子

がフタコブラクダという表現をよくしま

すが、そういった分布になりがちです。 

 そんな中で子供たちにはまず英語を学

びたいという気持ちを持たせると共に、単

純に英語を学ぶだけじゃなくて英語の学

習を通じて、他国で生活する人々や文化に

触れ合うことが大切であると考えており

ます。 

 そのため令和５年度よりＣＥＴアカデ

ミックプログラムと連携し、アメリカの大

学からの留学生との交流を実施しており、

令和５年度は摂津小学校と第三中学校で

交流事業を実施いたしました。子供たちは

生き生きと留学生と交流し、事後のアンケ

ートでは７６．９％がまたこのような留学

生との交流をしてみたいと回答をしてお

りました。このような取組を、市内の各校

で実施できるように研究を進めてまいり

たいと考えております。そして、学習意欲

を高めた後に、英語をしっかりと定着させ

るためには、家庭での学習も重要であると

考えております。 

 しかしながら英語で、例えばスピーキン

グ等の練習は、話す相手がいないと、一人

ではなかなか難しいと捉えております。そ

こでＡＩ等を利用した学習ツールの活用

が有効ではないかと考えて、具体的な活用

について研究を進めているところでござ

います。 

 ４７番目の特別支援教育事業です。 

 支援学級在籍者の推移等についてお答

えいたします。 

 支援学級に在籍する児童・生徒の数は、

平成１９年度は、小・中学校合わせて市内

全体で１１３名であったのが、令和４年度

は５７３名と、この間ずっと右肩上がりで

増加しておりました。 

 これは、障害に対する理解が進み、早期

に支援を実施することができるようにな

ったことが原因と考えておりますが、一方

で勉強が苦手だから、あるいは何か困った

ときに不安だからといった理由で、支援学

級の在籍を希望される方も少なからずお

られました。 

 令和４年度の文部科学省通知、「特別支

援学級及び通級による指導の適切な運用

について」を受け、一人一人の児童・生徒

の障害の状況を丁寧に見立て、それに応じ

た適切な支援ができるよう、支援学級で特

別な教育課程を編成して支援を行うのか、

あるいは通常学級で合理的な配慮を受け

ながら学習をするのかを見直しました。 

 その結果、令和５年度の支援学級在籍者

は４８４名、令和６年度は４５７名と、減

少に転じているところでございます。 

 引き続き児童・生徒一人一人の障害の状

況に応じて適切な支援が実施できるよう

に取組を進めてまいります。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ２回目の答弁ありがと

うございました。 

 それでは３回目の質疑と一部要望をさ

せていただきます。 

 まず１番目、保育体制強化事業補助金に

ついてです。事業を活用しており、定着率

については今後見ていく必要があるとい
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うことです。令和６年度の申請が多いとい

うところで、民間の施設については評価を

していると理解いたしました。 

 これは本委員会でも多々、保育士不足に

ついては議論されているところでござい

ます。ぜひ保育士不足は様々な観点からサ

ポートし、人員不足解消に取り組み、サー

ビス向上に資するように引き続き努力す

るよう、よろしくお願いをいたします。こ

れについては要望とさせていただきます。 

 続きまして２番目、就学前教育について

です。 

 普及状況についてです。交流会等、小学

校等と取り組んでいるというところで

徐々に取組が普及していることは理解い

たしましたが、先ほども小学校という発言

がございました。小学校との連携は欠かせ

ないことは私も強く思っております。小１

スタートカリキュラムの提言をしており

まして、令和６年４月から幼児教育と小学

校教育の接続のパンフレットを教育委員

会で作成してもらって学校へ配布されて

いると認識しております。 

 そういった中で小学校との連携もさら

に進めていくと、連携の重要性について認

識が進んでいると思いますけれども改め

て見解をお聞かせください。 

 続きまして３番目、旧とりかい幼稚園解

体の住民説明の件です。今、状況について

理解いたしました。また解決に向けて合意

に至るかもしれないというところも理解

いたしました。引き続きこちらもぜひ丁寧

な対応を求めたいと思います。 

 現在は新園舎の建設、そして今後またこ

ども園の解体もあると認識をしておりま

す。今後につきましても、同様なことがな

いように丁寧な作業並びにまたありまし

たら丁寧な住民対応をしっかりとしてい

ただきますように、こちらについても要望

とさせていただきます。 

 続きまして４番目、児童発達支援センタ

ーの老朽化についてです。昭和５７年とい

うことで、４２年目になるんですか。長寿

命化を図っていくと理解いたしました。 

 こちらは、ぜひＦＭの観点を持っていた

だければと思います。 

 今回、鳥飼東小学校が統廃合によって廃

校になるということです。同じ鳥飼地域で

もありますし、鳥飼東小学校の跡地活用も

複合的にはなろうかと思いますけども、そ

この利用も一つ考えられるんではないか

と思います。そういったＦＭの観点からも

長寿命化について、いつになるか分からな

いですけど、ぜひ検討していただけますよ

うに、こちらについては要望とさせていた

だきます。 

 続きまして５番目、通所給付費について

です。 

 全国的に増えているというところで、理

解をいたしました。 

 発達支援を要する子供たちは全国でも

増えているということで、サポートは本当

に必要と思います。減る傾向にないという

ことでこのサポート充実も傾向を見なが

らしっかりと図っていただきますように、

こちらも要望とさせていただきます。 

 続きまして、７番目、ひとり親家庭自立

支援事業です。経済的支援としての対策に

ついては一定理解をいたしました。 

 経済的にも厳しい状況に置かれるひと

り親家庭につきましては、養育費を確保す

ることも非常に重要だと考えております。

支援の観点からどのように考えているの

か、それはもう一度お聞きしたいと思いま

す。 

 続きまして、８番目、私立高等学校等学
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習支援金支給事業で大阪府の事業の無償

化との関係についてです。 

 私も私立高校に通っておりました。入学

金、そして指定かばんに制服代。遠ければ

やはり交通費、そしてテスト代と、多額の

費用はかかったと思っております。やはり

私学は授業料以外でも公立と比べて費用

がかかるのが現実かと思います。 

 これについては公立高校もどんどん廃

止されている現状があります。御存じかと

思いますけれども、大阪府立学校条例で府

立高校を３年連続の定員割れなどで、廃校

にしていくというもので、１０年で今１７

校が廃校となる可能性が指摘されており

ます。本市にある摂津高校も定員割れの状

況と認識しており、大変気になるところで

ございます。 

 私たちの子供や孫の時代になったとき、

地元に府立高校がなく、人気のある府立高

校は全て偏差値が高く結果、選択肢が私学

しかなくなるということも予想されます。

子供が二人３人となればなおのこと負担

は相当になろうかと予想します。そのとき、

支援を求める家庭は本当に多くなってく

る。その負担を誰がどう担うのか、今後、

本市でも議論が求められていくのかと認

識しており、大きな問題だと捉えます。担

当課としても注視してもらいたいと思い

ますので、これについては以上といたしま

す。 

 続きまして、９番目の学童保育事業です。 

 こちらは、昼食の提供だったり学習支援

のサービス向上も取り組んでいると理解

しました。 

 なかなか、指導員の確保が難しいのは以

前からの課題であります。そこについては

しっかりと引き続き取り組んでもらいた

いと思います。 

 今年８月から学習支援の試行を実施さ

れたと認識をしております。以前から私も

いわゆる学校外での学習時間を増やすと

いう観点で学童保育でそういったところ

もあると要望しておりました。この点につ

いては高く評価をいたします。 

 引き続き、学童保育の課題に取り組まれ、

サービス向上に取り組まれるように、こち

らについては要望とさせていただきます。 

 続きまして、１１番目、家庭児童相談事

業で、分析については一定理解をいたしま

した。 

 併せて、関係機関との連携も必要性が議

論されておりました。 

 ネットワークはしっかりと機能してい

るのか、特に警察との情報共有の連携につ

いても記事でも取り上げられましたけど

も、その状況等について、どのようなもの

か一度お聞きしたいと思います。 

 続きまして、１２番目の養育支援訪問事

業で、必要性については理解いたしました。 

 私としても孤立家庭を防ぐということ

が非常に重要であり、そのつながりを維持

するために必要な事業であると認識をい

たしました。こちらもしっかりと継続して

取り組んでいただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして１３番目の親支援プログラ

ムの課題については理解いたしました。 

 親支援プログラムを開始するに当たっ

て、ファシリテーターの養成を実施してい

たかと思います。これについては、時間と

人がそれなりに必要かと思うので、こちら

ももう一つ課題かと思います。ファシリテ

ーターの養成の状況についてはどのよう

なものかお聞きしたいと思います。 

 続きまして、１４番目の子育て世代包括

支援事業の課題等についてです。課題での



- 62 - 

 

情報共有、こども家庭相談課と連携してい

るというところです。 

 ニーズがどんどん幅広くなっていると

ころで、どこまでやっても課題であるとい

うことは認識いたしました。こちらも様々

な状況が増えています。しっかりと課内、

そして庁内全体でのネットワークを活用

して一つ一つ丁寧に対応していただきた

いと思いますので、こちら要望とさせてい

ただきます。 

 続きまして、１５番目の母子健康診査事

業の委託保健師等からの報酬見直しの要

望についてです。こちらもぜひ見直しを検

討していただきたいと思います。 

 会計年度任用職員であったり、各委員の

報酬だったりと金額アップの条例等々が

議会にもよく上がってきていると認識が

あります。そういった中で、それに外され

ると、勤労意欲等も失ってしまう。摂津市

にとって必要な人材であれば、それに見合

った報酬をしっかりと検討すべきと思い

ますので、よろしくお願いいたします。こ

ちらも要望とさせていただきます。 

 続きまして、１６番目、ブックスタート

委託料で、本を配っていると認識いたしま

した。本当に機会提供が大事かと思います。

今、就学前教育の質疑をしております。実

のところ就学前教育に取り組む各園の状

況を私も見ておりますが、四、五歳でも既

に差が生じていると見て取ることができ

ます。 

 例えば「３０００万語の格差」、赤ちゃ

んの脳を作る親と保育者の話しかけとい

うアメリカで研究された幼児教育に関わ

る本では、ゼロ歳から３歳の終わりまでに

聞く言葉の数の差が、その後の子供たちの

語彙、ＩＱ、学ぶ力、成し遂げ成功する能

力、認知・非認知能力などに大きく影響す

ることが記載されております。 

 子供たちの脳の発達を促す点で理解で

きますし、それが地頭のよい子供の成長に

つながっていくのだろうと思います。ゼロ

歳から読み聞かせを通じて乳幼児に言葉

のシャワーを浴びせるということは大変

理にかなっております。全国、そして本市

でも本屋が減少しており、本に触れる機会

が少ない家庭も多いと考えております。絵

本を提供して本に触れる機会というのは

大変重要ですので、引き続き取り組んで、

またさらに発展、サービス向上に取り組ん

でいただきたいと思います。こちらも要望

とさせていただきます。 

 続きまして、１７番目の予防接種管理事

業です。 

 義務ではないということで平成６年か

ら法律が変わったということで理解いた

しました。打たなくてもよいということか

と思います。ＨＰＶワクチンでもそうです

けども、接種率を上げようと思うことがな

いようにお願いいたします。それは圧力に

なりかねないと思います。あくまでも予防

接種は打つ自己判断、また親判断でござい

ます。副反応による障害が起きた場合に、

それは他人が変わることはできません。そ

の判断に圧をかけないようにすることが

大事かと思います。 

 新型コロナワクチンでもありましたけ

ども、他人にうつさないための思いやりワ

クチンと、当初行政、マスコミ等はうたっ

ておりましたけども、厚生労働省の新型コ

ロナウイルス感染症対策アドバイザリー

報道を見ると、実際は接種したほうが感染

してる事例があったと、私の令和４年第２

回定例会の一般質問でも取り上げており

ます。 

 接種率を上げようとむやみやたらに広
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報し、結局は不適当な情報で接種判断した

方も多いと考えております。また同ワクチ

ンは安全性が確保されていると言いつつ、

既に１０月末時点で８８０人以上が健康

被害で死亡認定が出ている現状、ワクチン

行政の信頼性は大きく損なわれている。ワ

クチンに懐疑的、慎重になる人が増えるこ

とも自然かと思います。 

 そういった中で接種率にこだわること

なく、打つ市民の判断に必要かつ正確な情

報をしっかり提供する、これに尽きると思

います。加えてまずは自己免疫の強化が大

切だと思います。ストレスフリー、良好な

生活習慣を、出産育児課としても子供たち

や家庭に指導していただきますようにお

願いをしたいと思います。こちらについて

も要望とさせていただきます。 

 続きまして、１８番目、出生数の状況に

ついて、先ほど部長の答弁がございました。

お聞きしてまとめますと、まちづくりを通

じて出生数の増加に取り組む。また子育て

支援を通じて出生数増加に取り組む。また

二人目が欲しい、３人目が欲しいと思う家

庭をしっかりと支援する。この三つがキー

ポイントかと理解いたしました。市の取組

ということであれば、そこをしっかりとし

てもらえればと思います。 

 先ほどの質疑の前に、私は国レベルの話

をすると、少子化については婚姻の問題、

それに至るところの所得、結婚適齢期の手

取りの収入の減少が挙げられると指摘を

させていただきました。 

 １１月５日の厚生労働省の資料でもニ

ュースになりました。今年は出生数が７０

万人割れの公算が指摘をされております。

少子化対策という目的を踏まえれば、こど

も家庭庁は本当に意味があるのかと。むし

ろ廃止して、その予算を現役世代に還元す

るほうが、よっぽど効果的と思うところで

ございます。 

 自治体としてなすべきことは、住民福祉

の増進であろうと思います。あまり国レベ

ルのところに、市レベルで無理にこだわる

と、成果が不明なまま、限られた財源が失

われるリスクもあります。そこの順番につ

いては決して間違えないように分別をつ

けて対応していただくことが大切かと思

います。 

 住民福祉の増進、これを追求して出生数

増加を図ってもらうように要望とさせて

いただきます。これについても以上です。 

 続きまして、１９番目、小学校改修事業

の空調の成果について、好評であると理解

いたしました。好評であれば、ぜひ、でき

るだけ早く摂津市の全ての小・中学校に空

調設備を導入していただけるように。当然

予算等もあるかと思いますけども、ぜひ、

うちはできてあそこの学校はできないと、

多分どんどん保護者から声が上がってこ

ようかと思いますので、優先順位を少しで

も上げれたらと思います。要望とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、２０番目、オートロックと

見守りの方々の兼ね合いです。今、両立を

していくというところで理解をいたしま

した。登下校中のときには来てもらって挨

拶をしてもらうと、いい効果かと思います。

しっかりと両立して取り組んでいただけ

ればと思います。これについても要望とさ

せていただきます。 

 次、２１番目、健康観察アプリと言いつ

つも、今は連絡用の効果的なツールとして

活用しているというところで認識いたし

ました。大いに活用しているということで

したので、結構かと思います。 

 アフターコロナにおいては、コロナへの
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事業を惰性ですることがないように、学校

教育課にかかわらず、各課もそこは気をつ

けていただきたいと思います。健康観察ア

プリについては必要ということで理解い

たしました。以上です。 

 続きまして、２２番目、小学校給食のス

トローレスの話です。牛乳パックのストロ

ーレス化というところでした。私も現場で

聴いてもすごく不思議でした。一般の方々

がしないことを子供たちに強制的に押し

つけるというのは、納得いかないと思いま

す。今ストローレス化には賛同しかねると

いうようなお答えでしたけども、予算等も

かかっていくのではないのかと思うんで

すが、その点、お聞きしたいと思います。 

 続きまして、２３番目、中学校給食の喫

食率向上については理解いたしました。こ

ちらも引き続き中学校給食の全員給食が

始まるまで、努力を続けて、よりよい食事

を中学校の生徒に提供していただきます

ように要望とさせていただきます。これに

ついては以上です。 

 続きまして、２４番目、給食センターの

委託料について、近隣住民対応は、丁寧に

されたということで私は認識をしており

ます。今も引き続き様々な要望がございま

すので、しっかりと引き続き丁寧に対応し

ていただきますようにお願いしたいと思

います。併せて給食センター建設に向けて

着実に事業を進めていただきますように、

これについてもお願いしたいと思います。 

 住民等にも配慮したよい環境と、そして

また食育等の方針に向けて社会見学がで

きる、そういったところをよりよい形で実

現に向けて引き続き事業を進めていただ

ければと思いますので、これについては要

望とさせていただきます。 

 続きまして、２５番目の市史編さん事業

で、新修摂津市史第３巻を発刊予定という

ことで、１２月２６日は講演会と理解しま

した。また、令和７年度で新修摂津市史第

４巻を発刊して編さん事業は終了すると

いうことです。 

 今後については、資料等の整理に至ると

思います。資料の整理については、十分に

気をつけていただきたい。奈良県の知事が

いわゆる歴史資料について、いろいろ廃棄

していくとか様々な問題が生じておりま

す。注視しながら、どういった形で整理し

ていくのがいいのかは、ぜひしっかりと研

究していただきたいと思いますので、これ

は要望とさせていただきます。 

 続きまして、２６番目、学校体育施設開

放事業で、市民も７月から９月、そして１

２月から２月と、冷暖房を多くの方が使用

していると理解いたしました。 

 先ほど要望したとおり、市民の活動にも

よりよい影響を与えているものと理解し

ましたので、ぜひできるだけ早い学校の空

調設備整備をお願いして終わりたいと思

います。 

 続きまして、２７番目、家庭教育学級事

業です。今業務委託をされているところと、

広がりが課題かと理解いたしました。 

 もし可能でしたらぜひ検討してもらい

たいと思いますけど、小・中学校の連携で

す。今、家庭教育ということで親学習とい

う言葉があります。なかなか家庭での保護

者に対する対応の中で、保護者の理解不足

も多々あります。そういった中で、この家

庭教育学級が貢献できたら、よりよい事業

になるかと思います。ぜひそういった親学

習にも貢献するように、ぜひ小・中学校と

連携も考えていただきますように要望と

させていただきます。 

 続きまして、２８番目、コミュニティセ
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ンターと公民館との連携です。今、継続し

ているというところで一定理解をしまし

た。キッズなかよし発表会、社会教育交流

会等があるということです。今後また味生

公民館も味生コミュニティセンターへと

変わっていこうかと思います。つながりの

まち摂津の実現に向けて、引き続き連携を

密にしていただきたいと思いますので、そ

この取組はよろしくお願いします。こちら

についても要望とさせていただきます。 

 続きまして、２９番目、図書館運営事業

です。第４次摂津市子ども読書活動推進計

画との整合性については一定理解をいた

しました。読書活動の推進に向けて、さら

に引き続き力を入れる必要があろうかと

思います。さらなる取組についてはどう考

えているのか、お聞きしたいと思います。 

 続きまして、３０番目、教職員人事事業

の広告料です。こちらも理解いたしました。

広告によって効果があったのかというと

ころで、欠員はゼロだったということです。

途中講師の退職があったというところで

すけども、その点は評価をしたいと思いま

す。 

 ただ、本来は正職をしっかりと充足させ

ることがまずもって一番大事かと思いま

す。正職については処遇改善が求められる

のかと思います。ニュースでも、大阪府じ

ゃなくて他府県に教職員が行ってしまう

というようなニュースもございました。し

っかりとそこは大阪府へ処遇の改善もし

っかりと要望していただきたいと思いま

す。質の担保、質の確保が非常に重要にな

ってくるかと思います。質の確保の点から

も、どのように質を担保するのかもしっか

りと考えて取り組んでいただきたいと思

います。また退職者を減らす努力もしっか

りと取り組んでいただきたいと思います

ので、これについては以上といたします。 

 続きまして、３２番目、教育指導研修事

業の教師の資質向上についてで、先ほどい

ろいろ政策については理解をいたしまし

た。頑張っているところも理解をいたしま

す。しかしながら現場の状況を見るに、ま

だまだケース会議でも現場が不十分であ

ると認識をしております。市教師の質向上

についてはまだまだ課題があり改善の余

地があると思いますので、しっかりと対応

していただきたいと思います。こちらにつ

いても要望とさせていただきます。 

 続きまして、３３番目、学校読書活動推

進事業についてです。 

 ビブリオバトルとか今しっかりと進め

ているというところは理解をいたしまし

た。学校読書活動につきましては、ただ家

庭内の読書、子供たちが家に帰ってから読

書する時間は、大きな課題かと思いますし、

学校内での読書に触れない子供たちもま

だまだいるとお聞きをしております。読書

というものは非常に重要であることから、

家庭内も含めた読書時間を増やす取組は

引き続き努力していただきたいと思いま

すので、こちらは要望とさせていただきま

す。 

 続きまして、３４番目のキャリア教育に

ついてです。 

 先ほど成果ということで、小学校では将

来の夢や目標を持っている子供たちが増

えたが、中学校では下がったというところ

です。まだまだ課題があるかとは思います

けども、小学校では上がったということは

評価したいと思います。その上で、キャリ

ア教育をさらに進展していく。お聞きして

ますと、全ての学校等に普及することは、

なかなか難しいと認識しておりますけど

も、今後のキャリア教育の展望についてど
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う考えているのかお聞きしたいと思いま

す。 

 続きまして、３５番目、生徒指導の推進

が、現体制で大丈夫かというところです。

こちらもぜひ体制を維持、あるいは強化し

てもらいたいと思います。近年の生徒指導

の難しさは、保護者、そして学校の状況を

見て認識をしております。学校だけでは対

応し切れない課題が非常に多いと思いま

す。そこでスムーズに専門家等の相談がで

き支援が入るということは、早期解決につ

ながると思いますので、ぜひ対応していた

だきたいと思います。 

 なかなかここに相談するのが遅くなっ

てしまうと対応も遅くなってしまうと思

いますので、学校の連携等を含めて、生徒

指導のこの体制は強化していただきます

ように、これは要望とさせていただきます。 

 続きまして、３６番目、国語力向上の取

組について理解いたしました。 

国語力が重要であることは認識は一致

しております。そこはしっかりとぜひ引き

続き強化をしていただきたいと思います。 

そしてもう一点、課題があると私は認識を

しております。学力向上等は大事なんです

けれども、学力評価の弊害というのもまた

ございます。令和６年度の調査結果でも、

自尊感情が小学校では全国を上回ってい

ますけれども、中学校になると全国を下回

っている。また全国の値でも小学校、中学

校は下がっている現状があります。それは

中学校の勉強が難しくなっているのが要

因とされております。 

 以前も指摘し、多くの専門家からも自己

肯定感が学校の成績に大きく左右される

のは日本的な特徴と指摘をされておりま

す。日本はどうしても勉強できるかという

ことに左右されてしまい、学力重視、学力

偏重の傾向は、義務教育として懸念すべき

点ではないかと思っております。 

 まさに心が弱い子を振り落としてしま

う課題があるところが不登校の課題も含

めて否めないというところです。それを踏

まえて自己肯定感を下げないためにどう

取り組むべきかをもう一度お聞きしたい

と思います。 

 続きまして、３７番目、学校マネジメン

ト支援事業のマネジメントの強化をどう

図っていくか、一定理解いたしました。 

 これも生徒指導あるいはその教員の資

質向上の点でも重なるところがございま

す。ぜひ学校マネジメント力の強化を図っ

ていただきたいと思っております。子供た

ちが多様化する、愛着障害、発達障害、そ

して親の干渉、教師を巡る環境が厳しくな

っており、もはや教師個人では限界がある

状況とも考えております。その場合は組織

としての対応が求められております。 

 そこで組織でどう対応できるかは、学校

マネジメント力になってこようかと思い

ます。やはり校長、管理職、そして教員の

個々のネットワーク、連携というものが生

かされないと、子供たちの課題が増長され

るところも認識をしております。マネジメ

ントの強化をしっかりと図っていただき

たいと思います。これについても要望とさ

せていただきます。 

 続きまして、３８番目、ＩＣＴの使用に

おいてです。一人一人効果的に扱うか等い

ろいろと検討されているというところで

した。 

 ここで私はＩＣＴ教育も大事ですけど、

ＩＣＴ教育において、電子機器、特に今ス

マホが非常に普及をしております。低年齢

化もしております。スマホ依存等の弊害と

認識、その体制についてお聞きしたいと思
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います。令和６年度の調査結果は、ＩＣＴ

機器の使用時間は、使用時間と学力は決し

て相関しないと見てとれます。むしろ私は

負の相関があるのではないかと、最近の傾

向から推察をしております。 

 御存じかも知れませんが、ＩＴ先進国の

スウェーデンは脱デジタル教科書が進ん

でおります。２０２３年８月からの新学期

では本を読む時間、手書きの練習に重点が

置かれ、パソコンやタブレットを利用する

時間は削減をされている。そしてまた国際

学習到達度調査ＰＩＳＡなどの大規模国

際評価データが、ＩＣＴの過度な使用と生

徒の成績の間に負の関連があることを示

唆していると。あるいは１４か国ではモバ

イルデバイスに近づくだけで生徒の注意

が散漫になり、学習に悪影響を与えること

が判明したなどが挙げられております。 

 大阪府市議会議員研修会で、脳科学者の

川島隆太東北大学教授の説明がありまし

た。スマホやタブレット端末で作業中は脳

が活性化しないという研究が発表されて

おります。そういった点で電子媒体、スマ

ホ依存の弊害というのも認識すべきでは

ないかと思います。その点についてどう認

識をして対応しようとしているのかお聞

きしたいと思います。 

 続きまして、３９番目、４０番目です。 

 日本人のアイデンティティを養うこと

も大事じゃないかという問いに対して、国

際理解に触れることがアイデンティティ

につながると認識いたしました。 

 その上で、ぜひ気づきを、しっかりと認

識させていただきたいと思います。国際理

解をしていることだけで日本人のアイデ

ンティティを勝手に養うことを提供する

のか、そういう場面を通じて、日本人とし

てどうあるべきかというところを考えさ

せる、気づきをしっかりと与える、それだ

けでも事業の内容が大きく変わるかと思

っております。 

 これから海外、あるいは国内においても

外国人と接する機会がある中で、時には望

ましくないような場面もあろうかと思い

ます。よくＳＮＳでも外国人が神社での不

敬行為をしているというところもありま

す。それに対して私たちは日本人としてど

う対応していくか、そこはアイデンティテ

ィがある、大きなところかと思っておりま

す。 

 日本の伝統を守り、しっかりと子供たち

のアイデンティティを養う。それを踏まえ

て初めて国際理解、そして多文化共生が実

現できると思いますので、その点はしっか

りと対応していただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。これは要望

とさせていただきます。 

 続きまして、４１番目、学校部活動等助

成事業で技術の向上等を図っている等々

理解いたしました。 

 以前からも私は子供の体験を提供する

ことが子供にとって非常に重要であると

提言させていただいております。これもま

さにその一環かと思っております。教師の

負担軽減を図ることができ、そして本物に

触れることができるというところで、本当

にかけがえのない経験を児童・生徒に提供

することは非常に重要な事業だと思いま

すので、しっかりと継続してまた発展して

いただければと思います。これについては

要望とさせていただきます。 

 続きまして、４２番目の研修事業です。 

 フォローアップ等、経験の浅い方に対し

てベテラン教師がしっかりと教えていく、

身近なところで支え合うということでフ

ォローアップにつながっている。教師の資
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質の強化に取り組んでいるという点で理

解をいたしました。こちらについてもしっ

かりと先ほどから言っております課題、ニ

ーズに対応できる、課題解決力をしっかり

持った教師の育成をよろしくお願いした

いと思います。 

 また研修もされるということで、ぜひ先

ほどを言いました川島隆太東北大学教授

のスマホ依存に対する研修もぜひやって

いただきたいと思いますので、要望とさせ

ていただきます。 

 続きまして、４３番目、教育相談で、カ

ウンセラーがしっかりと保護者対応、また

子供対応をしていただいていると理解い

たしました。私も保護者等から、どこに相

談したらいいのという相談を受けること

がございます。ここがしっかりとした受皿

になると理解をしております。さらに今、

学校課題も複雑化しております。スマホ、

ＳＮＳのいじめ等とか見えないところだ

ったり、発達障害の増加というところもご

ざいます。様々な課題に対してしっかりと

適正に対応できるように、教育相談につい

てもしっかりと充実するようにしていた

だきますように、これも要望とさせていた

だきます。 

 続きまして、４４番目、適応指導教室で

す。 

 こちらもお聞きすると校外学習をして

おり、しっかりとコミュニケーション力を

図っていると理解いたしました。不登校課

題は先ほども述べましたが、公立学校で不

登校が生じているということは、公でも、

不登校の子供たちをしっかりと補う、対応

していくことが非常に大事であると思い

ます。 

 併せて子供の体験を充実させることが

重要だと言っておりますので、適応指導教

室においても、子供の体験はしっかりと充

実させるべきだと思います。そういった点

で引き続きコミュニケーション力、そして

子供体験も踏まえて、適応指導教室におい

ても、生きる力をしっかりと意識して付与

していただきたいと思いますので、こちら

も要望とさせていただきます。 

 続きまして、４５番目、学校教育相談事

業の中で、今、手いっぱいというところで

なかなか講師まで回らないのかと認識い

たしました。しかしながら、学校現場にお

いては正規の職員だろうが講師だろうが、

一人の先生であって、本当に先生としての

質の担保は非常に重要であろうと思いま

す。そこで差が生じて、お話を聴いたら実

は学級で問題があるのが、若い講師だった

という話もございます。 

 ぜひ、講師のサポートも本当に大事だと

思います。子供たちにとってどうあるべき

かをぜひ考えて、先生としての質の確保、

それは講師、正職変わらず、取っていただ

くように、こちらは要望とさせていただき

ます。 

 続きまして、４６番目の英語教育推進事

業で、いろいろと取組をされているという

ところで家庭での対応も大事だと理解を

しております。ＡＩを活用していくんだと

いうところも理解いたしました。 

 ある保護者の方からちょっと苦言を呈

されたことがございます。小学校だと思う

んですけど教師の英語の発音が不十分だ

ったと子供からお聴きしたとのことです。

その子供は、ふだんは海外に住んでいて、

たまたま休みを利用してこっちに来られ

て、市内の小学校に行かれたそうなんです。

そこで教師の英語の発音がやや曖昧だっ

たと言っておられとりました。 

 ぜひ、可能なら教える立場の教師の英語



- 69 - 

 

能力も、ぜひ併せて補助も図っていただき

たいと思います。子供たちだけじゃなくて、

みんなも上がっていく、英語、特に発音に

ついては本当に難しいものでございます。

しっかりと切磋琢磨して、教師も含めて取

り組んでいただきたいと思います。これは

要望とさせていただきます。 

 最後、４７番目の特別支援教育の推進で

す。 

 増加傾向は少し止まったと理解をいた

しました。早期に発見してきたというとこ

ろと、今インクルーシブ教育だったり、保

護者の方にしても分け隔てなく普通に教

育をしてほしいという思いがあって、そう

いったところをやっている市もあると認

識しております。 

 ただこのインクルーシブ教育で一つ気

をつけないなといけないと思うのは、先ほ

ど指摘しました学力偏重の教育評価にな

ってしまうと、なかなかそこがしんどくな

ってくる。インクルーシブ教育を受けるに

当たっても、まずは今の学校の体制、本当

によい通知表だったり、そういったもろも

ろについて、一度学力偏重の評価を見直し

ていく。その上で誰しもが受入れる学校に

なっていくかと思います。 

 そこはぜひ今後とも研究してもらいた

いと思いますので、こちらについては要望

させていただきます。以上です。 

○出口こうじ委員長 答弁を求めます。 

 中川参事。 

○中川保育教育課参事 小学校との連携

の重要性についてお答えいたします。 

 小学校との連携ですとか円滑な接続に

ついては、もちろん重要であると認識して

おります。現在、本市で実施中の取組の決

定につきましては、先ほど少し申し上げま

した令和３年度に本市の学校園の先生向

けに実施したアンケートの意見を基盤と

して進めてまいりました。 

 現場の先生方がこんな取組を子供のた

めにしてほしいとか、こんな取組があれば

きっと園児・児童とか教職員の相互の連携

に役立つと思うことが本当にたくさん書

いてありました。その意見を、できるとこ

ろから順次、形にして進めているというの

が実情でございます。 

 今後も、関係各課と連携を密にしながら、

持続可能な取組となるよう念頭に置いて、

進めていければと考えております。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 飯野課長。 

○飯野こども政策課長 ７番目の養育費

の確保についての質問でございます。 

 民法におきましては、子に対する養育費

の負担は父母の義務とされておりますが、

昨年実施いたしましたひとり親家庭等自

立促進計画の策定に係るアンケート調査

では、母子家庭の約６割で養育費の取決め

をしておらず、また取決めをしていると回

答した人のうちでも、その全部または一部

が履行されていないとの回答が約半数ご

ざいました。 

 子供たちにとって、両親の離婚はとても

大きな出来事であり、子供たちがそれを乗

り越えて、安心して暮らし、健やかに成長

するためにも、養育費の果たす役割は非常

に大きいものと考えております。 

 養育費の確保に関する支援事業につき

ましては、北摂では本市と箕面市を除く５

市で実施しております。こういった他市の

支援策について今後研究してまいりたい

と考えております。 

以上です。 

○出口こうじ委員長 古賀課長。 

○古賀こども家庭相談課長 １１番目の
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関係機関とのネットワークと警察との協

定に基づく情報連携についてお答えいた

します。 

 毎月実施しております、新規虐待案件の

処遇方針などを協議する要保護児童対策

地域協議会の新規受理会議に、令和５年度

から新たに摂津警察署が加わりまして、特

にＤＶ事案等で警察が関わった事案に対

して、意見を伺っているところでございま

す。またここ数年の新たな課題でもありま

すヤングケアラーへの対応を検討するた

めに、要保護児童対策地域協議会の中に、

ヤングケアラー専門部会を設置いたしま

した。また出産前からリスクを抱える妊婦

の情報も、こども家庭相談課と出産育児課

で早期に情報共有を行うために、処遇方針

を検討するために、ハイリスク妊婦会議と

いうのを令和５年度から実施いたしてお

ります。このように児童虐待に関わる様々

な課題解決に向けまして、庁内外の関係機

関と連携を図りながら、虐待の未然防止、

再発防止に取り組んでおります。 

 次に警察との情報連携協定に基づく情

報共有を行ったケースについてでありま

す。令和４年度の協定締結以降、これまで

７件の事案を共有いたしております。いず

れのケースにつきましても、吹田子ども家

庭センターが一時保護を行った重症度の

高いケースとなっております。 

 次に、１３番目のファシリテーターの養

成の状況についてです。 

 親支援プログラムの実施に当たりまし

ては、３名のファシリテーターが必要でご

ざいます。現在はスーパーバイザーをお願

いしております白山臨床心理士に加えま

して、ファシリテーターの養成講座の受講

を終えたこども家庭相談課の心理士２名

がファシリテーターを受け持っておりま

す。 

 そのほか、育児休暇中でありますけども、

もう一名心理士もファシリテーターの養

成講座の受講を終えております。令和６年

度は、新たにファシリテーター養成講座を

２名の職員が受講しているところです。 

次年度以降も、プログラム運営に当たりま

してファシリテーターを入れ替えるなど、

実践経験を積んでいけるような取組が必

要かと考えております。 

 今後につきましても、職員の人事異動で

すとか、また休職にも対応できるように、

人事課とも協議を行いながら、さらなるフ

ァシリテーターの養成に努めてまいりた

いと考えております。 

○出口こうじ委員長 小西課長。 

○小西教育政策課長 ２２番目、ストロー

につきましては、現在、牛乳業者と協議し、

来年度以降も今までと同じように牛乳と

セットで対応していただくようお願いし

ているところでございます。ストローだけ

を購入するための別途の予算計上をする

想定はいたしておりません。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは２９番目

の３回目のお問い、今後の読書活動推進の

さらなる取組についてお答えいたします。 

 令和５年度全国学力・学習状況調査によ

りますと、摂津市児童・生徒におけるふだ

ん１日に全く読書をしない割合、いわゆる

不読率につきましては、児童３８．９％、

生徒５１．３％という、いずれも全国平均

及び大阪府平均より高い割合となってお

り、子供の読書離れが進んでいる状況でご

ざいます。さらなる子供の読書活動の推進

のため、令和７年４月から令和１２年３月

までの新たな計画である第５次摂津市子
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ども読書活動推進計画の策定を現在進め

ているところでございます。 

 子供たちが主体的に読書活動を行える

よう、府内公立こども園保護者及び市立

小・中学校の全児童・生徒を対象に実施し

たアンケート調査を基に、子供たちの声を

反映いたしました計画を策定してまいり

ます。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 ３４番目、キャリ

ア教育の今後の展望についてお答えいた

します。 

 令和５年度にキャリア教育の推進に理

解、協力をいただけている企業・団体に登

録し、登録企業には、学校、地域社会への

貢献活動に取り組んでいただくキャリア

教育応援企業等登録制度を制定いたしま

した。現時点で職場体験、またキャリア教

育への参画、地域行事への参画等を行う企

業など３９企業が登録されております。 

子供たちが協力企業を含めた様々な大人

や社会との関わりの中から、自分自身の生

き方を考え、学びを深めるよう取り組んで

まいります。 

 さらにはキャリア教育を通して子供た

ちに未来を切り開く力を育むためになぜ

学ぶのか、学んだことが将来どう役に立つ

のか。学校で学んでいる内容が将来の生き

方に結びついていることを実感させるこ

とができるよう、引き続き取り組んでまい

ります。 

 続きまして、３６番目、学力評価の弊害

について答弁申し上げます。 

 委員がおっしゃるように、子供たちは学

力だけではなく多面的に評価することが

重要であると考えております。学校の中で、

子供一人一人の持ち味が認められる環境

が子供たちの心の豊かさを育み、多様性を

学ぶことになります。また、評価を気にす

るがあまり、子供たちが自分らしく学校生

活を送れないということも考えられます。 

学校に、地域を含めた様々な大人と関わる

ことも子供たちの学びにとって必要だと

考えております。 

 続きまして、３８番目、スマホ依存と弊

害への対策について答弁申し上げます。 

 本市については、全国学力・学習状況調

査においても、携帯やスマホでＳＮＳや動

画視聴する時間について、４時間以上の児

童・生徒の割合が全国より高いという状況

がございます。学校教育課で作成しました

摂津市情報活用能力体系表に基づき小・中

学校児童・生徒に対して指導をしておりま

す。情報活用能力体系表には、情報モラル

を含めたスマホ等への適切な使用等が系

統的に指導できるようにしております。 

一方、子供たちの多くが家庭においてもス

マホ等を使用している状況も踏まえ、家庭

への啓発も含めて各校を支援してまいり

ます。 

以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ３回目の答弁、ありがと

うございました。 

 それでは、引き続いて質疑をさせていた

だきます。 

 まず、２番目の就学前教育についてです。

こちらについては、ぜひ教育長の見解をお

伺いしたいと思います。 

 私、当初から学力向上の提言に力を入れ

てまいりました。その中で中学校での課題

を把握する中で、やはり小学校での学力課

題が見えてまいりました。小学校で学力課

題を把握する中で、やはり低学年、そして

小学校１年生の時点で差が生じてるとい
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うことを把握いたしました。就学前教育で

の学びの基礎力が将来の学力に大きく影

響するものと認識したわけであります。 

それぞれの年齢に応じた適切なカリキュ

ラム、そして就学前からの学ぶ力の積み上

げ、この二つが本市の学力課題の解決や生

きる力につながるものと考えております。 

 よって、保育園、こども園、幼稚園と小

学校、中学校の学び教育を一貫性があるも

のと捉えて進めていくことが大切かと思

います。教育長に、将来の教育の見解につ

いてお聞きしたいと思います。 

 そして７番目、ひとり親家庭が経済的に

厳しい状況に置かれているというところ

です。ぜひ経済的支援も検討していただき

たいと思います。ひとり親家庭での体験格

差の記事がつい最近ございました。行きた

くても行けない習い事ということで差が

生じているということを記事にしたもの

でございます。先ほどから子供の体験の重

要性について言っており、子供の体験は、

実は家庭にお金があるないですごく変わ

ってきてます。旅行に行ける行けない、あ

るいは習い事に行ける行けないという体

験格差が能力、そして将来的な人格形成に

関わってきます。そこを鑑みれば、体験格

差をなくす、子供たちのためにしっかり支

援していくところも考慮して検討してい

ただければと思いますので、こちらは要望

とさせていただきます。 

 続きまして、１１番目、家庭児童相談事

業です。 

 警察との連携について、情報共有もしっ

かりしているというところで理解いたし

ました。ハイリスクについて共有をしてい

くと。今、ネットワークがしっかりと図ら

れていると理解いたしました。改めて、令

和５年度の取組を踏まえて、児童虐待の対

策について、摂津市子どもを虐待から守る

条例もつくりました。市の取組、相対的、

総合的な評価を、ぜひ部長からお聞きした

いと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、１３番目の親支援プログラ

ムにつきまして、今ファシリテーターの養

成状況について理解いたしました。ぜひ、

しっかりと継続していただきますように、

そのためには要請をしつつ、人事異動も配

慮が必要になってくるかと思います。 

 その上で、今後、将来的には他市との連

携もぜひやっていただきたい。他市がやっ

ていないんだったら、他市からの受皿とな

ってもよいのではないのかと思います。親

支援プログラムを継続していただきます

ように、要請等も併せてよろしくお願いい

たします。これについては、要望とさせて

いただきます。 

 続きまして、２９番目、読書活動の推進

です。 

 今、第５次摂津市子ども読書活動推進計

画の作成中で、子供たちの状況を反映する

というところですけども、今の読書につい

ては非常に厳しいと思っております。 

 読書活動と先ほどから議論されていま

すスマホです。使用時間と反比例する関係

かと思っております。読書が必要にもかか

わらず、スマホに時間を取られている現状、

また本屋がどんどん減少していく現状、本

をネットで買えばいいじゃないかという

声もあります。しかし、本屋に行くことに

よって、自分が目的としなかった本にも出

会う、そういった環境がなくなってきてい

る。読書活動については非常に厳しい状況

かと思っております。 

 しかし、読書活動は本当に重要なことで

す。子供たちの成長のためには必要だとい
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うところで、ぜひこれも教育長にお聞きし

たい。読書活動の推進の取組について見解

をお伺いいたします。 

 続きまして、３４番目、キャリア教育に

ついてです。 

 今後の展望について理解をいたしまし

た。しっかりと引き続き進めていただきた

いと思います。将来の夢や目標を子供たち

に提供できる非常に重要な教育だと思っ

ております。また、これは市民からも提案

がありました、子ども議会をぜひやってい

ただきたい。子供たちがまちの発展、まち

づくりについて考えるとてもよい機会に

なったということをお聴きしております。 

子ども議会を通じて子供の成長が目に見

えたので、ぜひ摂津市でもやってほしいと

いうこともお聴きしました。併せて、ぜひ

私ども議員も活用して、議員が出張して、

キャリア教育といいますか、議会を説明す

る、そういう場面もいいのかと思います。

我々も一つのキャリアの目指す目標にも

なり得るのかと思いますので、そこはぜひ

議会と教育現場が連携してやっていきた

いと思います。ぜひ前向きに検討していた

だきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。こちらは要望とさせていただ

きます。 

 以上です。 

 続きまして３６番目、学力向上推進事業

です。自己肯定感を下げないために様々な

評価が大事だということで認識いたしま

した。しかし、教師個々がそこを認識して

いかないとなかなかしんどいんじゃない

かと。世間一般、そして学校全体につきま

して、まだまだ学力重視、学力偏重は変わ

らない。大人たちが変わっていかなければ、

不登校問題だったりとか自己肯定を下げ

る問題は改善できないと思います。個々の

議論じゃなく、そこをしっかりと教育員会

から各学校に落とし込んでいく、そこまで

具体的に実施をしてもらいたいと思いま

すので、これについては要望といたします。 

 こちらも最後に、教育長は以前、前回の

議会において社会とつながる教育が大事

だとおっしゃっておりました。まさにその

とおりかと思います。ＳＮＳ、スマホ依存

対策等も含めて、不登校問題と自己肯定感

の減少は日本の教育制度の構造的問題だ

と捉えております。それを解決することも

子供たちの成長のためには必要かと思い

ます。それを踏まえて、社会とつながる教

育、改めて教育長にどのようなものかをお

聞きしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 次、３８番目、小学校教育用コンピュー

ター事業のＩＣＴの活用です。弊害等につ

いてそこもさらに認識を深めていただき

たいと思っております。 

 文部科学省のＧＩＧＡスクール構想の

推進で、本市でもコロナ禍において、タブ

レット端末の児童・生徒への配付と学校で

のＷｉ－Ｆｉ設備が整えられたことは理

解しておりますし、休校期間等での教育を

継続し、教育の保障をオンライン授業で行

ったことは評価しております。しかしなが

ら、必ずしも学力向上につながったとは現

場から聴かれず、統計からも分析、評価が

不十分であります。むしろ、今では授業中

における集中力を阻害してる状況も散見

されております。本市でのスマホのＳＮＳ、

動画視聴の使用時間等の状況を見たとき

に、家ではスマホ、学校でタブレット端末

と一日中子供たちが電子機器漬けとなっ

てしまう可能性があり、そろそろ一度ＩＣ

Ｔ教育の在り方を見直すべきときかと考

えております。この点、どうお考えか、部
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長に包括的にお聞きしたいと思いますの

でよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 松本委員、２２番目

の給食のストローレス化について。 

○松本暁彦委員 すみません。飛ばしてお

りました。 

 ２２番目は、特に予算は必要がないとい

うところで理解いたしました。そのことは

本当に懸念していました。現場では、口を

自分たちで切らない行為は不自然で、ふだ

んでもしないことを押しつけられておか

しいということがありました。そうならな

いと理解しました。しっかりと交渉しても

らったのかと思いますし、評価いたします。

引き続きよりよい小学校給食に取り組ん

でいただければと思います。 

 これについても以上です。 

○出口こうじ委員長 大橋部長。 

○大橋こども家庭部長 虐待に関しまし

て、令和５年度の総括的にということと、

評価について、担当課長からかなり答弁が

ございました。 

 重複するところがあるとは思うんです

けども、令和３年８月の事件以降、まずは

人事異動であったり、経験のあるベテラン

職員の採用であったり、警察との連携であ

ったり要保護児童対策地域協議会の活性

化ということで、いわゆる組織の量と質の

充実に早急に取り組んだということでご

ざいます。 

 令和３年度の途中から令和４年度にか

けてしっかり取り組んで、それなりの体制

をつくりました。令和５年度は市政方針に

もあったんですけども、未然防止と、早期

発見、早期対応、それと再発防止という三

本柱で虐待に取り組むということの中で

スタートしました。それぞれに啓発冊子で

あったり、医師との連携によるけがの見立

ての問題、それと先ほどから議論がありま

すいわゆるＭＹ ＴＲＥＥにしっかり取

り組んできたと思います。 

 組織として人の体制の問題も資質の部

分も、かなり研修とかもやっておりますの

で、充実してきて、組織として前向きに虐

待に対して取組ができていると思ってい

ます。私も近くで見ておるんですけども、

かなりリスク対応もしっかりできている

ので、あまりこういうことを言うのは良く

ないかも知れないんですけども、把握をし

ている部分の対応についてはしっかりで

きてるので、その分リスクは減っているか

と思います。 

 ただ、把握できないケースがまだまだあ

ると思いますので、そこの部分をどうしっ

かり把握できるようにしていくかという

ことは、松本委員からも示唆いただきなが

ら条例もつくりました。条例の策定過程で

も市民であったり関係機関の責務という

ところまで踏み込んでやってます。我々は

そういうところをしっかり認識ができて、

まち全体として取り組まなければいけな

いという認識もできてきたと思っていま

す。今後とも継続して組織の量・質ともに

さらに充実できるように取り組んでまい

りたいと思います。 

○出口こうじ委員長 安田部長。 

○安田教育総務部長 それでは、私からＩ

ＣＴの活用についての総括的な答弁をさ

せていただきます。 

 先ほども何度も担当課長といろいろと

質疑していただいて、重複するところもあ

るかとは思います。本市におきましてはＧ

ＩＧＡスクール構想による一人１台端末

の整備に、大阪府内でもいち早く取り組ん

だことで子供たちのタブレットの利用状
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況も全国比較でも高い数字となっており

ます。また、教育振興基本計画におきまし

ても、グローバル化や情報化の社会に対応

できる子供たちの言語能力や情報活用能

力など自らの可能性を発揮してよりよい

社会のつくり手となるための教育を推進

するということで掲げております。しかし

ながら、委員から指摘がございましたよう

に、一方で全国的にでございますが、タブ

レットの導入により、書く力、読む力への

影響など様々な弊害等が言われておりま

す。情報端末の整備につきましては、ＩＣ

Ｔ教育を含めた新しい学びのスタイル、基

盤整備であって、これからの時代、いかに

それらを活用していくかが重要となって

おります。 

 少し前のことですけれども、朝の情報番

組で枚方市の教育委員会が行っているゲ

ームで、桃太郎電鉄の教育版の取組が紹介

されておりました。子供たちが楽しみなが

ら地理や特産品を学ぶことができるとい

うもので、ＩＣＴの活用、また子供たちの

話合いが紹介されており、新しい学びとし

て導入されたものではないかと考えてお

ります。 

 本市におきましても、先ほど教育支援課

長からもございましたように英語支援ツ

ールも一部学校で試行的に導入しており

ます。しかし、単純にＩＣＴを活用するだ

けではなく、やはりＡＬＴといったものと

複合的に、子供たちが英語を学びたいとい

う気持ちを持った上で活用する取組もし

ております。 

 ＩＣＴの活用につきましては、学校の課

題でもあります不登校生徒への対応や教

員の働き方改革にも活用が広がっており

ます。各教育委員会や学校が様々なアイデ

アでＩＣＴを活用されている事例もござ

います。本市におきましても弊害として表

れているものもあれば、ＩＣＴにこだわる

ことなく、これまでの手法も生かしつつ、

子供たちにとって何がよいかしっかり見

極めた上でＩＣＴの活用を進めていくこ

とが重要ではないかと考えております。 

○出口こうじ委員長 若狭教育長。 

○若狭教育長 ３点、質問があったと思い

ます。 

 お互いにその三つについては関連する

ところも多いと感じておりました。委員か

ら言葉のシャワーということがございま

した。読み聞かせの中で、言葉をシャワー

のようにゼロ歳から、まだ言葉も覚えてい

ない子供に浴びさせ、その中で語彙が増え

ていく、言葉を獲得していく、そんなお話

ございました。就学前から既に子供たちの

課題に差があるのではないか、もっと言う

と、就学前機関、つまり教育・保育機関に

来る前からもう既に差がある。ただ、そん

なところに原因を求めましても仕方があ

りません。私どもは正門をくぐったところ

から、入学したところからしっかりと責任

を持って、何ができるか、これを考えてい

かなきゃいけないと思っております。 

 中学校の課題は小学校の高学年から、小

学校の高学年の課題は低学年からある。例

えば小・中学校の先生方が連携する中でど

う解決していくのか、どう方向性をつけて

いくのか。そうした連携は、後の機関がし

っかりと旗を振らないと、音頭を取らない

といけないと思っています。小・中学校の

連携は、中学校がいかに音頭を取るか、呼

びかけるかかと思っています。ずっと昔、

中学校に入ってくる前にこれだけのこと

を用意しておいてください。これぐらいの

ところまで子供たちを育ててください。と、

そういった少し傲慢なところもあったと
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思うんです。大切なのは、小学校でどんな

子供たちがどんな活動をして、どんな課題

を持っているのかを中学校の先生が認識

することだと思っています。同じように、

就学前の教育・保育機関でどんな活動をし

ているのかをしっかり小学校の先生が認

識しないと連携も進みませんし、課題の解

決にもつながらないと思ってます。 

 先日、とりかいこども園に行きまして、

ちょうど参観をしていたんです。３歳児、

４歳児、５歳児の子供たちが一緒に園庭で、

合同でリズム遊びをやっておりました。そ

れぞれの発達段階がありますから、取り組

む内容は年齢によって違ったんですけれ

ど、それが終わった後、子供たちは縦割り

で教室に入っていったんです。三つのグル

ープに分かれて、３歳児、４歳児、５歳児

が異年齢で教室に入っていきました。異年

齢で実際に生活してるんです。 

 小学校で、あるいは中学校で異年齢の活

動をしていますけど、あくまでプログラム

であったり、行事であったりで、生活ある

いは学習の教室まで異年齢を持ち込むこ

とはまずないです。異年齢で、小学校で違

う学年の子供たちが一つの教室で授業を

受ける。これは非常にハードルが高いと思

います。でも、例えば教室配置を変えてみ

る。休み時間やお昼休みの中で異年齢が自

然と活動する、その中で見栄とかプライド、

それから憧れが生じる。そういう関係性が

生活の中で出てくることは、こども園で実

際に日々活動しているところから学ぶべ

きものだと思いました。その後、指導者か

らいろんな説明を受けましたが、例えば挑

戦する心、あるいは我慢する心っていう単

語を聴き取りました。あるいは、知的好奇

心とか、それから子供たちの自己肯定感、

自信がつく、そんな言葉もいただきました。

まさに非認知能力です。就学前の教育・保

育機関で、日々子供たちの非認知能力を高

める取組をされていますし、それを指導者

がずっと認識しながら育て上げていく。 

 今、義務教育で、本市の小・中学校でも

それぞれの学校で非認知能力をどう高め

るかといった話をよく聞きます。まさにス

タートは就学前教育で始まってるんだと。

その取組を先生方が具体的に行き来しな

がらつなげていく、そういった連携が必要

かと思っています。それがまず課題解決の

第一歩ではないかと思っております。 

 ２点目、読書です。 

 今でも覚えてるんですが、高校のときの

倫理の時間に、先生が問いをされました。

人間ってどんな動物ですかっていうこと

で、それで２日ぐらい皆考えて発表したん

です。最終的にいろんな意見が出ましたけ

れど、先生が一つ提案したのが、人間は言

葉で考える動物だと。妙に自分の中で腑に

落ちました。一生懸命いろんなことを考え

るときも、猛烈に言葉が頭の中を行きかい

してます。言葉でないとなかなか考えが深

まらない。あるいは、考えていけない。そ

のためにはやはり言葉のシャワー、委員が

おっしゃいましたけど、言葉のシャワー、

それから読書です。 

 人の語彙を増やすのは、大人との会話と

読書だと私は思っています。テレビとか日

常会話とか、同学年の会話でも語彙は増え

ますが、あくまでそれは生活言語かと。学

習言語を増やしていくためには、そうした

大人との会話、それから読書が非常に大事

だと思っています。じゃあ、本を読む子を

増やすためにどうしていったらいいのか。

読みなさいと、強制的に読ますもんでもな

いです。学びと一緒で、いかに子供たちが

読書に向かう姿勢を持つか、読書に向かう
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思考を持つかだと思うんです。 

 夏前だったと思うんですけれど、市民図

書館の４０周年行事でＦＭのＤＪをされ

ている方が、ブックトークに来られました。

私もそこに参加したんですけれど、本当に

本が好きな方が紹介する本っていうのは、

読みたくなりました。本の帯とか、ポスタ

ーとか以上に、その方が語る内容で、読み

たいと思いました。それから、読み終える

たびに、その方の薦めた本をメモしており

ましたので、読んでおります。今までは、

同じ作者を読んだり、賞を取ったものを選

んで読んだりしておったんですけれど、好

きな方の薦める本ってこんなに読んでみ

たいと思うんだと。また読み終えた後に、

次の本へ向かう姿勢が生まれている。これ

は大事だと思いました。 

 小学校でも中学校でも、本の紹介とか、

それから本に関わる、読書に関わる取組が

されています。何よりも大事なのは、先生

自らが本を好きになっていただいて、その

上で子供たちに本を薦める、これが一番手

っ取り早いと思いました。読書によって語

彙が増える、語彙が増えたら当然、国語力

も上がる、学力にも関わるわけですけれど、

自分の気持ちを表現する語彙が見つかる

と、トラブルが減るというのもございます。 

 ある校区の就学前から中学校までの共

通の課題は、言葉が出ないから手が出る。

そういうことも聴いたことがあります。読

書によって語彙が増え、学力の芽となる。

あるいは、コミュニケーションのきっかけ

となる。そうした読書をさらに推進するた

めに、読書の好きな大人がどんどん本を紹

介していく、まずそういったところから進

めないといけないと思いました。 

 それから最後の社会に関わるような学

びです。社会を意識した取組ですが、これ

は本会議での挨拶でも申し上げましたけ

れど、国際調査で１８歳、つまり日本の大

人になりたての若者が他国と比べると、非

常に否定的な、肯定的意見が非常に少なか

ったということです。それが将来の夢があ

る、それから自分を大人だと思う、それか

ら社会を変えることができるかとか、自分

は責任のある社会の一員だと思う、こうい

ったところの肯定意見が全て最下位でし

た。これではいけないと思いました。社会

を意識する、社会を我が事と考えながら、

義務教育を過ごしていかないといけない

と思いました。学びといいますか、学力の

話は今日、たくさん出ましたけれど、学力

向上の一番基本となるのは、やっぱり授業

だと思っております。いい授業というのは、

いろんな取組が今されてますけれど、授業

を受けた子供が新たな問いを持つ。何でだ

ろう、もっと知りたい、もっと勉強したい

と思う授業が私は一番いい授業だと思っ

てます。授業の中で授業終了後、新しい問

いを、また子供がそれを調べてみたい、学

びたい、これが学びへ向かう姿勢、学びへ

向かう思考やと思うんです。 

 併せて、今度は自分の将来に対して夢を

持つ、その夢を自分の好みとか、自分がし

たいことだけにとどまらせず、その仕事で

社会にどうつながるのか、社会にどう貢献

するのか。だからこうした学びをしないと

いけない。学びの理由です。そうしたもの

とつながってくるんではないかと思うん

です。そうした社会と自分を絡めていく一

番大事なことは何か、これは関心だと思っ

ています。世の中の出来事、社会の出来事、

地域の課題、そこに関心を向けることがで

きるかどうか。それは、先生方が日頃から

関心を持たせるような教育活動をしてい

るかどうかにかかっていると思うんです。
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子供が好きだから先生になりたいとか、歌

が好きだから歌手になりたいとか、野球が

好きだから、スポーツを続けたい。これは

やはり小学校低学年の夢、思い、表現では

ないかと思っています。 

 義務教育が終了するときには、その仕事

をすることでどう地域に貢献していくの

か、社会課題にどう対峙していくのか、誰

かのためにこの仕事でどう貢献をしてい

くのか、そこまで思いを広げていかないと

いけない。これは常日頃、義務教育の中で、

そういったものに関心を持つ。関心を持つ

姿勢の中で学んでいくことが大事だと思

っております。そうした子供を小・中学校

の先生と一緒につくっていきたいと思っ

ています。 

 以上でございます。 

○出口こうじ委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございまし

た。 

 それでは、最後、要望とさせていただき

ます。 

 まず、回答していただいた順に述べさせ

ていただきます。児童虐待防止についてで

す。 

 大橋部長から総括的にお答えをいただ

きました。事件が勃発してから本当に大き

く児童虐待防止のこども家庭相談課の体

制は変わったと思います。大橋部長がしっ

かりと率先、垂範されて今の形になってき

たと理解しております。事件がなくて当た

り前といいますか、なかなか評価されづら

い部署でもあると思います。そういった意

味では、大きな事件から今に至るまで大き

な事案がなかったものと認識をしており、

その点は高く評価したいと思っておりま

す。ぜひ、引き続き摂津市の子供たちのた

めに児童虐待防止に取り組んでいただき

ますように要望とさせていただきます。 

 続きまして、ＩＣＴ教育についてです。 

 私はＩＣＴ教育が駄目と言うものでは

ございません。ただし、タブレット端末で

のデメリットを、学校そして教師は理解す

べきと思っております。スウェーデンの実

際の先進事例もございます。そして実際の

化学的事案もある中で、タブレット端末の

利便性は理解できるがゆえに、タブレット

端末はもろ刃の剣と言えると思います。繰

り返しになりますけど、大切なのは、この

デメリットをしっかり理解した上でどう

活用するかだと思います。ＩＣＴ機器にの

まれないことが大事かと思います。 

 これを踏まえて、先ほど教育支援課にも

要望いたしましたけども、教員のスマホ依

存対策を含めた電子タブレット端末等の

電子媒体を使用した際の脳の働き等も踏

まえた授業をしっかりと考えていく必要

があると思っております。そして、タブレ

ット端末やスマホを踏まえた依存の危険

性というものをしっかりと認識させる。併

せて家庭にも伝えていくことが必要かと

思います。ぜひ研修等も踏まえて対応する

ように要望とさせていただきたいと思い

ます。 

 併せて児童・生徒がタブレット端末、ス

マホ依存というもののリスクを認識して

対策を自分たちで考えていくことも必要

かと思います。以前も記事にあったと思い

ます。自分たちで考えてその使用制限を決

めていったというようなこともあったと

思います。これはぜひ教育委員会としてし

っかりと取り組んでいただきたいと思い

ますので、こちらについては要望とさせて

いただきます。 

 そして、就学前教育についてです。 

 教育長からも答弁いただきました。あり
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がとうございます。相互理解の重要性とい

うところが本当に大事かと思います。先ほ

ど小学校の教師が、就学前教育施設に行っ

て把握をするというところも大事という

こともおっしゃっておりました。これは一

つ指摘をされておりまして、幼稚園等では

不登校がいない。小学校から不登校が出て

くるという話は、教育の仕方にも差が出る

んだろうと思います。就学前は、就学前教

育と言ってますけども、遊びが基本で遊び

を通じての学び、自己肯定感の向上になっ

ていくが、小学校では途端に変わってしま

う。その教育の仕方がどうなのか。小学校

の教師も、就学前教育の学びの姿勢を学ぶ

べきところが大事になってくると思いま

す。相互理解が大事かと。重要性も理解い

たしました。 

 今の教育長の答弁でもありましたけど

も、教育長につきましては組織図上も踏ま

えて教育総務部とこども家庭部のトップ

でございます。出産育児課のゼロ歳から、

保育教育課の就学前もろもろ、全ての子供

たち、つまりゼロ歳から中学校卒業までの

教育、見守りというのは教育長が指導でき

るということでございます。ぜひそういっ

た視点でもしっかりと見ていただきたい。、

そして出産育児課にもゼロ歳からどれだ

け言葉のシャワーを浴びせるんだという

くらいしっかりと指導していただき、就学

前、小学校、中学校と全て切れ目なく中学

校卒業のときに子供が育っている。それを

ゼロ歳からいかに導いていくかをぜひ考

えて取り組んでいただきたいと思います。

これも要望とさせていただきます。 

 そして、読書につきまして、今、大人が

読書好きになる必要があるとおっしゃら

れました。本当におっしゃるとおりで、や

はり大人が読書をしないと子供も読書し

ないというか、大人が読書するから必ずし

も子供が読書するというわけではないと

は思うんですけども、やはり、機会提供と

いいますか、そういった環境に置かれると

自然と子供たちが本に手を差し伸べるこ

とができるわけなんです。そういった機会

提供をいかに提供するかが非常に大事に

なってこようかと思います。 

 その上で、やはり親や大人が読書を好き

になる。それをまた次の読書推進計画にも

しっかりと反映していただきたいと思い

ます。先ほど教育長もおっしゃられました

語彙力は思考力だと思います。どれだけ語

彙力があるかによって、コミュニケーショ

ンも取れますし、想像力もつきます。そし

て生きる力につながっていくと思います。

そこはぜひしっかりとお願いしたいと思

います。併せて読書において電子書籍もご

ざいます。子供はぜひ電子書籍に気をつけ

るべきと思っております。電子書籍につい

て、これも先ほど紹介しましたスマホ脳と

いうアンデシュ・ハンセン著の本でもあり

ます。紙媒体よりも集中力が欠けるとされ

ておりまして、脳が文章に集中するよりも

メールやＳＮＳの通知等で貴重な処理能

力を費やしてしまい、結果として学びが悪

くなるだろうと記載をされております。こ

れは、川島隆太教授も指摘をされておりま

す。そういった点で、ぜひ子供の脳の成長

も考えて、紙媒体での読書をぜひしっかり

と普及してもらいたいと思います。家庭の

読書環境、そして学校の読書環境、それぞ

れの充実についてはしっかりと推進して

いただきますように要望とさせていただ

きます。 

 最後に、つながる教育というところで、

本当に子供たちに生きる力をどう大人が

担保していくか、それがやはり公教育での
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大きな課題と思っております。私も以前、

最初の頃は学力向上をずっと言っており

ましたけども、最近はできれば学力向上と

いう言葉は使わずに、生きる力を養うとい

うことをメインに訴えさせていただいて

ます。やはり学力だけではない、それ以外

の非認知能力の向上が、いろんな形で生き

ていく上で大事になっていく。学力以外の

ところが大事だと認識しております。そう

いった意味で今の教育長の社会とのつな

がりを大切にする、そのためにどう生きて

いくかの力をつけるというのは、ぜひ実践

をしていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。期待しております。 

 以上です。 

○出口こうじ委員長 本日の委員会は、こ

の程度で散会いたします。 

（午後５時３９分 散会） 
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